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基調講演

個人情報保護条例の改正と地方自治

2022年6月29日

弁護士 森田 明
（神奈川県弁護士会）

基調講演の概要

1 個人情報保護制度制定と地方自治体の先進性

2 2021年個人情報保護法改正の内容

3 改正法と個人情報保護委員会の役割

4 条例改正に向けての各地方公共団体の対応
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１ 個⼈情報保護制度制定と地⽅⾃治体の先進性

・1970年代半ば以降 地方公共団体(国立市、春日市など主に市・町)で個人情報
保 護条例制定

電算機導入が契機→総合的な保護制度へ

・1980年9月 OECD（経済協力開発機構）理事会勧告の８原則

・1981年7月 行政管理庁・プライバシー保護研究会（座長加藤一郎東大教授
（当時））報告書、「５原則」を提案→その後の個人情報保護条例に影響

・1987年1月 総務庁・行政機関における個人情報の保護に関する研究会

（座長林修三元内閣法制局長官）の報告書→国の法制化に影響

・1988年12月 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関す
る法律（旧行政機関個人情報保護法→旧行個法）成立

・1990年3月 神奈川県個人情報保護条例制定（都道府県で初）

→全国に条例化進む

１ 個⼈情報保護制度制定と地⽅⾃治体の先進性

旧行個法と比較しての初期の条例（神奈川県条例など）の特徴

• 対象が広範囲

議会も対象に、民間事業者への指導も、マニュアル情報と電算情報の両方を対象に

• 取扱制限∔例外条項∔審議会関与による個別解除を基本とする

センシティブ情報の取扱制限、本人外収集の制限、目的外利用・提供の制限、オン
ライン結合の制限

• 審議会に大きな役割 住民代表も含む構成、公開性

• 権利保障の範囲が広い

• 制定時にその地域にふさわしいものを、有識者、住民代表らで議論
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１ 個⼈情報保護制度制定と地⽅⾃治体の先進性

・2003年5月 個人情報保護関連５法成立

・2015年9月 個人情報保護法改正

→個人情報保護委員会が監督機関に、附則で「施行後3年ごと見直し」、個人情報の定義の見
直し、要配慮個人情報の導入、目的規定で個人情報の利活用を強調、匿名加工情報の導入

個人情報「保護」の水準は、国は地方公共団体に追いつかず

むしろ「利活用」が強調される →「2000個問題」の浮上

・2020年 個人情報保護法改正 主に個人情報取扱事業者への規制強化

・2021年5月 デジタル改革関連法（個人情報保護法改正も含む）成立

・2023年4月 デジタル社会形成整備法51条（地方公共団体に関する改正部分）の施行予定

２ 2021年個人情報保護法改正の内容
・改正法の概要 →「全体像」等

・地方公共団体の責務規定（改正法5条）

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地
方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域
内の事業者等による個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及び
これを実施する責務を有する。

・衆議院内閣委員会の附帯決議から（参議院内閣委員会も同趣旨の附帯決議あり）

「地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立
に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定する場合
には、地方自治の本旨に基づき、最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項
については、個人情報保護法令の見直しを検討すること。」
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個人情報保護委員会資料より

個人情報保護委員会資料より
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個人情報保護委員会資料より

２ 2021年個人情報保護法改正の内容
・改正法の問題点

地⽅⾃治、条例制定権の観点からの問題点
地⽅⾃治体の個⼈情報保護の後退という観点からの問題点

特に審議会の役割の制限

・2021年11月16⽇⽇弁連
「地⽅⾃治と個⼈情報保護の観点から個⼈情報保護条例の画一化に反対する意見書」
〈意見書の趣旨〉
１ 個人情報保護委員会など国の機関は、地方公共団体の条例制定権を尊重するとともに、例え
ば、要配慮個人情報やオンライン結合の規制を一律に否定したり、個人情報保護に関する審議会
の役割や構成を制限したり、行政機関等匿名加工情報の導入を義務付けたりする解釈など、地方
公共団体の判断を不当に制約する解釈を改めるべきである。また、これらの不当な解釈をもたらす
改正法の規定は、速やかに改正するべきである。
２ 地方公共団体は、現時点における国の解釈にかかわらず、これまでの個人情報保護条例の運
用を踏まえ、自主性及び自律性をもって、自らの地域内における個人情報保護施策を後退させな
いための取組を行うべきである。
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２ 2021年個人情報保護法改正の内容

日弁連意見書の問題意識（まえがきから）
改正法においても，地方公共団体の条例により定めることができる事項が認められてい

るが，それ以外の多くの事項について，地方公共団体が個人情報保護条例により独自の施
策を実施することに対して，後述のとおり，国の個人情報保護委員会は否定的な解釈を表
明している。

こうした解釈やそれをもたらす改正法の規定は，国に先行して各地方公共団体の創意工
夫で制度化が進められた地方公共団体の個人情報保護制度を画一化するものであって，憲
法の定める地方自治の本旨（憲法第９２条）に反し，地方公共団体の条例制定権（同第９
４条）を不当に制限するものである。また，地方公共団体における個人情報保護制度全般
の後退を招くことが危惧され，これにより，個人のプライバシー権（同第１３条）が侵害
される危険性は増大するため，「デジタル社会の進展」（改正法第１条）を受けたデジタ
ル社会推進のための今回の法改正が，かえってデジタル社会の存立基盤を危うくすること
となりかねない。

３ 改正法と個⼈情報保護委員会の役割
• 2021年6月「公的部⾨（国の行政機関等・地⽅公共団体等）における個⼈情報保護の
規律の考え⽅」の提示
その後、ガイドライン、同Q&A、事務対応ガイド
→「許容されない」といった一⽅的な見解表明を多発
個情委が一元的な解釈運⽤機関であると強調

cf ガイドライン案への意見募集に対する⽇弁連有志の意見と個情委の回答

• 「一元的な解釈権限」と地⽅公共団体
ガイドライン等は「技術的助言」（地⽅⾃治法245条の4第1項）
条例についての解釈運⽤は、当該地⽅公共団体の権限（改正法5条）
「一元的」という趣旨も、国の機関の中で一元的な所管をもつということ

（他の省庁が個別に地⽅公共団体に技術的助言は出来ないという意味ではないか）
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個人情報保護委員会「概要資料」より
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３ 改正法と個⼈情報保護委員会の役割

［審議会関係～個情委のガイドラインQ&Aから］

「条例で定めるところにより、第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要
であると認めるときは、審議会…に諮問することができる。」（改正法129条）

住民代表のみで構成される審議会に諮問することは認められないが、専門的な意見に対
する住民の反応を確認する趣旨で住民代表からの意見を聴くことはできる。そのために住
民代表たる構成員を置くことは可（QA7-1-4）。

類型的に審議会への諮問を要件とする条例を制定することはできない（規律6、ガ3④）

３ 改正法と個⼈情報保護委員会の役割
［審議会関係～個情委のガイドラインQ&Aから］

次のような場合は諮問できる（QA7-1-1）
・定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイドラインに
従った運用ルールの細目を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場
合

（運用ルールの細目→利用目的の明示の具体的方法、正確性確保のための方策、安全管理措置の具体
的方法、本人同意の取得方法等に関する運用ルールの策定 QA7-1-2）
・地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施
策を実施する場合で、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合

・審議会等が自発的に行う調査、審議又は意見陳述を妨げるものではないが、調査等を事実上の要件
としたり、審議会の意見を尊重することを義務付ける規定を設けることはできない（QA7-1-3）
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３ 改正法と個⼈情報保護委員会の役割

個⼈情報保護委員会の課題

・業務量が過重?
特定個⼈情報保護委員会（番号法の監督機関）
→個⼈情報保護委員会へ（2015年改正、⺠間事業者を監督）
→行政機関、地⽅公共団体の監視等（2021年改正）

・委員、職員が業務量に対応できるほど増加していない?

・地⽅公共団体の制度や運⽤を決める⽴場?

４ 条例改正に向けての各地⽅公共団体の対応

• 全般的状況
個⼈情報保護に関する審議会に諮問した上で条例案策定へ

全体的に遅れている印象、審議会への報告にとどめるところも
意見募集など住⺠参加のタイミング

• 神奈川県情報公開・個⼈情報保護審議会の取組み経過
⽇程 11月以降本年5月まで毎月開催 →5月30⽇に答申取りまとめ
議論の⼿法 部会などは作らず、10名の委員全員で議論

審議会から個⼈情報保護委員会へ質問

• 地⽅公共団体の取り組みのあり⽅
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    神奈川県個人情報保護条例改正に係る審議会答申について 
 
                            早稲⽥⼤学  人見 剛 
 
１ 法律上の必要的条例事項 
（１） 開示請求に係る費⽤負担（法 89条 2項、条例 26条） 
○現行条例と同じく、手数料無料とし、実費相当額のみ請求者負担とする。 

(２) 匿名加工情報の利⽤に係る手数料（法 119条 3・4項） 
○実費・政令で定める額・県の特殊事情等を勘案した上で、適切な額の手数料を定める 

 
２ 法律上の条例可能事項 
（１）条例要配慮個人情報の新設の新設（法 60条 5項、条例 6条） 
○現状では、法定・現行条例の 11項⽬（信条、病歴等）以外に追加する必要を認めない。
○「本県において本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が⽣じている事実やその
おそれがあるもの、その事実に係る本県の独自の事情や他の法令等における差別や権利
利益の侵害の禁止の状況等の⽴法事実を確認するとともに、これに基づく適切な規定範
囲を検討し、特に配慮を要する個人情報であることを条例で明示することにより、差別や
偏見等に対する個人の権利利益の保護についての本県の認識が高まり、適切に取り扱う
ための効果が⼤きいといえるか否かを総合的に考慮し、規定の要否の判断を行うことが
適当である。また、本県における新たな施策や社会状況の変化等を踏まえて、随時、規定
の検討を行うことが望ましい。」 

 
（２）個人情報ファイル簿の拡⼤作成・公表と個人情報事務登録簿の作成・公表（法 75条、
条例 7条） 
○現状は、個人情報事務登録簿を本人の人数制限のなしに作成し、審議会に報告・一般に
公開 
○①「個人情報事務登録簿の作成等を継続」するか、②「個人情報ファイル簿をある程度
法定の範囲を超えて作成すること」が望ましい。それらが困難である場合に、③「これまで
個人情報事務登録簿の作成対象であった、本人の数 1,000人未満の範囲についても、個人情
報事務登録簿か、これに類する帳票等を、規程等に明記して作成・公表することなど」の対
応を行う。 
 
（３）本人開示義務の例外事項（法 78条 2項、条例 20条 9項） 
○現状は、保有個人情報の開示義務において、その例外として法令秘等情報を定めている。 
○この不開示事由を削除し、法令秘等情報については、法 78条第１項各号に規定されて
いる不開示情報の規定に基づいて、開示⼜は不開示の判断を行う。 
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（４）本人開示請求に対する開示決定等の期限（法 83・108 条、条例 22 条 1・4 項） 
○原則期間については 15 ⽇以内の定めを維持し、延⻑期間については 45 ⽇以内の定め

を法定の 30 ⽇以内に見直すことが適当である。 
 
（５）訂正請求・利⽤停止請求における開示請求前置（法 90 条 1 項 1・2 号、98 条 3 項、
108 条、条例 27・34 条） 
○現行条例は開示請求前置主義を採⽤していない。 
○①開示請求者に無⽤な手続的負担を強いることになり得る場合があること、②開示請

求前置主義を採⽤していない現行条例の下において制度の円滑かつ安定的な運⽤に支障が
⽣じるような実情は認められないこと、から、開示請求前置主義を採⽤しない。 
 
（６）審議会への諮問案件（法 129 条、条例 7 条 3・4 項、8 条 4 項 9 号、9 条 2 項 9 号、
17 条 2 項、50 条） 
○現行条例では、要配慮個人情報の取扱い、個人情報の⽬的外利⽤･提供、本人以外の者

からの個人情報の収集等の各場合に審議会への諮問が必要となる。 
○「県として、専⾨的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合には、

確実に審議会の意見を聴くことができるよう、条例で適切に規定をすることが適当である。」 
 
３ 法定外事項 
（１）議会の個人情報保護（法 2 条 11 項 2 号括弧書き、条例 2 条 2 号） 
○現行条例では、個人情報の保護に関する制度を実施する機関である「実施機関」に議会

も含まれている。 
○「議会における個人情報の適切な取扱いが引き続き確保されるよう・・・議会において

も、条例等の規律により、個人情報の取扱いに係る必要な保護措置を定めることが適当であ
る。」 
    
（２）要配慮個人情報の取扱制限（法なし、条例 6 条） 
○現行条例では、要配慮個人情報は原則として取り扱い禁止とされている。 
○要配慮個人情報の取扱い制限を条例で独自に規定することについて、国のガイドライ

ン等では許容されないこととされている。 
 ○個人情報保護委員会への照会の実施 
○「要配慮個人情報の取扱制限について、条例に規定すべきとも考えられるところではあ

るが、個人情報保護委員会へ本県の条例を踏まえた照会を個別に行い、それが許容されない
旨の回答が既になされている点に鑑みると、地⽅公共団体としてこうした法違反と判断さ
れる可能性がある対応を行うことが困難であることも想定される。また、改正個人情報保護
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法の適切な運⽤により、要配慮個人情報の保護について必要とされる水準の確保は可能で
あるとも考えられる。 
よって、こうした場合については、改正個人情報保護法における個人情報の取扱いに関す
る義務を厳守するとともに、同法に従った制度運⽤にも万全を期し、県において専⾨的な知
見に基づく判断が特に必要であると認めるときには本審議会へ諮問を行う等、引き続き本
人の権利利益の保護が十分に確保されるよう、必要な対応をとることが適当である。」 
 
（３）本人収集原則（法なし、条例 8条 4・6項） 
○現行条例では、個人情報は原則として本人から収集しなければならない（本人収集原則）
こととされている。 
○本人収集原則を、条例で独自に規定することについて、国のガイドライン等では許容さ
れないこととされている。 
 ○個人情報保護委員会への照会の実施 
○「本人収集原則について、条例に規定すべきとも考えられるところではあるが、個人情
報保護委員会へ本県の条例を踏まえた照会を個別に行い、それが許容されない旨の回答が
既になされている点に鑑みると、地⽅公共団体としてこうした法違反と判断される可能性
がある対応を行うことが困難であることも想定される。また、改正個人情報保護法の適切な
運⽤により、収集に際しての個人情報の保護として必要とされる水準の確保は可能である
とも考えられる。 
よって、こうした場合については、改正個人情報保護法における個人情報の取扱いに関す
る義務を厳守するとともに、同法に従った制度運⽤にも万全を期し、個人情報を収集する際
には原則として本人から直接収集することが本人の権利・利益の保護に資すると考えられ
る旨等を、制度の運⽤にあたり県の機関等へ周知し、県において専⾨的な知見に基づく判断
が特に必要であると認めるときには本審議会へ諮問を行う等、引き続き本人の権利利益の
保護が十分に確保されるよう、必要な対応をとることが適当である。」 
 
（４）⽬的外の利⽤・提供の制限（法 69条、条例 9条） 
○現行条例では、取扱⽬的以外の利⽤・提供を原則として禁止した上で、条例に規定する
適⽤除外事項に該当する場合に限り、例外的にできることとされている。 
○法律においても、基本的には個人情報保護条例と同様の仕組みとなっているが、適⽤除
外事項の具体的な内容については、条例と異なる点が存在する。 
○「今後、既存の事務・新規の事務の双⽅について、必要に応じて個人情報保護委員会へ
の確認を行うとともに、専⾨的な知見に基づく判断が特に必要であると認めるときには本
審議会への諮問も行いつつ、改正個人情報保護法の施行に向けた準備や、施行後の制度運⽤
を適切に行っていくことが適当である。 
なお、保有個人情報の⽬的外利⽤・提供の件数は、個人情報保護条例の規定による運⽤状
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況の公表において、一般に公表すべき事項の１つとされているため、改正法施行後において
も、引き続きこのような対応を継続することが望ましい。」 
 
（５）電磁的⽅法による提供（法なし、条例 10条） 
○現行条例では、電磁的⽅法による保有個人情報の提供は、一定の要件を満たした場合に
限り行うことができることとされている。 
○電磁的⽅法による提供の制限を、条例で独自に規定することについて、国のガイドライ
ン等では許容されないこととされている。 
 ○個人情報保護委員会への照会の実施について 
○「電磁的⽅法による提供の制限について、条例に規定すべきとも考えられるところでは
あるが、個人情報保護委員会へ本県の条例を踏まえた照会を個別に行い、それが許容されな
い旨の回答が既になされている点に鑑みると、地⽅公共団体としてこうした法違反と判断
される可能性がある対応を行うことが困難であることも想定される。また、改正個人情報保
護法の適切な運⽤により、電磁的⽅法による提供に際しての個人情報の保護として必要と
される水準の確保は可能であるとも考えられる。 
よって、こうした場合については、改正個人情報保護法における個人情報の取扱いに関す
る義務を厳守するとともに、同法に従った制度運⽤にも万全を期し、県において専⾨的な知
見に基づく判断が特に必要であると認めるときには本審議会へ諮問を行う等、引き続き本
人の権利利益の保護が十分に確保されるよう、必要な対応をとることが適当である。」 
 
（６）個人情報保護審査会の設置根拠及び情報公開審査会の調査権限等（法 105 条 3 項、
106条、  条例 42条 3項、43条 3項、情報公開条例 19条 3項、20条 3項） 
 ○個人情報保護審査会の設置根拠が条例から法律に変わるとともに、その組織・運営事項
も県規則から条例に変わる。同審査会の調査審議の手続等については、行政不服審査法の規
定と現行の条例・審査会規則の規定との整合性を踏まえ、行政不服審査法に設けられていな
い規定については、その必要性に応じて条例により設ける。 
○「情報公開審査会については、その法的位置づけに変更はないものの、個人情報保護審
査会に適⽤される行政不服審査法上の調査審議の手続等に関する規定との整合性を確保す
るため、現行の情報公開条例第 19条第３項に規定する審査会の調査権限を行政不服審査法
上の調査権限と同等のものとするとともに、同条例第 20条第３項の規定に基づいて審査請
求人等が審査会に提出する意見書⼜資料に提出期限を設定できるよう各規定を見直すこと
が適当である。」 
 
（７）運⽤状況の公表（法 165条、条例 49条） 
○現行条例では、実施機関は、条例の運⽤の状況について一般に公表することとされてい
る。 
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○「県においても独自に、制度が毎年どのように運⽤されているのかを公表し、個人情報
の保護をより一層効果的に推進するための重要な情報提供を県⺠に対して行っていくこと
は、個人情報保護委員会による公表内容等に関わらず、今後とも意義のあるものと考えられ
る。そのため、改正個人情報保護法施行後においても、条例に規定すること等により、引き
続き県独自で制度の運⽤状況等を一般に公表していくことが適当である。」 
 
 
４ 情報公開制度について個人情報保護制度との整合性確保のために対応が必要な事項 
（１）行政⽂書の定義（法 60条 1項、情報公開法 2条 2項、条例 2条 5号ウ、情報公開条
例 3条 1項 3号） 
○現行条例・情報公開条例及び施行規則は、開示（公開）の対象となる行政⽂書から、「会
議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録」等（会
議録データ等）を除外している。 
○改正法に合わせて、会議録データ等が保有個人情報の開示請求の対象となる行政⽂書
から除外しないことする。情報公開請求においても同様の見直しをする。 
 
（２）匿名加工情報の⾮公開情報性及び裁量的公開の排除（法 80条、情報公開法 5条 1号
の 2、7条、 条例 20条の 3、情報公開条例 7条） 
○「情報公開条例において、行政機関等匿名加工情報等を新たな⾮公開情報とする規定を
設けるとともに、裁量的公開の対象からも除外することが適当である。」 
 
（３）開示処分後の公開の手続と処分の期限（法 87条 3・4項、情報公開法 14条 2・3項、 
条例 24条 1項、情報公開条例 13条 1・4項） 
○現行情報公開条例は、情報公開請求に係る行政⽂書の公開決定後、実施機関は速やかに
公開することとし、請求者が公開を受けない時は催告し、それでも公開を受けない時には、
公開を実施したものとみなすこととしている。 
○改正個人情報保護法は、保有個人情報の開示を受ける者は、その求める開示の実施の⽅
法等を開示決定通知のあった⽇から 30⽇以内に申し出ることとし、当該期間を経過したと
きは、開示を受けるためには、再度、開示請求を行うことが必要となる。条例でも法に合わ
せ、情報公開条例においても改正個人情報保護法と同様の処分後の公開の手続等に係る規
定を設ける。 
 
（４）審査請求に係る裁決の手続（法 107条 1項 2号、情報公開法 20条 1項 2号、 条例
41条の 2第 1項 2号、情報公開条例 18条 1項 2号） 
○現行条例・情報公開条例においては、開示する旨の裁決をする場合、原処分時に開示に
反対する意見書を提出した第三者に対して、裁決をした旨、その理由及び開示を実施する⽇
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を書⾯により通知しなければならないとしている。 
○法は、この手続保障を、審査請求手続において参加人として開示に反対の意思を表示し
た第三者に限っている。 
○法の規定の趣旨は、反対意見書を提出した第三者には諮問通知がなされるため、審査請
求の手続において反対の意思を表示する機会が保障されていることから、当該第三者が審
査請求の手続に参加しないのであれば、権利行使の機会を放棄したものであって、それ以上
の手続的保障を与える必要はないという点にある。この趣旨は、情報公開請求においても妥
当することから、当該規定に相当する情報公開条例上の規定についても見直す。 
 
５ 答申で言及していない事項 
（１） 個人情報の定義（容易照合性）（法 2条 1項 1号、条例 2条 1号） 
 ○現行条例の運⽤解釈でも容易照合性を前提としており、条例での特段の対応をしない。 
（２） ⺠間事業者における個人情報保護（指導助言、苦情相談など）（法 13～15条、条例

46～48条） 
 ○独自規定の意義は乏しいので法律の定めに委ねる。 
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前横浜市市民局市民情報室長
⽝塚 克

個人情報保護条例改正への
取組について

2022.6.29 神奈川大学法学研究所地方自治センターシンポジウム
個人情報保護法改正を受けて自治体は条例改正にどう取り組むか

法改正後の検討経過

個人情報保護条例改正への取組について

1 改正法を読み込み、条文ごとに条例と対照して両者の違いを確認（令和３年５月〜６月）

• 条文の読みにくさに悪戦苦闘・・・大学と病院、地方独立行政法人と直営の場合の条文の適用関係

行政不服審査法の読み替え

2 主な課題のリストアップ、改正法施行までの大まかなスケジュールの作成（令和３年６月）

主な課題 • 個人情報保護審議会のあり方

• 行政機関匿名加工情報提供の組織体制、仕組みの構築

• その他･･･開示手数料、センシティブ情報の収集禁止、

審査会における審理手続の補充(インカメラ審理など)
議会が保有する個人情報の保護、病院と大学への市の関与

3 条例改正の課題を35項目リストアップし、項目ごとに条例改正骨子案を作成（令和３年８月〜令和４年２月）

部内の係長以上で素案作成を分担し、素案について議論

2
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法改正後の検討経過

4 条例改正骨子案の局長等への説明とスケジュールの確認（令和４年３月）

5 新年度体制での条例改正骨子案の修正・確認（令和４年４月〜５月）

6 個人情報保護審議会及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問（令和４年６月）

7 中間取りまとめ案について意見募集（パブリックコメント）（令和４年７月）

8 答申（令和４年８月〜９月）

9 条例案を市会に上程（令和４年１２月）

3

個人情報保護条例改正への取組について

69条2項2号と3号(目的外利用・提供)
「相当の理由」による例外の許容

本人収集原則の欠如

原則の欠如

• 原則と考えて来たことが間違いだったのか？
• 個人情報は市民からの預かりものであるという市民との共通理解を基礎に信頼関係を築こう
としてきた。

• 個人情報は本人のモノではないと啓蒙していかなければならないのか？
• 69条2項2号及び3号は市民の情報が自治体の垣根を越えて行政において広く共有される近未来を予感させる。そ
れは望ましい未来なのか？

4

※ もうひとつどうしても気なったのは69条１項の「法令」が条例を含まないこととされたこと
災害時要援護者の情報の地域団体への提供のようなことは法律の委任がなければ条例で規定することはできないのか？

行政指導に従わない場合の氏名公表は？

改正法への疑問

個人情報保護条例改正への取組について
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個人情報保護委員会への疑問

1 個人情報保護審議会への否定的評価

5

• 審議会が個人データの流通を阻害することへの警戒か
• 審議会が独自の法解釈を行うことへの警戒か
• 実際に果たしてきた役割への配慮が見られないのは残念
• しかし「諮問を要件」としなければ、類型的に意見を聴くことを許容しているようにも読める。
• 個人情報保護委員会の見解を拡大解釈しないようにしたい。

2 根拠のない条例制定権の規制

「特に必要と認めるとき」の限定的解釈

「類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。」

「個人情報保護やデータの流通に直接影響を与える事項について条例で独自の規定を定めることは許容されな

い。」「法律と重複する内容の規定を条例で定めることは許容されない。」

• 法律と条例制定権に関する通常の議論に照らして、一見しておかしい。
• 「法の一元的な解釈権限」に基づいて解釈を示しているのだと考えると辻褄は合う。
• しかし、その根拠は？

個人情報保護条例改正への取組について

6

個人情報保護委員会への疑問

3 意味の分からない解釈

• センシティブ情報の収集禁止はデータ流通の阻害と関係がない。
• 保有する必要のなくなった個人情報の廃棄は当然のこと
• 開示期限を請求日から60日まで延長できるとする規定は法律と実
質的に違わない。

• 69条2項3号（他の行政機関等への目的外の提供）における「法令の定める事務」を
同項2号（行政機関等内での目的外利用）における「法令の定める所掌事務」と混同

• 「法の解釈権限を委員会が一元的に担う」ことをおそらくは唯一の根拠としての条例の否定

実質的に意味がない

• この混同は実務上大きな問題
• 行政機関個人情報保護法のガイドラインを踏襲したことによると説明
• 条文を無視してまで国の行政機関に都合のよい解釈に引きずられていてどうするのか。
• 「一元的な解釈権限」がいろいろな場面で足かせになることを危惧

個人情報保護条例改正への取組について
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諮問ではなく報告事項＋審議会は意見を述べることができるとし、個条委の見解との抵触を回避

報告の時期等を規則に委任し、軽重をつけることで事務を合理化

オンライン結合の原則禁止規定は設けず、諮問ではなく報告事項として実を取る。
(報告事項は委託と目的外提供に限定することに)

条例改正の検討

1 個人情報保護審議会の設置と審議事項

• 「個別の事案について審議会等の意見を聴く必要性は大きく減少する」とは考えられず。
• 第三者による個別事案の安全性チェック（アセスメント）と情報公開こそが重要

2 本人収集の原則

• すでに定着している原則的考え方がなくなることで市民への説明に困ることが想定
• 自己規律に過ぎないとも言えるが、個人情報の流通に係る原則の定立は個条委の見解と正面から衝突

可能な限り本人から収集するよう努める責務規定を設ける。

7

個人情報保護条例改正への取組について

条例改正の検討

3 センシティブ情報の収集禁止

• 法律の規律と重複する規定を条例で設けることは許容されないとの論理自体が根拠を欠く(※)。
• 人権に関わる情報を個人情報一般と区別して旗を掲げることに意味があり、法律と重複しない。

市民から「思想信条などは収集しませんよね」と聞かれたとき「法令の定める事務に必要のない

個人情報は保有しません」と回答することで、誠実に説明責任を果たしたと言えるだろうか。

• 人権に配慮する規定をなくしてよいのか。残すことに正面から反対できるとは思えない。
• 同趣旨が法の規定から導かれるならガイドラインでその旨記述してほしいと要望するも反応なし。

要配慮個人情報のうち、人種、信条及び社会的身分に係る個人情報について、

原則として収集してはならないことを規定する。

（現在は、収集しないよう努める責務規定とする案に変更）

8

※ 本年4月のQAでは、要配慮個人情報の取得を制限することは、個人情報保護やデータ流通について
直接影響をあたえる事項に当たるので、条例で規定することは認められないという説明に変更されて
いる。

個人情報保護条例改正への取組について
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4 不要となった個人情報の廃棄・消去義務

• 不要となった個人情報を保有しないことと廃棄・消去することは同義ではなく(※)、法律と重複しない。
• 確実に廃棄・消去することは重要
• 否定しなければならない実質的理由は考えられない。

保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去

しなければならないことを規定する。

また、例外として、歴史的資料として保存する場合その他の廃棄又は消去を要しない場合

について規定する。

（現在は、規定しない案に変更）

条例改正の検討

※ 保有しないことと廃棄・消去することを区別する必要について、次頁参照

9

個人情報保護条例改正への取組について

• 複数の行政機関等が一つの電磁的記録を同時に保有するケースを想定し、当該電磁的記録へ
のアクセス権限の喪失をもって文書の廃棄とすることを提言

• 最終的に当該電磁的記録が消去されることをどのように担保するかの説明はなされておら
ず、保有はしないが消去もしないということが現実的な事態として想定されている。

※ 不要となった個人情報を保有しないことと廃棄・消去することを区別する必要

条例改正の検討

デジタルを活用した公文書管理に係るワーキング・グループ報告書

「デジタル時代の公文書管理について」（令和３年７月内閣府公文書管理委員会）

• 保有する者のなくなった個人情報が存在し続けることは個人情報の安全という観点
からは明らかに問題

• アクセス権限の喪失をもって廃棄とみなすことができるとしても、それが許される
のは、個人情報の安全が確実に担保される場合に限られなければならない。

• 一定の条件が必要である以上、不保有と廃棄を概念上区別しておく必要がある。

10

個人情報保護条例改正への取組について
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• 「条例で規定することは許容されない」とする根拠は、最終的には、それが「個人情報保護法の一元的

な解釈権限を有する」個人情報保護委員会の解釈であるという点に行き着くのではないか。

• しかしその「委員会は個人情報保護法の一元的な解釈権限を有する」とする見解に実定法上の根拠のな

いことが明らかになったように思われる。

パブコメ提出意見に対する個人情報保護委員会の考え方を読んで

• 「委員会は個人情報保護法の一元的な解釈権限を有する」との見解は、地方自治法が
定める国自治体関係を逸脱 cf. 地方自治法245条の9

• 特別法で地方自治法を超える国自治体関係を規定することができるとしても、個人情
報保護法に地方自治法を超える国自治体関係を規定する条文はない。

• 同見解は法的根拠のない個情委の一方的な見解であり、言わば願望にすぎないことを
銘記しておくことが肝要

• 説明にならない説明を受け入れると住民に対して自信をもって説明することができなくなる。
• 住民に誠実に向き合うことのない権威主義的な自治体行政に向かう契機とならないか危惧
• 個人情報はほとんど全ての業務において取り扱うので影響は大きい。

11

個人情報保護条例改正への取組について
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川崎市情報公開運営審議会
小委員会 検討状況について

1

条例制定に向けてのスケジュール

諮問（個人情報の保護に関する法律の改正に伴う川崎市の個人情報保護制度の在り方
について）

令和5年4月施行

2

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

課題検討（小委員会4回予定） 答申
（予定）

議案
上程（予定）

条例案の検討

⇒今後、小委員会での検討状況や答申内容を踏まえて、庁内関係部署と調整を図りなが
ら、個人情報保護委員会のガイドライン等を参考に条例案の協議を進める。

Mantetsu
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検討事項と主な諮問事項

検討事項１ 個人情報の定義（死者）
１ 死者に関する情報の保護に係る規定を定め管理を行うことについて
２ 遺族請求に代わる死者に関する情報の開示請求に関する手続の制定
について

検討事項２ 条例要配慮個人情報について【条例事項】
１ 「ＬＧＢＴに関する事項」「生活保護の受給」「一定の地域の出身である
事実」等を条例要配慮個人情報として条例に定めるか

検討事項３ 個人情報ファイル及び保有個人情報業務届について【条例
事項】
１ 個人情報ファイルの届出の対象とするファイル及び届出事項として追
加する項目について
２ 個人情報ファイル簿として作成・公表すべきファイル及び項目について
３ 保有個人情報業務届出の手続の継続可否について

3

検討事項と主な諮問事項

検討事項４ 安全管理措置について
１ 保有個人情報の安全管理措置の在り方について
２ 行政機関等匿名加工情報、削除情報、加工方法に関する情報の安全
管理措置の在り方について
３ 仮名加工情報、個人関連情報等の安全管理措置の在り方について

検討事項５ 保有個人情報の目的外利用・提供について【届出・報告・公
表は条例事項】
１ ハンドブックに定めている目的外利用基準表及び外部提供基準表の
改正法に沿った新たな運用基準の策定について
２ 目的外利用及び提供（以下「目的外利用等」という。）に係る手続として、
市長への目的外利用等届出、目的外利用等をした場合の本人通知及
び審議会への報告の手続について
３ その他、目的外利用等について、的確な制度運用のための必要な措
置の必要性について

4
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検討事項と主な諮問事項

検討事項６ 要配慮個人情報の取得等及びオンライン結合について
１ 要配慮個人情報の取得に当たっての基準の策定及びチェック機能及
び管理の在り方について
２ オンライン結合をする場合の基準の策定及びチェック機能について

検討事項７ 開示請求に関する手続について【条例事項】
１ 任意代理人の場合の本人の意思確認について
２ 開示決定の期限について
３ 開示請求に係る手数料について

検討事項８ 不開示情報の情報公開条例との整合について【条例事項】
１ 改正法に定める開示情報及び不開示情報に、川崎市情報公開条例で
定める開示情報及び不開示情報をそれぞれ追加することの可否につい
て

検討事項９ 行政機関等匿名加工情報の提供制度について【手数料は
条例事項】
１ 行政機関等匿名加工情報の提案審査の審査体制について
２ 行政機関等匿名加工情報の提供に係る手数料について 5

検討事項と主な諮問事項

検討事項１０ 審議会の役割（諮問事項等）について【条例事項】
１ 改正法の下における、情報公開運営審議会の役割（諮問事項等）につ
いて

検討事項１１ 議会局の個人情報保護制度について
１ 議会局の個人情報保護制度の在り方について

検討事項１２ 個人情報保護委員による苦情処理制度の維持について
【条例事項】
１ 改正法の下における、個人情報保護委員による苦情処理制度の維持
について

検討事項１３ 個人情報保護条例と情報公開条例の整合について【条例
事項】
１ 川崎市個人情報保護条例と川崎市情報公開条例との整合について

6

Mantetsu
24/123



岧ਠষ岨

যੲਾ৳૧২ৄઉ峁峘৸৬൸
⋇ যੲਾ৳૧১岝ষਃঢ়যੲਾ৳૧১岝ஆয়ষ১যಉযੲਾ৳૧১峘3ম峘১峼1ম峘১峕ଁ়峃峵峒峒峬

峕岝্ਁુ੮৬峘যੲਾ৳૧২峕峎岮峐峬ଁ়峘১峕岴岮峐৸ব峔ુৢ嵓嵤嵓峼ૠ峁岝৸৬峘ਚଵ峼য
ੲਾ৳૧৩ভ峕੪৲岞

⋈ ୢী嵣৾ী峘ૠ峼ଁ峃峵峉峫岝বਁয়峘୰岝প৾ಉ峕峙ਉಋ峒峁峐ড়峘୰岝প৾ಉ峒ಉ峘ૠ峼ి৷岞
⋉ ৾ଢ଼ী峼அ峫峉GDPR峘ેীਙੳ峢峘ৌૢ峼৯峁岝৾ଢ଼峕બ峵ి৷ਗૠ峕峎岮峐岝峘ి৷ਗ峑峙

峔岹岝ଝਜ岾峒峘ਗૠ峒峁峐ಖᴟ৲岞
⋊ যੲਾ峘ଝಉ峼ব嵣ড়嵣্峑ଁ峃峵峒峒峬峕岝ষਃঢ়ಉ峑峘ᅮਸੵੲਾ峘ඞ岮峕ঢ়峃峵ૠ峼ન৲岞

ஆ
য়
ষ

১
য
ಉ


য
ੲ
ਾ
৳
૧
১

১ഥ

ৌ

৾ଢ଼

ষ

ਃ
ঢ়


য
ੲ
ਾ
৳
૧
১

ব峘
ষਃঢ়

ৗযੲਾ৳૧১

ব峘ষਃঢ়
্ਁુ੮৬پ ಉ

嵣বয়୰
嵣ਁয়୰
嵣বয়প৾
嵣ਁয়প৾
嵣বয়ଢ଼৫১য

ಉ

ড়
হ

ਚଵ ਜ যੲਾ৳૧৩ভ


য
ੲ
ਾ
৳
૧
১

ড়
হ

যੲਾ
৳૧৩ভ

ి৷ਗ

ஆয়
ষ
১যಉ

ৌ峼ఁপ峁岝
ૠ峼ಖᴟ৲

岧ৄઉ峁岨

⋇

যੲਾ
峘ଝಉ

ස়૭ચਙ ઍಔස়
૭ચਙ ઍಔස়૭ચਙقੲ১峘ଝ峕ଁك

శશਸੵੲਾ ᅮਸੵ
ੲਾ ᅮਸੵੲਾقੲ১峘ู峕ଁ峁岝ૠ峼ન৲ك

⋊


য
ੲ
ਾ

৳
૧



্ਁુ
੮৬ಉ

্ਁુ੮৬

੮৬峕峲峴
౮峔峵

ૠ峔峁
ك੮৬峼岹ق

پ 峕峲峵ਏਈ৵峘ஆঽ峘৳૧ೈ઼峼ಅઍ

⋉⋈

Mantetsu
25/123



ڶ
(বधगૠ)

ڸ
ૠभৌऋق
বेॉऩःك

়ੌڷ
كૠऩखق

ব
भ
ૠ

भ
ৌ


ڹ
ૠभৌऋق
বेॉःك

ں
كਢ॑હਸুق

ڶ ়ੌڷڸ

ુ
ৢ
ঝ
␗
ঝ

ڹ


ں

ਏਈ৵峘ஆঽ峘৳૧ೈ઼

ٳ ্ਁુ੮৬峘ਠ૾

ٳ ુৢঝشঝ৲

ٛਫ峘্ਙٜ

ż 岣যੲਾ৳૧岤峒岣崯嵤崧ৢ岤峘য়峕ਏ峔
৸ব峔ુৢ嵓嵤嵓峼১峑ਝ

ż ১峘ન峔ઈ৷峼ન৳峃峵峉峫岝ব岶崔崌崱嵑崌
嵛峼ੁ

ż 峇峘峑岝১峘೧峑岝ਏਈ৵峘ஆঽ峘
৳૧ೈ઼峼ಅઍ 峼যੲਾ৳૧৩ভ峕ඍলܒ
ك嵣岣ਏଦൟযੲਾ岤峒峁峐৳૧峃峵ੲਾ峼ૠ

嵣যੲਾ峘ిજ峔ඞ岮峼ન৳峃峵峉峫岝્峕ਏ峔ৃ়
峕峴ଟ৮ভಉ岵峳峘ਔৄലুਢ峼ૠ

্ٛਁુ੮৬峘যੲਾ৳૧২峕峫峳島峵峬峘ٜ

ڭ ভ৸৬峘崯崠崧嵓৲峕ৌૢ峁峉岣যੲਾ৳૧岤峒岣崯嵤崧ৢ岤
峘য়
پ 岮峹峰峵岣ڬڬڬڮਖ岤
⋇੮৬岾峒峘ૠ嵣ઈ৷峘ৼୀ岶岝崯嵤崧ৢ峘੍峒峔峴岰峵岽峒
⋈岶峔岮峔峓岝峫峳島峵৳૧峼峉岿峔岮੮৬岶岬峵岽峒
ಉ峢峘ਖକ岶峔岿島峐岮峵

ڮ যੲਾ৳૧峕ঢ়峃峵ব峔২৹ਮ峒岶ব峘ਛশਅറ
峢峘ତ়
ك嵣EU峕岴岻峵GDPRقಹ崯嵤崧৳૧ૠಋેكীਙੳ

嵣G20পଚ౼്峕岴岻峵DFFTقਦ岬峵ঽ峔崯嵤崧ৢك

D E

ુৢ嵓嵤嵓峘ਝپ
ુৢ嵓嵤嵓峘ਝ峕峲峴
ব峒౮峔峵ૠ峠峴峙ੰ

؛৾ীपणःथमؚবभੌ௶ؚড়ૠ॑ి৷घॊ؞ୢپ

্ਁુ੮৬峘যੲਾ৳૧২峘峴্قਫ峘্ਙك

ك嵣ஆঽੲਾ峼୯ਸ
嵣ব峒౮峔峵ૠ峠峴 كଟ৮ভಉ岵峳峘ਔৄലك峼峁峐岮峔岮 ك峘ૠ岶峔岮

؛ঝभਝृؚ২भॉ্पঢ়घॊ৹ਪଟ৮पऩ૽સऋষشଟ৮ভಉभ૽સमؚશহ੧पঢ়घॊଟ৮ऊैؚহपणःथभহঝپ

ਔৄലুਢ峘
ਏਙ峼ಖਪ

Mantetsu
26/123



2

ٳ ভ৸৬峘崯崠崧嵓৲峕ৌૢ峁峉岣যੲਾ৳૧岤峒岣崯嵤崧ৢ岤峘য়岶ਏட岿島峵র岝
嵣੮৬岾峒峘যੲਾ৳૧峘ૠ嵣ઈ৷峘ৼୀ岶崯嵤崧ৢ峘੍峒峔峴岰峵
嵣峫峳島峵৳૧峼峉岿峔岮੮৬岶岬峵 ಉ峘త岞ق岮峹峰峵岣2000ਖ岤ك

ٳ ஆয়峁峉ਃঢ়峕峲峵૰ಉ峼峫峵EU峕岴岻峵GDPRقಹ崯嵤崧৳૧ૠಋેكীਙੳ峔峓ব峔২৹ਮ峒G20পଚ౼്峕
岴岻峵DFFTقਦ岬峵ঽ峔崯嵤崧ৢك峔峓岶ব峘ਛশਅറ峢峘ତ়峘ਏட岞

ٳ 岽岰峁峉ୖ峕ৌૢ峃峵峉峫岝্ਁુ੮৬峘যੲਾ৳૧২峕峎岮峐岝৸ব峔ુৢ嵓嵤嵓峼১峑ૠ峃峵峒峒峬峕岝
ব岶崔崌崱嵑崌嵛ಉ峼ં峃岽峒峕峲峴岝্ਁુ੮৬峘ન峔ઈ৷峼ન৳岞

্ਁુ੮৬峘যੲਾ৳૧২峘峴্قਫ峘ਏك

⋇ ి৷ৌ
嵣্ਁુ੮৬峘ਃঢ়峝্ஆয়ষ১য峼ৌ峒峁岝ব峒
峂ૠ峼ి৷
嵣୰岝൧ਚ峝প৾峕峙岝ড়峒峂ૠ峼ి৷
岝⋋岝⋌峕બ峵ী峙岹⋉پ

⋈ ଝ峘੪৲
嵣যੲਾ峘ଝ峕峎岮峐岝ব嵣ড়峒峂ૠ峼ి৷
؟ઍಔස়૭ચਙ岝যશ࿋ಀ岝ਏଦൟযੲਾ ಉ

⋉ যੲਾ峘ඞ岮
嵣যੲਾ峘ඞ岮峕峎岮峐岝ব峒峂ૠ峼ి৷
؟৳થ峘岝৸ଵ৶ೈ઼岝ਹ৷峝峘 ಉ

⋊ যੲਾ崽崉崌嵓峘ਛ嵣ਁ
嵣যੲਾ崽崉崌嵓峘ਛ嵣ਁ峕峎岮峐岝ব峒峂ૠ峼ి৷
যੲਾ崽崉崌嵓峘ਛಉ峼ষ岰যੲਾ崽崉崌嵓峘೧峙ব峒پ
峒峃峵ك1,000যਰಉق
ਬ岷ਢ岷岝যੲਾඞহਜఃஈ峼ਛ峃峵岽峒峬૭ચ峒峃峵پ

⋋ঽഞੲਾ峘৫ં岝ၖਫ峝ਹ৷ૃ峘ட
嵣৫ંಉ峘டਥ峮ਏ੯岝ুਢ峙ਏ峔ী峼১峑ૠ

⋌ ᅮਸੵੲਾ峘২峘ো
嵣ᅮਸੵੲਾ峘২ق峔੧൳ૐك峕峎岮峐岝ব峒峂ૠ
峼ి৷
峉峊峁岝৽ૌೈ઼峒峁峐岝ਊী峘岝ਿ峝峕峎岮峐ి৷峃峵岽峒峒峁岝پ
峘্ਁુ੮৬峙ભਔ峑੧൳ૐ峼ৰ峃峵岽峒峼૭ચ峒峃峵

⋍ যੲਾ৳૧৩ভ峒্ਁુ੮৬峘ঢ়બ
嵣যੲਾ৳૧৩ভ峙岝্ਁુ੮৬峕岴岻峵যੲਾ峘ඞ岮ಉ峕ঢ়
峁岝ব峘ষਃঢ়峕ৌ峃峵૰ଳ峕峂峉ೈ઼峼ষ岰
嵣্ਁુ੮৬峙岝যੲਾ峘ඞ岮峕ঢ়峁岝যੲਾ৳૧৩ভ峕ৌ
峁岝ਏ峔ੲਾ峘ྼ峙ஃ峼峫峵岽峒岶૭ચ
؟যੲਾ峘峼ষ岰ৃ়岝ᅮਸੵੲਾ峘ਛ峼ষ岰ৃ় ಉ

⋎ ষಉ
嵣ষ峙岝ਁഘ岵峳ڮফਰ峘ഥ峑峫峵峒峃峵
嵣্ਁુ੮৬峙岝১峘ষ峕ਏ峔峼 ু؟ਯમ岝૪৶ಉ
嵣ব峙岝যੲਾ峘ిਫ峔ඞ岮峼ન৳峃峵峉峫岝্ਁુ੮৬峘ಉ
峕峎岮峐ਏ峔ஃ(崔崌崱嵑崌嵛ಉ)峼ষ岰
্ਁુ੮৬岶峑峫峵ஆঽ峘৳૧ೈ઼峕峎岮峐پ
嵣્峕ਏ峔ৃ়峕峴岝峑岝ஆঽ峘৳૧ೈ઼峼ૠ
嵣峼峫峉峒岷峙岝峇峘຺峝峇峘ઍ峼যੲਾ৳૧৩ভ峕ඍল

ະ຺

ਏ

Mantetsu
27/123



1 
 

第 32次地制調答申（抜粋） 
 
第 32次地制調答申（令和 2年 6月 26⽇） 
第２ 地⽅行政のデジタル化 
２ 地⽅行政のデジタル化と国の役割 
(5) データの利活⽤と個人情報保護制度 
知識・情報の共有による課題解決の可能性を広げ、効果的・効率的にサービスを提供する
ためには、地⽅公共団体が全て自前で行うよりも、組織や地域の枠を越え、官⺠が協⼒して、
相互のデータの利活⽤や、アプリケーション開発等の取組を進めることが重要である。また、
そのためには、公共データのオープン化等によるデータ利活⽤環境の充実も求められる。 
現在、官⺠や地域の枠を越えた社会全体のデジタル化を進めるに当たり、データ利活⽤の
円滑化を図る観点から、国際的な制度調和の動向も踏まえ、官⺠を通じた個人情報保護制度
のあり⽅に関する議論が行われている。各地⽅公共団体が制定している個人情報保護条例
においては、個人情報の定義や制度内容に差異が存在するほか、独自の規制を設けている場
合もあり、官⺠や官同士での円滑なデータ流通の妨げとなっていると指摘されている。一⽅
で、個人情報保護に関して地⽅公共団体が果たしてきた役割にも留意する必要がある。そこ
で、地⽅公共団体における個人情報保護に関する規律や国・地⽅の役割分担のあり⽅を検討
するに当たっては、地⽅公共団体の意見を聞きつつ、データ利活⽤の円滑化に資する⽅策に
ついて積極的に議論が進められることが期待される。 
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ガイドライン案に対する日弁連情報問題対策委員会有志の意見と個情委の考え⽅ 
                                弁護士 森田 明 

 【意見】（理由）→日弁連情報問題委有志の意見とその理由  

   〈コメント〉→「考え⽅」への筆者（森田）の意見 

１ 本ガイドラインの⽬的（４⾴２段⽬）「ただし、本ガイドラインの中で、「しなければならない」、「してはな

らない」及び「許容されない」と記述している事項については、地⽅公共団体の機関及び地⽅独⽴行政法人につ

いても、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。」の記述について  

 

【意見】削除すべきである。  

この記述は、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）１⾴の「しなければならない」

「してはならない」の記述と同様のものであるが、解釈権を有する地⽅公共団体とこれを有しない⺠間事業者と

を同列に扱うものであり、記載自体失当である。さらに通則編にはない「許容されない」との記述も同様に取り

扱うとしており、この点も失当である。そもそも地⽅公共団体が保有している個人情報の管理は、地⽅公共団体

の機関が法律に基づいて実施する法定自治事務であり、その法律の実施機関に法律の自律的な法解釈権、自治体

の自主的な法解釈権が当然に認められるはずである（人見剛「個人情報保護法制の法律による一元化と自治体条

例」（日弁連情報問題対策委員会編「個人情報保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」14⾴））。この点、地

⽅公共団体は、国よりも住⺠に身近な団体として多様な個人情報を取り扱うからこそ、個人情報の取扱いに係る

諸問題を国よりも先に認知し、対策を講じうることが少なくない（なお、宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条

解説」828⾴は、この特色を、地⽅公共団体の「認知的先導性」と呼んでいる。）。このような実態に即してみれ

ば、地⽅公共団体が実施機関として有する自主的な法解釈権及びこれに基づく制度の運⽤を、個人情報保護委員

会は尊重すべきである。さらに、デジタル社会関連法案の衆議院附帯決議四２、参議院附帯決議四２では、地⽅

公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について条例を制定する場合には、地⽅自治の本旨に基づき、

最大限尊重することが決議されている。  

以上のことからすれば、地⽅公共団体に対し、個人情報保護委員会が、地⽅自治法第 245条の４第１項で「技

術的な助言」に過ぎないと位置付けるガイドラインにおいて、「しなければならない」「してはならない」「許容

されない」との強い表現を⽤いて、「従わなかった場合には法違反と判断される場合がある」との物言いをする

ことは、過度の介入であり慎むべきである。 

［個情委の「考え⽅」］ 

本ガイドライン案は、行政機関等に対して個人情報の取扱いに関する規律の概要を示すものであるところ、 地

⽅自治の本旨を尊重し、かつ個人情報の適正な取扱いを確保すべく、地⽅公共団体から寄せられた意見等を踏ま

え、技術的助言として法の解釈をお示ししているものであり、従わなかった場合には、法違反と判断される可能

性があると考えます。頂いた御意見は今後の執務の参考とさせていただきます。 

〈コメント〉技術的助言ならばこのような表現はおかしいとする意見に対し、何ら反論になっていない。 

 

２ 本ガイドラインの適⽤対象 （８⾴第３段落）「地⽅公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個

人情報の取扱いに係る規制の対象となっていないこととの整合を 図るため、基本的に地⽅公共団体の機関から
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除外され（法第２条第 11項第２号）、法第５章が規定する行政機関等の個人情報の取扱いに係る義務等に関する

規律の適⽤対象とされていないが、個人の権利利益の保護という観点からは、自律的な対応のもと個人情報の適

切な取扱いが行われることが望ましい。」の記述について  

 

【意見】地⽅公共団体の議会が除外される理由を変更すべきである。また、今回の個人情報保護法の改正で議会

が対象から外れたことによって、議会に関する個人保護条例が制定されないといった状況が生じることのないよ

う、条例の制定の形式や議会において特に配慮すべき事項についても、本ガイドラインで具体的に記述すべきで

ある 

（理由）本ガイドライン案は、地⽅公共団体の議会が除外される理由について、議会を「国会や裁判所と同様」

の機関と位置付けている。しかし、憲法上、地⽅公共団体の長と議会の議員は住⺠が直接選挙すること（93条２

項）から長と議会の対等とされているものの、独⽴性が強調されているわけではない。国会は「唯一の⽴法機関」

（41条）と位置づけられているのに対して、「議会」は第８章の地⽅自治で、「議事機関」として規定されている

（93条１項）。長の行政について議事を行う機関であり、国会とは異なる。したがって、理由付けについては、

記述の変更が必要である。  

 また、衆参両議院の事務局が⽴法機関として充実していたとしても、地⽅公共団体の議会事務局に同等の充実

度はなく、小規模自治体では議会事務局が１、２名しかいないところもあり、国会と同様に制度制定能⼒を備わ

っている前提で議会を除外することは前提において誤っており、非現実的である。  

 このような状況において、議会に独自に条例化させるとするならば、条例を制定しない地⽅公共団体が無数に

増える可能性がある。地⽅公共団体の議会及び議会事務局の実情からするならば、同じ条例で規定するか独自の

条例とするかはそれぞれの議会の判断によることを明示して記述すべきである。  

また、実務的にも地⽅公共団体の機関と議会が同種の個人情報を保有する場合、基本的には同じルールで管理

されてよいはずであり、全く別とすることは却って実務において混乱を招く。議会について特に配慮すべき点が

ある場合には、本ガイドラインにおいて具体的に記述すべきである。  

［個情委の「考え⽅」］ 

令和 3年改正法においては、地⽅公共団体の議会について、行政機関個人情報保護法が行政機関を対象とし、

国会や裁判所をその対象としてないこととの整合を図るため、法第 5章の規律の適⽤対象となる地⽅公共団体の

機関（法第 2条第 11項第 2号）から除外されたものであり、御指摘の個所はこの点を説明したものです。また、

地⽅公共団体の議会における個人情報の取扱いについては、議会の自律性・独⽴性の観点から各議会において自

律的に御対応いただくものですので、本ガイドラインで具体的に記述する対象とはならないものと考えます。 

〈コメント〉 意見の指摘に答えようとしていない。 

 

4-2-1 個人情報（12⾴）「ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合

には、当該生存する個人に関する情報として法の保護の対象となる」の記述について  

 

【意見】「遺族等の生存する個人に関する情報」の内容が不明確であり、本ガイドラインにおいて具体的に記述

すべきである。  
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（理由）人の生死によってその者に関する情報の扱い⽅が全く異なり、およそ適正管理・開示等の対象にならな

いということは適当ではない。「死者に関する情報」、は個人情報の定義の箇所ではなく、適正管理・開示等の内

容として位置付けるべきである。また、本ガイドライン案の記述を前提としても、「遺族等の生存する個人に関

する情報」を、人格的繋がりを含めて考えるか、相続など財産関係に限るかによって、その範囲に大きな開きが

生じる。過去に問題となったいじめ自殺の問題等への適切な対応としては、人格的つながりを含めて考えるべき

であり、その旨、具体例をあげて記述すべきである。  

［個情委の「考え⽅」］ 

死者に関する情報については、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する

個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当

します。「同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合」

に該当するか否かは、当該情報の内容、当該情報と容易に照合することができる他の情報の存否・内容等の実態

に即して個々の事例ごとに判断する必要があるため、原案の記載が適切と考えます。なお、死者に関する情報に

ついては、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することが

できる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人

による開示請求の対象となる旨、本ガイドライン案 7-1-2に記載しています。 

〈コメント〉より具体的な記載を求めているのにそれに答えていない。 

 

4-2-6 条例要配慮個人情報（14⾴第２段落）「なお、条例において上記の記述等を規定する場合には、委員会に

事前に相談することが望ましい」の記述について 

 

【意見】削除すべきである。  

（理由）デジタル社会関連法案の衆議院附帯決議四２、参議院附帯決議四２では、地⽅公共団体が、その地域の

特性に照らし必要な事項について条例を制定する場合には、地⽅自治の本旨に基づき、最大限尊重することが決

議されている。また、本法第５条に今回の改正で「国との施策との整合性に配慮しつつ」の⽂言が追加されたが、

これも地⽅の特性により正当化される場合には、地⽅公共団体による独自の措置を認めることを規定したものと

解される（宇賀克也「新・個人情報保護法の 逐条解説」129⾴参照）。この点、個人情報保護法制において、地

⽅公共団体は、国よりも住⺠に身近な団体として多様な個人情報を取り扱うからこそ、個人情報の取扱いに係る

諸問題を国よりも先に認知し、対策を講じうることが少なくない（地⽅公共団体の「認知的先導性」： 宇賀克也

「新・個人情報保護法の逐条解説」828 ⾴参照）。そうであるならば、条例要配慮個人情報として何を規定する

か、どのような取扱いを行うかは、このような「認知的先導性」を有している地⽅公共団体の意向が尊重される

べきである。実態に即してみれば、地⽅公共団体が実施機関として有する自主的な法解釈権及びこれに基づく制

度の運⽤を、個人情報保護委員会は尊重すべきである。 

したがって、条例要配慮個人情報の規定について事前にその是非を指示することにつながるような事前相談の記

述は、削除すべきである。  

［個情委の「考え⽅」］ 

 「条例要配慮個人情報」とは、地⽅公共団体の機関⼜は地⽅独⽴行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情
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報を除く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地⽅公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報

をいいます（法第 60条第 5項）。地⽅公共団体が当該記述等を条例で定めるに当たっては、地域の特性その他の

事情の有無、要配慮個人情報との関係性、他の地⽅公共団体の取組等を検討することが考えられるところ、法の

施行に向けた地⽅公共団体の準備及び国の助言等について定めた令和３年改正法附則第８条の規定も踏まえ、法

を所管する委員会に事前に相談することが望ましい旨を記載しているものであり、そのことは一般的に原案の記

載で御理解いただけるものと考えます。 

〈コメント〉地⽅公共団体の自主性を損なうおそれについて何ら答えていない。 

 

（14⾴最下段）「また、条例要配慮個人情報について、法に基づく規律を超えて地⽅公共団体による取得や提供

等に関する固有のルールを付加したり、個人情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けることは、

法の趣旨に照らしできない。」の記述について  

 

【意見】個人情報保護委員会が「固有のルール」に該当すると考える具体的基準を明らかにすべきである。  

（理由）改正個人情報保護法では、要配慮個人情報の取得について、⺠間事業者には原則本人の同意を要求する

規律を置くが（法 20条２項）、行政機関には同様の規律を置いていない。⽴法担当者は、行政機関には同法第 61

条第２項の保有制限規定があることから、⺠間事業者と規律の程度において差はないと考えるようであるが、そ

うであるならば、そもそも⺠間事業者と異なる規律を置くべきではないし、条例で⺠間事業者と同じ規律を置く

ことが禁止される理由はない。また、条例要配慮個人情報を置く⽬的が、「本人に対する不当な差別、偏見その

他の不利益が生じないようにすること」（法 60 条５項）であることからすれば、その⽬的達成が最優先される

べきであり、⽬的達成の手段として条例で取扱いに関する厳格な規律を置くことは法の許容するところである

（宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」450⾴参照）。したがって、厳格な規律の具体的内容として取得に

際しての本人同意を求める規律を条例で置くことが禁止される理由はない。  

さらに、従来、圧倒的多数の地⽅公共団体では、地域の特性に合わせたセンシティブ情報について、条例で本

人の同意なしの取得を禁止してきた。こうした実績及び法第５条の趣旨に照らせば、抽象的に「固有のルール」

を設けることが許されないと記述するだけではガイドラインとして不十分である。もし個人情報保護委員会にお

いて問題があると考える「固有のルール」を想定しているならば、そのルールを具体的に指摘した上で、法の⽬

的・基本理念及び基本⽅針のいかなる部分に抵触するのかを、本ガイドラインにおいて記述しなければならない。

それができないのであれば、各地⽅公共団体の条例制定権を尊重すべきである。 

［個情委の「考え⽅」］ 

法は「個人の権利利益の保護」を⽬的とすると同時に「個人情報の有⽤性に配慮」することを求めるもので あ

り、令和 3年改正法は、活発化する官⺠や地域の枠を超えたデータ利活⽤に対応するため、別個の法律や条例 に

よる規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的

な共通ルールを法律で設定するものであるところ、個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような

事項であって、法に委任規定が置かれていないものについて、条例で独自の規定を定めることは許容されず、そ

のため、例えば、法の規律とは別に、条例要配慮個人情報の取得、利⽤、提供等を制限する規定を条例に設ける
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ことはできません。この点については、実務担当者向けの資料として公表する事務対応ガイドに記載することを

検討しています。 

〈コメント〉 

意見では個情委の言う一般論に反論しているにもかかわらず、これを無視して一般論を繰り返している。 

 

4-2-9 行政機関等匿名加工情報の対象の範囲について（16 ⾴）「⑶行政機関及び法第 58 条第１項各号に掲げる

法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第 116条第１項の基準に従い、当該個人情

報ファイルを構成する保有個人情報保護を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること（法第

60条第３項第３号）」の記述について  

 

【意見】行政の「適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で」の具体的内容について、行政機関の保有する情報

の公開に関する法律⼜は地⽅公共団体が制定する情報公開条例に基づいて、開示できる箇所がどの程度であれば

「支障」が生じる場合にあたるのかを明らかにすべきである。 

（理由）防衛省が、横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報を、令和２年度に行政機関非識別加工情報の提案募集

の対象としたが、令和 ３年度に当該個人情報ファイルのうち提供できる箇所が非常に限られていることから、

非識別加工情報を作成する際に行政の「適正かつ円滑な運営に支障」が生じるものとして対象から除外したとの

国会答弁がなされている。このように提供できる箇所が非常に限られている場合には、地⽅公共団体の情報公開

条例においても提案募集の対象にならないのか、「非常に限られている場合」とはどのような場合を言うのかを、

本ガイドラインにより明らかにすべきである（なお、 宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」450⾴の法第

60 条第３項第３号の解説によれば、マニュアル処理ファイル等の匿名加工に膨大な作業が必要な場合、匿名加

工を行うために情報システムの運⽤を停止する必要がある場合、年金給付システムのようにシステムが独⽴して

いる場合が挙げられているが、上記のような場合はあげられていない。）。  

［個情委の「考え⽅」］ 

行政機関等匿名加工情報の加工元となる保有個人情報については、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑

な運営に支障のない範囲内で加工して匿名加工情報を作成することができるものである必要があります（法第

60条第 3項第 3号）。  

 この点、実務担当者向けに公表している令和 3年改正法第 50条の規定による改正後の法に対応した事務対応

ガイド 7-2-1（3）において、行政の適正かつ円滑な運営に支障が生じることとして提案の募集の対象とすること

が適当ではない場合の例として以下を記載しているところ、各行政機関等は、これらの例示を参考としつつ、同

号に当てはまるかどうかを十分に検討し、適切に判断することが必要です。 

事例 1）加工可能な状態とするために多大な作業を要するもの（電子計算機処理されていないマニュアル（手作

業）処理に係る個人情報ファイルであって、多大な作業が必要なもの等） 

事例 2）行政機関等匿名加工情報の作成のためには情報システムの運⽤を長期間停止する必要がある等適正かつ

円滑な運営ができなくなるもの  

事例 3）情報システムの仕様上、電磁的記録としての出⼒が不可能であるもの  

事例 4）情報公開請求があったとしたならば部分開示をすることは可能ではあるが、加工できる箇所が一の情報 
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項⽬の内容に限られる等極めて限定的であり、かつ、情報公開請求した場合に、当該情報項⽬の内容が開示され

るため、情報公開請求すれば足り、行政機関等匿名加工情報の提案の募集を行う実質的意義がなく、提案の募集

対象とすることで非効率な行政運営となるもの 

〈コメント〉事務対応ガイドに挙げられている事例などでは判断できないのでより具体的な説明を求めているの

に、応じようとしない。 

 

5-5-1 利⽤⽬的以外の⽬的のための利⽤及び提供の禁止の原則（24⾴）「「法令に基づく場合」とは法令に基づく

情報の利⽤⼜は提供が義務付けられている場合のみならず、法令の情報の利⽤⼜は提供の根拠規定が置かれてい

る場合も含むと解されるが、他⽅で、具体的な情報の利⽤⼜は提供に着⽬せずに行政機関等の包括的な権能を定

めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たら

ない。」との記述について  

 

【意見】「法令に基づく場合」について、その具体的内容を明らかにすべきである。また、弁護士会照会（弁護

士法第 23条の２）等の具体例を指摘すべきである。  

（理由）「法令に基づく場合」と言えるためには、条⽂による予測可能性の観点から、当該条⽂から収集⽬的

及び収集範囲が概ね特定できるような場合であって、具体的な場⾯ではそのような特定の範囲に限定される必要

があるというべきである。また、地⽅公共団体が取扱いに疑義を生じないよう、当該条⽂から収集⽬的及び収集

範囲が特定できるものといえる具体的事例として、ガイドライン通則編に記述されている弁護士会照会等の具体

例を再度指摘すべきである。  

［個情委の「考え⽅」］ 

法第 69条第 1項の「法令に基づく場合」の内容については、一般的に原案の記載で御理解いただけるものと

考えます。なお、「法令に基づく場合」に該当し得る例については、弁護士法第 23条の 2を含め、実務担当者向

けに公表している令和 3年改正法第 50条の規定による改正後の法に対応した事務対応ガイド 4-5-1に記載して

います。 

〈コメント〉 

原案の記載では理解できないから具体例を書くよう求めているのに「ご理解いただけるもの」と断じてすませ

ようとしている。なお、「包括的な権能を定めている規定」についても具体的な説明が欲しい。 

 

9-4 地⽅公共団体に置く審議会等への諮問（57 ⾴第１段落）「「特に必要な場合」とは個人情報保護制度の運⽤

やその在り⽅についてサイバーセキュリティに関する知見等の専⾨的知見を有する者の意見も踏まえた審議が

必要であると合理的に判断される場合をいう。」の記述について 

 

【意見】 審議会の人選を、セキュリティなど技術⾯での知見のある専⾨家に限るような印象を与える。ミスリ

ードな記載であり、法的知見の専⾨家や住⺠代表も含まれることが分かる記述に改めるべきである。また、「判

断」主体が地⽅公共団体であることを明確にした記述に改めるべきである。  

（理由） 
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１ 法第 129条は、地⽅公共団体の設置する審議会が、専⾨的な問題も検討できる体制とすることが望ましいと

いうに留まる。したがって、審議会の人選について国が規律しようとするのは越権ともいうべき介入である。そ

もそも地⽅公共団体における審議会については、当該団体の地域の特性に応じた個人情報保護の水準を引き上げ

る意味で肯定的に評価すべきである（宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」732⾴参照）。そして、このよ

うな審議会の意味からすれば、プライバシー保護の根拠となる憲法、個人情報保護の根拠となる個人情報保護法

について知見を有する法学者や法律専⾨家、住⺠のプライバシー、個人情報保護が保障されているかをチェック

する住⺠代表も審議会の構成員と考えられることを、明らかにすべきである。 

２ また、地⽅公共団体が保有している個人情報の管理は、地⽅公共団体の機関が法律に基づいて実施する法

定自治事務であり、その法律の実施機関に法律の自律的な法解釈権、自治体の自主的な法解釈権が当然に認めら

れる（人見剛「個人情報保護法 制の法律による一元化と自治体条例」（日弁連情報問題対策委員会編「個人情報

保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」14⾴））。 そして、個人情報保護法制において、地⽅公共団体は、

国よりも住⺠に身近な団体として多様な個人情報を取り扱うからこそ、個人情報の取扱いに係る諸問題を国より

も先に認知し、対策を講じうることが少なくない（地⽅公共団体の「認知的先導性」：宇賀克也「新・個人情報

保護法の逐条解説」828 ⾴参照）。今後も個人情報保護のあり⽅は変遷していくであろうことを考えると、多様

な住⺠情報を取り扱う地⽅公共団体においてその取扱いを慎重に行いたいと考えるのは正常な判断なのである

から、「特に必要な場合」の判断も「認知的先導性」がある地⽅公共団体の判断を尊重すべきである。 

［個情委の「考え⽅」］ 

審議会等への諮問が特に必要な場合として、サイバーセキュリティに関する知見を有する者に意見を聴く場合

に限定するものではなく、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。また、「個人情報の適正な取

扱いを確保するため専⾨的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である」かどうかは、一義的には、地⽅公

共団体の機関において判断されるものですが、特に必要であると合理的に判断されるものでなければなりませ

ん。この点も、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。 

〈コメント〉サイバーセキュリティ以外のどのような分野について意見を聴くことが想定されているのか何も説

明のないまま「御理解いただけるものと考えます。」といってすませている。これでは理解不能である。 

 

（57⾴第２段落）「個人情報の取得、利⽤、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要

件とする条例を定めてはならない。」との記述について 

 

 【意見】 削除すべきである。  

（理由） 

１ 本ガイドライン案は、上記の記述に続けて、令和３年改正法が、地⽅公共団体の個人情報保護制度について

も、「法の規律を適⽤して解釈を委員会が一元的に担う仕組みが確⽴された」として、「地⽅公共団体の機関にお

いて、個別の事案の⽅に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、法の一元化という令和３

年改正法の趣旨に反する」と記述する。しかし、法第５条が、地⽅公共団体に対して、「国の施策との整合性に

配慮しつつ、その地⽅公共団体の区域の特性に応じて」施策を実現することを求めたのは、地⽅公共団体による

独自の措置について、地域の特性により正当化される場合には認めることを示したものと考えられる（宇賀克也
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「新・個人情報保護法の逐条解説」129 ⾴参照）。そこには本ガイドライン案が示すような「条例を定めてはな

らない」といった強い禁止の趣旨を読み取ることはできない。 

２ また、本ガイドライン案の記述は、他の箇所との理論的整合性が取れているとも言い難い。例えば、利⽤⽬

的以外の⽬的のための個人情報の利⽤及び提供について、本ガイドライン案は、「法第 69条第 1項は、他の法令

に基づく場合は、利⽤⽬的以外の⽬的のための利⽤及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利⽤

及び提供が義務付けられるものではない。実際に利⽤及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣

旨に沿って適切に判断しなければならない」（24⾴最終行以下の段落）と記述する。この場合、当該地⽅公共団

体が「適切に判断」するにあたって、審議会に諮問することは当然認められてよいはずである。そのような条例

も定めてはならないとの趣旨なのか、明確にしなければならないはずであるが、そのような記述はない。 

３ さらに、個人情報保護委員会の管轄外にあたる機関への諮問について、どのように考えるのか本ガイドライ

ン案では明らかでない。 例えば、医療情報の提供について、法第 129条で設置される審議会とは別の医療に関

する審議会に諮問することは、個人情報保護法制のことではないので否定できないはずである。そうであるなら

ば、同様の諮問を、法第 129 条で設置する審議会にすることを許さないとしても意味がないことになる。しか

し、このような場合についての対応について、本ガイドライン案に記述はない。 

４ 以上指摘した点からすれば、個人情報保護委員会において、審議会の諮問事項の範囲について具体的な検討

が加えられていないにも関わらず、「条例を定めてはならない」とのもの言いは、地⽅公共団体の自主⽴法権に

対する過度の介入と言わざるを得ない。強い禁止の記述は削除されるべきである。  

［個情委の「考え⽅」］ 

 令和 3 年改正法では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両⽴の要請を踏まえ

て、地⽅公共団体の個人情報保護制度についても、法の規律を適⽤して解釈を委員会が一元的に担う仕組みが確

⽴されたところ、地⽅公共団体の機関において、個人情報の取得、利⽤、提供、オンライン結合等につい て、

類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、法の規律と解釈の一元化という令和 3年改正法の

趣旨に反するものです。 

〈コメント〉個情委の既存の見解を繰り返すのみで、提起された問題に答えていない。 

 

10-1 委員会による監視 （58⾴）「委員会は、個人情報保護法の一元的な解釈権限を有することから、地⽅公共

団体の機関及び地⽅独⽴行政法人が行う個人情報等の取扱いのうち、条例に基づくものであっても、法第５章の

円滑な運⽤が図られていないと判断した場合には、「資料の提出の要求及び実地調査」、「指導及び助言」並びに

「勧告」を行うことがある。」との記述について 

 

 【意見】 委員会が個人情報保護法の一元的な解釈権限を有するとの記述は、削除すべきである。また、委員会

が「円滑な運⽤が図られていない」と考える具体的内容を明確に記述すべきである。 

 （理由） 

１ そもそも地⽅公共団体が保有している個人情報の管理は、地⽅公共団体の機関が法律に基づいて実施する法

定自治事務であり、その法律の実施機関に法律の自律的な法解釈権、自治体の自主的な法解釈権が当然に認めら

れるはずである（人見剛「個人情報保護法制の法律による一元化と自治体条例」（日弁連情報問題対策委員会編
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「個人情報保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」14⾴））。  

 また、デジタル社会関連法案の衆議院附帯決議四２、参議院附帯決議四２では、地⽅公共団体が、その地域の

特性に照らし必要な事項について条例を制定する場合には、地⽅自治の本旨に基づき、最大限尊重することが決

議されている。さらに、法第 5条は、今回の改正で「国との施策との整合性に配慮しつつ」の⽂言が追加された

が、これも地⽅の特性により正当化される場合には、地⽅公共団体による独自の措置を認めることを規定したも

のと解される（宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」129⾴参照）。これらの附帯決議や法の趣旨からすれ

ば、地⽅公共団体が個人情報保護の施策を実施する前提として、地⽅公共団体の解釈権が当然認められ、国はそ

の解釈を尊重すべきである。したがって、個人情報保護委員会が一元的な解釈権限を有するとの見解は、あたか

も委員会が地⽅公共団体の上級庁であるかのような振る舞いであり、行き過ぎである。 

 ２ 個人情報の適正な保護のあり⽅として、「円滑な運⽤」が常に正しい運⽤であるとは言えない。 

審議会への諮問手続を例にとってみると、確かに審議会の審議に向けた準備期間は存在するが、慎重な準備は

事前検討を濃密にする効果があるし、審議会での審議は原則公開されているので、個人情報保護に係る施策の透

明性を確保し、説明責任を履行する権能も担っている。まさに個人情報保護の適正な保護の役割を果たしている

といえよう。他⽅、オンライン審議が浸透し、合理的内容の施策であれば１回の審議で承認されると考えられる

（宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」734⾴参照）。 仮に個人情報保護委員会が、審議会への諮問手続

の存在を「円滑な運⽤」を害する障壁と考えているのであれば、その認識を改める必要がある。 

［個情委の「考え⽅」］ 

委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活⽤

が新たな産業の創出並びに活⼒ある経済社会及び豊かな国⺠生活の実現に資するものであることその他の個人

情報の有⽤性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務

としており（法第 131条）、本法を所管する⽴場として一元的な解釈権限を有するものであり、一般的に現 状の

案で御理解いただけるものと考えます。なお、御指摘の「円滑な運⽤」については、法第 156条、第 157条及び

第 158条の⽂言を踏まえたものですが、また、本ガイドライン案は、行政機関等に対して個人情報の取扱いに関

する規律の概要を示すものであるところ、地⽅公共団体等における実務に資する事項について、今後、必要に応

じて事務対応ガイド等において お示しすることを検討してまいります。 

〈コメント〉一元的な解釈権限を有するとは言えないとの指摘に対して何ら意味のある反論をしていない。審議

会への諮問が円滑な運⽤を害するものではないとの指摘に対して的外れの回答をしている。 

 

10-4 地⽅公共団体による必要な情報等の提供の求め （59⾴最終行以降） 「地⽅公共団体においては、個人情

報の適正な取扱いを確保するために情報提供⼜は助言が必要であると判断した場合には、速やかに委員会に連絡

することが望ましい。」との記述について  

 

【意見】 削除すべきである。  

（理由）法第 166条第 1項は、地⽅公共団体が必要な場合に情報提供や技術的な助言を「求めることができる」

という規定であり、この条⽂を根拠に「速やかに委員会に連絡することが望ましい」という解釈を導くことはで

きない。これまで地⽅公共団体は、審議会に諮問したり周辺の地⽅公共団体に相談しながら創意工夫により先進
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的な個人情報保護の取り組みを行ってきた（宇賀克也 「新・個人情報保護法の逐条解説」828⾴参照）。個人情

報保護委員会はそうした相談先の一つであって、本ガイドライン案に「速やかに委員会に連絡することが望まし

い」などとわざわざ書くべきではない。  

  

［個情委の「考え⽅」］ 

「個人情報の適正な取扱いを確保するために情報提供⼜は助言が必要である」と地⽅公共団体が判断した場合に

は、速やかに委員会に連絡することが望ましい旨を記載しているものであり、一般的に現状の案で御理解いただ

けるものと考えます。 

〈コメント〉ことさらに「速やかに委員会に連絡することが望ましい」などと書くべきではないとの指摘に対す

る答えになっていない。 

 

10-5 条例の届出 （60⾴） 「法の規定に基づき定めたすべての条例（条例で定めることを妨げるものではない

とされているもの及び個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項について条例で独自の規定を定め

る場合を含む。）の制定及び改廃が届出の対象となる。」の記述について 

 

【意見】条例届出の範囲が法第 167条第１項に定める範囲を超えており、法律の根拠のない届出の義務付けを行

っている点で失当である。 

（理由）「この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたとき」の内容は、本ガイドライン案自

体が 61〜62⾴において整理し列挙している。すなわち、  

・ 「条例要配慮個人情報」の内容（法第 60条第５項） 

・ 個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項（法第 75条第５項）  

・ 開示等請求における不開示情報の範囲（法第 78条第 2項）  

・ 開示請求等の手続（法第 107条第２項及び第 108条）  

・ 個人情報の適正な取扱いを確保するため専⾨的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めると

きの審議会等への諮問（法第 129条）である。 

これらが届出事項であり、それ以外の事項は届出事項にはならないと考えるのが法第 167 条第１項の論理的

解釈である。このような論理的帰結を無視して「すべて」届出義務があるとの個人情報保護委員会の主張は、地

⽅公共団体が制定する個人情報保護条例のすべての範囲を是正の対象としようとする姿勢と取られても仕⽅が

ない。しかし、この個人情報保護委員会の姿勢は、地⽅公共団体に対する国の関与の基本原則を、「その⽬的を

達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地⽅公共団体の自主性および自⽴性に配慮しなけれ

ばならない」と規定した、地⽅自治法第 245条の３に違反した過度の介入であると言わざるを得ない。個人情報

保護委員会には、地⽅公共団体に対して個人情報保護法が定める共通ルールを遵守するように指導・助言するの

みならず、地⽅公共団体からの提言・問題提起を真摯に受け止める姿勢が望まれる（宇賀克也「新・個人情報保

護法の逐条解説」 828⾴参照）。  

［個情委の「考え⽅」］ 

法第 167 条は、地⽅公共団体における個人情報の取扱いについての全国的な共通ルールを法律で定めるとい
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う令和３年改正法の趣旨を踏まえつつ、地⽅公共団体が独自ルールを定めた場合に、個人情報の本人及びデータ

利活⽤を望む者の双⽅に対して個人情報の取扱いに関する予見可能性を与えるため、地⽅公共団体が独自の保護

措置を条例で定めた場合には、委員会に対し届出を行い、委員会は届出を受けた内容をインターネット等で公表

する旨を定めたものです。同条の法⽂上も「この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたとき」

には、別段の限定を付さず、委員会に対する届出を行うべき旨を規定しているところ、本ガイドライン案 10-5

においても、「法の規定に基づき定めた全ての条例（条例で定めることを妨げるものではないとされているもの

及び個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項について条例で独自の規定を定める場合を含む。）の

制定及び改廃が届出の対象となる」旨を記載しているものであり、法律の根拠のない届出の義務付けを行ってい

るとの御指摘は当たりません。 

なお、御意見の中で引⽤されている本ガイドライン案 11 の列記事項の一部については、法において条例で定

めることが許容されている事項を列記したものであり、これらを含む、本ガイドライン案 11 に列記されている

事項に届出事項が限定されるものではありません。 

 〈コメント〉ガイドライン案で定める届け出を義務付ける条例の範囲が、法律の条⽂より広いのではな

いかとの指摘に対し、ガイドライン案の記載を根拠に反論しており、反論になっていない。 
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ガイドライン（案）に係る提出意見と個人情報保護委員会の考え方 

!

"#$%!

10‐1 委員会による監視 

委員会は、個人情報保護法の一元的な解釈権限を有することから、地方公共団体の機関及び地方

独立行政法人が行う個人情報等の取扱いのうち、条例に基づくものであっても、法第5章の円滑な運

用が図られていないと判断した場合には、「資料の提出の要求及び実地調査」、「指導及び助言」

並びに「勧告」を行うことがある。 
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実定法上の根拠が示されたとはいえず、法が規定する資料の提出要求や指導・助言等の権限以外に何を意味

するのかとの問いかけに対する回答も示されなかった。「一元的な解釈権限を有する」という言葉に実質的な

意味はないことが明らかになったように思われる。 

「一元的な解釈権限を有する」との言葉には個人情報保護委員会の意気込みを示す以上の意味はないものと

銘記して言葉が独り歩きすることにないようにすることが肝要ではないか。 

 !
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11 条例との関係 

また、法と重複する内容の規定を条例で定めることは、同一の取扱いについて適用されるべき規

定が法と条例とに重複して存在することとなるため、法の解釈運用を委員会が一元的に担うことと

した令和3年改正法の趣旨に照らし、許容されない。 
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憲法 94 条は「法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定して条例制定権を保障しているから、

法と重複する内容の規定は「法律の範囲内」ではないことが論証されなければならない。 

普通に考えれば、法と重複する内容の規定が「法律の範囲内」にないということは論理矛盾であり、あり得

ないと考えられる。個人情報保護委員会の回答は、法と重複する内容の規定を定めることは法の解釈運用を委

員会が一元的に担うことと相容れないと言っているようである。そうすると「法律の範囲内」か否かの「法律」

は法の解釈運用を委員会が一元的に担うことを規定する法律を指すものと考えられる。 

しかし、法の解釈運用を委員会が一元的に担うことの条文上の根拠を個人情報保護委員会は示すことができ

ておらず、もとより法の解釈運用を委員会が一元的に担うことを規定する法律は存在しない。 

したがって、個人情報保護委員会の説明は成り立たず、憲法が保障する条例制定権を正当な根拠なく制約し

ようとするものと言うべきである。 

%

 !
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11 条例との関係 

一方、個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項であって、法に委任

規定が置かれていないもの(例:オンライン結合に特別の制限を設ける規定、個人情報の取得を

本人からの直接取得に限定する規定)について、条例で独自の規定を定めることは許容されな

い。 

ただし、単なる内部の手続に関する規律にすぎない事項など、個人情報保護やデータ流通に

直接影響を与えない事項については、条例で独自の規定を置くことも考えられる。 
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「個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定する」という目的は、個人情

報保護法を改正して法律で共通ルールを設定したことによりすでに成就しているのであって、その目的から改

正法の解釈を導くことはできないのではないか。改正法 1 条の目的規定に共通ルールを設定するという趣旨

は書かれていない。そのことからも、共通ルールの設定は個人情報保護法を改正する目的であったとしても、

改正個人情報保護法の目的ではないと言えるのではないか。 

また、全国的な共通ルールが&DŒa•E3F<G±≈345‘√çX*H>?≈ùD3T3NV?

7C+DŒa•E3F<G±≈345‘√çV34567<WÆ>?@A7ñ,-./01<òA

ñ>?ZH<fiX>ñ@A*+2<Ò∫U≈S6XTëU7M3N*7MBS%

,-./01'()3≤≥*&OÕ67P7Q4QD<XYZ[\4]AUs¸M4#TêAT

CUML+^_ì`3)aëbXcMS 
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5‐5‐2 例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合 

行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有

個人情報を利用し、及び提供することができる。ただし、これらに該当する場合であっても、本人

又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用し、及び提供する

ことができない(法第69条第2項)。 

同項第2号及び第3号の「事務又は業務」には、行政機関等の設置の根拠となる法令において「所

掌事務」等を定める条文に列挙されている事務又は業務のほか、「権限」を定める条文上で規定さ

れている事務又は業務や、作用法上規定されている事務又は業務が含まれる。地方公共団体におい

ては、地方自治法第2条第2項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。 
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行政機関個人情報保護法の解釈を踏襲するという方針がベースとしてあり、行政機関個人情報保護法の解

釈として 2号の「法令の定める所掌事務又は事業」と 3号の「法令の定める事務又は事業」を区別していなか

ったから、今回の記述になったのだという経緯は分かったが、法律の解釈にはなっていない。文理に反する解

釈をするには相応の実質的根拠が示されなければならない。住民の権利利益に関わる条文について、個人情報

保護委員会から法の規定を無視する解釈を示されても、黙って従ってはいけないのではないか。 

この件は国民目線から遠いところで業務を行っている国の解釈運用をそのまま共通ルールとして自治体に

適用させようとした点に無理があるように思われる。 

市民に説明できない解釈で法を運用することで権威主義的な行政運営にならざるをえなくなることを危惧

する。 
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5‐5‐1 利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則 

行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供してはならない（法第69条第1項）。!
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69 条１項の法令に条例が含まれないからといって、個人情報の目的外の利用・提供について法律の委任の

ない自主条例で規定してはならないということではないことが明らかになった。制裁的公表については、その

法益侵害的性格のため法律・条例で規定することを要するという一般的考え方と目的内利用という考え方は両

立しないように思われるので、法第 69 条第 2 項第 4 号該当という整理になるのではないか。 
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4‐2‐9 行政機関等匿名加工情報 
「行政機関等匿名加工情報」とは、次の（1）から（3）までのいずれにも該当する個人情報ファイルを

構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得られる匿名加工情報をいう（法第60条第3項）。 

なお、行政機関等匿名加工情報は、個人の権利利益の保護に支障がない範囲で保有個人情報を加工する

ものであるところ、!"#$%&'()*+,-./0+123456789,0:;/個人の権利利

益以外の保護法益2<9,=>+(?,@A/BC#$%&'DCB9,EF;34GHI1JKL+

6M,NO

(中略) 

・地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報であって、行政機関情報公開法第5条に規定する不

開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)に相当するも

の!
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法の規定どおりに運用すると、特定の個人を識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれがあ

る情報は、行政機関匿名加工情報に含まれたまま事業者に提供されることになってしまうが、それでよいの

か？行政機関個人情報保護法では必要的意見照会の手続を経て除かれるべき情報だったので、意見照会手続を

なくしたときに不具合を見過ごしたのではないか？ 

個人情報保護委員会の回答は、提供された事業者において権利利益が保護されるかを審査すればよいのだと

いう回答。個人の権利利益を害するおそれのある情報を除外することとしなかった趣旨は説明されなかった。 

対象がデータベース化された個人情報ということもあり、実際に問題になりそうな例はさしあたり思い浮か

ばないが、もし権利利益を害するおそれがあると分かったら実務的には提供できないのではないか。 

なお、新宇賀逐条 450 頁に、個人の権利利益を害するおそれがあるため部分開示もできない個人情報を匿名

加工して提供することは適当でないことから 60条 3 項 2 号イの要件が設けられているとの説明があるが、開

示の実務において、個人の権利利益を害するおそれのある情報が部分的に含まれていて部分開示となる場合は

少なくなく、60条 3項 2号イではカバーしきれない問題であると思われる。 
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5‐5‐1 利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則 

行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら

利用し、又は提供してはならない（法第69条第1項）。 

5‐6利用目的以外の目的のための外国にある第三者への提供 

行政機関の長等は、外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合に

は、次のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の

同意を得なければならない（法第71条第1項）。 
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外部委託に伴う個人情報の移転は「提供」に該当することが明確にされた。 

目的外利用のための個人情報に係る事務処理の委託は目的外提供となり、通常は本人同意はないので 69 条

2項 4号の「特別の理由」が必要となる。この場合の「特別の理由」は外部委託することについての特別理由

であると考えられる（目的外利用することについては相当の理由で足りるから）。 

目的内利用のための外部委託については、外部委託することまで利用目的に含まれているかを判断すること

になるのだろうか。仮に利用目的と事務処理を委託するかどうかは関係がないとすると、目的内利用のための

委託は目的内提供で、目的外利用のための委託は目的外提供となるのか。 

71 条（外国にある第三者への提供の制限）については、目的内利用のために外国の事業者に委託する場合

本人同意は不要で、目的外利用のために外国の事業者に委託する場合は本人同意を要するということか。 
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5‐1‐2 開示請求の対象となる保有個人情報 

また、死者に関する情報については、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であ

って、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を

本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人による開示請求の対象となる。 
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意見で例示した情報を遺族に提供することに実質的な支障はなく、提供したことが裁判等で争われることも

余り考えられない。遺族等の生存する個人に関する情報に該当する類型が統一的な解釈として示されれば訴訟

で否定されることもないのではないか。 

独自の提供制度をつくることは可能というが、要綱等による任意提供の制度では不都合な情報を隠したので

はないかとの疑いが生じたときに争う手段がないので権利保護に欠け、条例化はハードルが高い。 

現実社会のニーズに即して多少の拡大解釈が望ましい場面であると思われる。 

%
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地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一 

化に反対する意見書 

 

２０２１年（令和３年）１１月１６日 

日本弁護士連合会 

 

 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）の令和３年改

正（本意見に係る地方公共団体に関する部分の施行は，公布の日である令和３年

５月１９日から２年を超えない範囲で政令で定める日）により，これまで各地方

公共団体の条例で規律されていた事項についても，原則として地方公共団体の機

関（議会を除く。）には国の行政機関に関する条文がそのまま適用されることとな

った（令和３年改正後の個人情報保護法（以下「改正法」という。）第２条第１１

項第２号）。 

改正法においても，地方公共団体の条例により定めることができる事項が認め

られているが，それ以外の多くの事項について，地方公共団体が個人情報保護条

例により独自の施策を実施することに対して，後述のとおり，国の個人情報保護

委員会は否定的な解釈を表明している。 

こうした解釈やそれをもたらす改正法の規定は，国に先行して各地方公共団体

の創意工夫で制度化が進められた地方公共団体の個人情報保護制度を画一化する

ものであって，憲法の定める地方自治の本旨（憲法第９２条）に反し，地方公共

団体の条例制定権（同第９４条）を不当に制限するものである。また，地方公共

団体における個人情報保護制度全般の後退を招くことが危惧され，これにより，

個人のプライバシー権（同第１３条）が侵害される危険性は増大するため，「デジ

タル社会の進展」（改正法第１条）を受けたデジタル社会推進のための今回の法改

正が，かえってデジタル社会の存立基盤を危うくすることとなりかねない。 

しかし，約１年半後の施行に向けて，かかる解釈に基づく国から各地方公共団

体への周知等が図られようとしている。 

かかる状況に鑑み，当連合会は，以下のとおり意見を述べる。なお，以下では，

特に断らない限り，個人情報保護法については，改正後の条文を引用する。 

  

 第１ 意見の趣旨 

１ 個人情報保護委員会など国の機関は，地方公共団体の条例制定権を尊重す

るとともに，例えば，要配慮個人情報やオンライン結合の規制を一律に否定

したり，個人情報保護に関する審議会の役割や構成を制限したり，行政機関
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等匿名加工情報の導入を義務付けたりする解釈など，地方公共団体の判断を

不当に制約する解釈を改めるべきである。また，これらの不当な解釈をもた

らす改正法の規定は，速やかに改正するべきである。 

２ 地方公共団体は，現時点における国の解釈にかかわらず，これまでの個人

情報保護条例の運用を踏まえ，自主性及び自律性をもって，自らの地域内に

おける個人情報保護施策を後退させないための取組を行うべきである。 

 

第２ 意見の理由 

１ 令和３年個人情報保護法改正をめぐる経過 

(1) 個人情報保護法制整備の経過 

平成２７年の個人情報保護法改正の際，附則において「個人情報の保護に

関する法制の在り方について検討する」旨規定されたことを受けて設置され，

個人情報保護法の見直しを検討してきた，内閣官房の「個人情報保護制度の

見直しに関するタスクフォース」の「個人情報保護制度の見直しに関する最

終報告」（令和２年１２月）（以下「最終報告」という。）では，「地方公共団

体の条例による規律とその課題」として，「社会全体のデジタル化に対応した

個人情報保護とデータ流通との両立が要請される中，地方公共団体ごとの条

例の規定や運用の相違がデータ流通の支障となり得る，条例がないなど求め

られる保護水準を満たさない地方公共団体がある，といった指摘もされ，デ

ータ利活用を円滑化するためのルールや運用の統一を求める声が主として民

間サイドから高まりつつある。」とし（最終報告３２頁），「法制化の方向性」

として，「上記のような課題を解決するためには，全ての地方公共団体等に適

用される全国的な共通ルールを法律で規定することが効果的であり，適当で

ある。」などとして，統一的なルール作り及び運用が提案された（最終報告３

３頁）。 

地方公共団体が，多様な個人情報保護条例を制定し運用していることにつ

いては，情報化の推進のための障壁となっているという，いわゆる「２００

０個問題」の指摘がなされ，これを踏まえて，個人情報保護条例に関して，

「全国的な共通ルールを法律で規定する」という方針を打ち出したものであ

る。 

これに対し，地方公共団体は法律による一律の共通ルール化には消極的で

あり，最終報告に先行して令和元年１２月から始まった「地方公共団体の個

人情報保護制度に関する懇談会」は，意見の取りまとめも行わないまま４回

の開催で令和２年７月に意見交換を終えている。 
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最終報告でも，「地方公共団体においては，住民と直接的に関わる施策を実

施することが多く，これに伴い必然的に大量かつ多様な個人情報を保有する

ことになることから，個人の権利利益の保護のため，各地方公共団体が独自

に条例によるルール化を図り，必要な保護措置を講じてきた経緯がある。法

制化後も，地方公共団体等が地域の課題に対処するため，国による対応を待

つことなく独自の施策を展開することは依然として求められるものであり，

これに伴い保有する個人情報について，法律の範囲内で，必要最小限の独自

の保護措置を講じることについては，否定されるべきものではないと考えら

れる。」（最終報告３４頁）と地方公共団体の役割を肯定的に評価している。 

このように法改正による条例に関する共通ルール作りには，地方公共団体

のこれまでの実績を尊重しつつ，地方公共団体と国との慎重な調整が必要で

あると考えられていた。 

(2) デジタル改革関連法の一部としての法改正の実現 

 しかし，法改正は十分な審議がなされることなく行われた。 

令和３年の個人情報保護法改正は，政府の目玉政策であるデジタル庁設置

を始めとするいわゆるデジタル改革関連法案の一つである，「デジタル社会

の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（以下「デジタル社会形成

整備法」という。）の一部として，デジタル社会形成のための条件整備と位置

付けられた。そして，デジタル改革関連法全体が，本年２月９日に国会に提

出され，その内容に照らせばごく短期間の審議で，同年５月１２日には成立

に至った。 

当連合会は，同年３月１７日付けの「デジタル改革関連６法案について慎

重審議を求める会長声明」において，同法案の問題点を指摘し，慎重審議を

求めたが，こうした声は顧みられることなく成立したものである。 

    デジタル改革関連法案の中でも個人情報保護法の改正は大規模なもので，

民間事業者，国の行政機関，独立行政法人等を全て個人情報保護法に取り込

むデジタル社会形成整備法第５０条は，新旧条文対照表で１００頁余りに及

び（この部分は，公布後１年以内での施行），同条による改正を前提として地

方公共団体に個人情報保護法を適用する同法第５１条は，新旧条文対照表で

５０頁近くに上るものである（この部分は，公布後２年以内の施行）。改正点

は多岐にわたる上，施行時期を異にする２段階の改正を同時に行うというこ

とからも極めて難解なものになっているが，その内容や問題点は一般にはほ

とんど知られないままに成立に至った。 

    そのため，法案の成立に当たっては，衆議院，参議院の両方で多岐にわた
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る附帯決議がなされた。 

地方公共団体に関するものとしては，衆議院内閣委員会の附帯決議の中に，

「地方公共団体が，その地域の特性に照らし必要な事項について，その機関

又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに

関して条例を制定する場合には，地方自治の本旨に基づき，最大限尊重する

こと。また，全国に適用されるべき事項については，個人情報保護法令の見

直しを検討すること。」とあり，参議院内閣委員会も同趣旨の附帯決議をして

いる。 

(3) 改正後の個人情報保護委員会の姿勢 

    改正法の運用について重要な役割を持つ個人情報保護委員会では，地方公

共団体に関して次のような動きが見られる。 

第１７４回委員会（令和３年５月１９日）では，委員から「関係する主体

からの御意見を広く丁寧に伺うことが重要だと考えます。その際，意見交換・

意見聴取のチャンネルは説明会に限定する必要はないので，多様なものであ

っていいと考えております。」との発言，別の委員から「地方公共団体と十分

なコミュニケーションを取っていきたい」との発言があった。 

第１７６回委員会（令和３年６月２３日）では，「公的部門（国の行政機関

等・地方公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令和３年個人

情報保護法改正関係）（案）」（以下「規律の考え方」という。）が提案され，

了承されている。規律の考え方は，冒頭で「公的部門全体を通じた規定の解

釈等の概略を示すことで」「これを契機とした関係者との対話を通じて」「今

後のガイドライン等の策定に活かす」ためとしており，また，「最終的なガイ

ドライン等の記載事項との差異が生じる可能性がある」としていて，これが

確定的な公的解釈ではなく，関係者との対話を踏まえての見直しがあり得る

ものであることが示唆されている。 

そして，同日の会議で委員長は「公的部門，特に地方公共団体等関係機関

の皆様に対しては，委員会として早急かつ十分にコミュニケーションをとっ

てまいりたい」と発言している。 

規律の考え方で示された解釈の影響は大きいが，これはガイドライン策定

過程の言わばたたき台であり1，地方公共団体を始めとする関係者との協議に

より解釈を確定すべきものである。委員らの言う「コミュニケーションをと

                                                 
1 個人情報保護委員会においては，地方公共団体における改正法の解釈運用に関するガイドラ

イン案の公表を本年１２月頃に行い，その後パブリックコメントを募集することを予定して

いる。 
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る」ことは，個人情報保護委員会の解釈を一方的に押し付けるものであって

はならず，むしろ，地方公共団体における個人情報保護制度の運用に先進的

に取り組んできた地方公共団体等の意見を傾聴し尊重するものでなければな

らない。 

しかし，実際に個人情報保護委員会の職員により進められている地方公共

団体への説明会では，規律の考え方にある解釈が確定的なものであるかのよ

うに説明がなされている。 

    なお，改正法では，地方公共団体の長に，個人情報保護条例を定めたとき

は遅滞なく個人情報保護委員会に届け出ることを義務付けている（第１６７

条第１項）。これは個人情報保護委員会が条例の内容の変化を把握する機会

を確保するものであって，支配し介入する権限を付与したものではないが，

そのような事態を生じるおそれは否定できない。 

２ 現在進められようとしている解釈運用等の問題点 

   個人情報保護委員会が本年６月に公表した規律の考え方から，国の解釈の具

体的な問題点を挙げる。 

(1) 要配慮個人情報について 

    「法第６０条第５項の規定に基づき，地方公共団体は，地域特性に応じて

「条例要配慮個人情報」に関する定めを条例に設けることができるが，令和

３年改正法の個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定めるという目

的に鑑み，法の規律を超えて，地方公共団体による取得や提供等に関する独

自の規律を追加することや，民間の個人情報取扱事業者等における取扱いを

対象に固有の規律を設ける等の対応は，許容されない。」との記述がある（規

律の考え方８頁「これまでに地方公共団体から問合せを受けた事項について

の考え方」（以下「問合せ」という。）の「条例要配慮個人情報」より）。 

 改正法では，「条例要配慮個人情報」を条例で定められるとしているが，要

配慮個人情報の取扱規制については特別の定めはない。この点について個人

情報保護委員会は，問合せで，条例で取扱いを規制することは許されないと

の解釈を示した。 

要配慮個人情報（センシティブ情報）は，もともと地方公共団体が，取扱

いに配慮を要する個人情報について，取扱いを規制するために導入したもの

である。総務省「地方自治情報管理概要」（令和元年度）（以下「概要」とい

う。）４２頁によれば，情報の種類による収集・記録規制を設けている地方公

共団体は，都道府県で４５団体，市区町村で１６４４団体に上る。 

他方，国の行政機関はこれをなかなか導入しようとしなかった。平成２７
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年の個人情報保護法改正により，民間事業者については取得制限や第三者提

供制限（オプトアウトの禁止）といった規制が導入された。行政機関個人情

報保護法にも要配慮個人情報の概念が導入されたが，個人情報ファイル簿へ

の記載を義務付けるにとどまり，取扱いの規制は未だに導入されていない。

国の行政機関が，法に基づき個人情報を取り扱うからといって，要配慮個人

情報の取扱いについて規制せずにおくことが妥当とは言えず，国の行政機関

においても，速やかに要配慮個人情報についての取扱規制を導入することこ

そが必要である。 

それにもかかわらず，改正法の解釈として，要配慮個人情報の取得や提供

等に関する独自の規律を追加することなどが地方公共団体には許されないと

すると，これまでの地方公共団体や民間事業者における取組の実績を否定す

ることとなり，要配慮個人情報を規定する意義を大きく損ない，個人情報保

護の後退をもたらすことは明白である。 

(2) オンライン結合について 

    「改正後の個人情報保護法においては，オンライン化や電子化を伴う個人

情報の取扱いのみに着目した特則を設けておらず，法が求める安全管理措置

義務等を通じて，安全性確保を実現することとしており，条例でオンライン

化や電子化を伴う個人情報の取扱いを特に制限することは許容されない。」

との記述がある（問合せの「オンライン結合制限」より）。 

    改正法ではオンライン結合についての規定が置かれていないが，それは地

方公共団体がオンライン結合の制限規定を置くことを許さない趣旨であると

の解釈を示すものである。 

オンライン結合（電子計算機組織を通信回線で結合して情報をやり取りす

ること）についても，多くの地方公共団体では，「公益上の必要性」「個人の

権利利益を侵害するおそれがないこと」など通常の第三者提供よりも重い要

件を設けている。その数は，概要４５頁によれば，都道府県のうち４４団体，

市区町村のうち１６２５団体に上る。しかし，国の行政機関はこのような制

度を導入していない。 

上記のとおり，個人情報保護委員会は，改正法の解釈として，オンライン

結合を制限することは許容されないとするが，これはオンライン化における

安全性の確保という課題を軽視するものである。オンライン化における安全

性の確保はデジタル社会を成立させるための基盤であり，原則禁止はそのよ

うな基盤に資する制度である。デジタル社会を進める上でどのような規制が

望ましいかは検討及び改善し続けるべき課題であり，地方公共団体がオンラ
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イン結合について規制を設けることを全面的に禁止することは，これまでの

地方公共団体の実績を否定し，デジタル社会におけるリスクを増大させ，個

人情報保護の後退をもたらすものである。 

(3) 個人情報保護に関する審議会について 

    「改正後の個人情報保護法においては，個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くことが「特に必要である」場合に限

って，審議会等に諮問することができることとしており，個人情報の取得，

利用，提供，オンライン結合等について，類型的に審議会等への諮問を要件

とする条例を定めることは，今回の法改正の趣旨に照らして許容されない。」

との記述がある（問合せの「審議会への諮問」より）。 

    改正法では地方公共団体が設置する審議会について，その役割を限定する

規定を置いている（改正法第１２９条）が，審議会の構成や役割の範囲等は

条文自体からは明らかではない。 

地方公共団体の多くは，個人情報保護に関する審議会を設置している。そ

して，審議会に個人情報保護に関する重要な政策（個人情報保護条例の改正

等）について諮問したり，個人情報保護条例の規定に基づき，要配慮個人情

報の取扱い，目的外利用・提供，オンライン結合，本人外収集等原則として

禁止とする事項について審議会への諮問を経て例外的に認めることができる

ようにしたりすることにより，地方公共団体における個人情報保護と行政運

営上の利活用の必要性とを調整してきた。また，審議会は，審議過程で原案

を修正させたり，運用上の留意点を指摘したりするなどして，適切な運用に

寄与してきた。併せて審議会には専門家に加え住民の代表が加わるところも

あり，また議論の過程を公表することで，個人情報を取り扱う政策について

の住民参加や情報公開を果たしてきた。 

審議会について，改正法第１２９条では，「個人情報の適正な取扱いを確保

するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めると

きには，審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。」と限定的に

規定されており，規律の考え方では，上記のように，個人情報の取得等につ

いて，審議会等への諮問を要件とする条例は許容されないとの解釈を示して

いる。 

しかし，地方公共団体の個人情報保護に関する審議会の役割を制限するこ

とは，地方自治，住民参加，情報公開の理念に反する。個々の地方公共団体

で審議すべき事項については当該地方公共団体が自ら定めるべきことであり，

個人データの流通をことさら阻害するものでないならば，法律によって制限
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する合理性はない。むしろ地方公共団体の具体的な事務状況を踏まえた審議

会での議論によってこそ新たな利活用の途を開く可能性があるのであり，適

正なデジタル社会推進にとっても有益である。こうした審議会の役割に照ら

せば，審議事項についての「専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要なとき」という要件は柔軟に解釈すべきである。 

また，その構成も情報セキュリティの専門家や個人情報保護法制の専門家

にとどまらず，弁護士等法律一般の専門家や，個人情報保護が問題となる，

医療，教育あるいは行政と関わるＮＰＯ活動などに詳しい者も，広く「専門

的な知見に基づく意見」を述べる者に当たるという課題に応じた柔軟な解釈

運用がなされるべきである。 

(4) 行政機関等匿名加工情報について 

「（行政機関等匿名加工情報に関する規律について）地方公共団体の機関及

び地方独立行政法人（規律移行法人を含む。）に関しても，国の行政機関及び

独立行政法人等と同様の規律が適用されることになるが，（中略）当分の間は

都道府県及び指定都市のみに提案募集を義務付けることとする。」との記述

がある（規律の考え方７頁）。 

都道府県及び指定都市以外について個人情報保護委員会規則により当分の

間は匿名加工情報の利用を希望する者からの提案募集の義務付け対象から除

外するとしても（第１１２条，第１１１条），改正法では，行政機関等匿名加

工情報の規定がそのまま地方公共団体に適用される（第１０９条以下）。 

地方公共団体の行政機関等匿名加工情報（法改正前の非識別加工情報）の

導入について，当連合会は，２０１７年８月２４日付け「個人情報保護条例

の見直しによる非識別加工情報の性急な導入に反対する意見書」により，「個

人情報保護条例を見直して非識別加工情報の仕組みを導入することについて

は，プライバシー侵害を招くことにならないよう，当該地方公共団体の個人

情報保護に関する方針と非識別加工についての技術的な対応能力などその区

域の特性に応じて，当該地方公共団体が主体的かつ慎重に検討して決するべ

きであり，国が全国の地方公共団体において非識別加工情報を一律に導入す

ることを性急に推進するべきではない。」との意見を表明した。今日に至るま

で地方公共団体において非識別加工情報の仕組みを導入しているところはご

くわずかであり（概要４６頁によれば，都道府県で２団体，市区町村で９団

体にとどまる。），導入の条件が整っているとは言い難い。それにもかかわら

ず一律に行政機関等匿名加工情報の仕組みの導入をさせ，かつ，都道府県及

び指定都市についていきなり提案募集を義務付けるのは実際的でなく，妥当
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ではない。行政機関等匿名加工情報の仕組みの導入の時期は，各地方公共団

体の判断に委ねるべきである。 

(5) その他の問題点 

    規律の考え方は，上記のほかにも，個人情報ファイル簿の作成・公表の義

務付けとその一方での広範な例外事由2（従前の地方公共団体の個人情報取扱

事務登録簿等を併用することも認めるが，実際には広範な例外規定がある国

の個人情報ファイル簿に統一しようとするもの），本人外収集の規制を認め

ないこと，訂正請求等について開示請求を先行させたもの等に限定すること

などの諸点で，現行の多くの個人情報保護条例より制度を後退させるもので

ある。また，地方公共団体の議会が改正法の適用対象から除かれること（改

正法第２条第１１項第２号括弧書き）に伴い，これまで議会と行政機関が同

一内容の条例の適用を受けている多くの地方公共団体において，大きな混乱

が生じるおそれがある。 

３ 法制度的な観点からの検討 

(1) 憲法は，地方自治の本旨を規定し（第９２条），地方公共団体に条例制定権

を保障している（第９４条）。 

そして，平成１１年に成立し，平成１２年から施行されたいわゆる地方分

権一括法によって，それまで機関委任事務に関して国の包括的指揮監督権が

あり法令の解釈についても地方公共団体を拘束する制度となっていたものが

全廃され，地方公共団体に法令の自主解釈権があることとなった。 

現在の地方自治法は「地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に

当たって，地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしな

ければならない。」（第１条の２第２項），「地方公共団体に関する法令の規定

は，地方自治の本旨に基づき，かつ，国と地方公共団体との適切な役割分担

を踏まえたものでなければならない。」（第２条第１１項），「地方公共団体に

                                                 
2 第７４条第２項各号で，犯罪の捜査，租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は

公訴の提起若しくは維持のために作成し，又は取得する個人情報ファイル，当該機関の職員

又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって，専らその人事，給与若しくは福利厚

生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（当該機関が行う職員の採用試験に

関する個人情報ファイルを含む。），１年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する

個人情報ファイル，資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利

用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって，送付又は連絡の相手方の氏名，住所

その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの，職員が学術研究の用に供するため

その発意に基づき作成し，又は取得する個人情報ファイルであって，記録情報を専ら当該学

術研究の目的のために利用するもの，本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイ

ルなどが列挙されている。 
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関する法令の規定は，地方自治の本旨に基づいて，かつ，国と地方公共団体

との適切な役割分担を踏まえて，これを解釈し，及び運用するようにしなけ

ればならない。」（同条第１２項），「法律又はこれに基づく政令により地方公

共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては，国は，

地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特

に配慮しなければならない。」（同条第１３項），そして「国は，普通地方公共

団体が，その事務の処理に関し，普通地方公共団体に対する国又は都道府県

の関与を受け，又は要することとする場合には，その目的を達成するために

必要な最小限のものとするとともに，普通地方公共団体の自主性及び自立性

に配慮しなければならない。」と規定している（第２４５条の３第１項）。 

(2) もともと地方公共団体の保有する個人情報の取扱いは，地方公共団体に居

住する住民に対する行政サービスを行う前提として行われている自治事務

（地方自治法第２条第８項）である。自治事務について各地方公共団体が設

けた制度は地方自治の本旨（憲法第９２条）の観点から尊重されるべきであ

り，法令に基づいて当該地方公共団体の地理的な枠を越えて個人情報を利活

用しようとする場合であっても，上記の地方自治法の諸規定に照らし，国に

は地方公共団体が地域の特性に応じて事務処理をすることやその際の地方公

共団体の自主性及び自立性への配慮が求められる。 

(3) 我が国において，個人情報保護制度は，国に先行して地方公共団体が試行

錯誤しつつ創意工夫を重ねて制度化を進めてきたものであり，既に述べたよ

うに，今日でも地方公共団体の条例の方が国の行政機関の個人情報保護制度

よりも個人情報保護の面でより厳格で保護を重視している点が多い。したが

って，法律により，既にある地方公共団体の個人情報保護制度を強制的に画

一化することは，地方自治法の上記諸規定に反するにとどまらず，憲法の保

障する地方自治の本旨を否定し，条例制定権を不当に制約するものであって，

憲法違反の疑いが強い。したがって，改正法を合憲的に解釈するためには，

地方公共団体の個人情報保護制度を国と同レベルのものに画一化するもので

はないという解釈運用がなされる必要がある。 

(4) 改正法は，第５条「地方公共団体の責務」において，「地方公共団体は，こ

の法律の趣旨にのっとり，国の施策との整合性に配慮しつつ，その地方公共

団体の区域の特性に応じて，地方公共団体の機関，地方独立行政法人及び当

該区域内の事業者等による個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な

施策を策定し，及びこれを実施する責務を有する。」と規定しており，改正に

より「国の施策との整合性に配慮しつつ」と追記されたものの，地方公共団
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体には，これと並列的に，区域の特性に応じて主体的に必要な個人情報保護

施策を行うべき責務があることを明らかにしている。この条文を根拠に，改

正法について合憲的解釈をすべきである。すなわち，長年運用され定着して

きた個人情報保護条例の実績や，その地域の特別な事情から個人情報の取扱

いを国より厳しくすることは，当該地方公共団体における「区域の特性」と

して許容され得ると解釈運用されるべきである。 

(5) 立法経過を振り返っても，前述のように，最終報告では，「法制化後も，地

方公共団体等が地域の課題に対処するため，国による対応を待つことなく独

自の施策を展開することは依然として求められるものであり，これに伴い保

有する個人情報について，法律の範囲内で，必要最小限の独自の保護措置を

講じることについては，否定されるべきものではない」（３４頁）としている

上，「共通ルールよりも保護の水準を高めるような規定を条例で定めること

は，必ずしも否定されるものではない」とも述べている（４０頁）。 

また，国会における附帯決議は，個人情報の適正な取扱いに関して制定さ

れた条例については，地方自治の本旨に基づき，最大限尊重すること，さら

にそれが全国に適用されるべき事項であれば，むしろ個人情報保護法令の見

直しを検討することを求めている。 

そして，法改正後の個人情報保護委員会においても，前述のように地方公

共団体の意見を十分尊重すべきことが繰り返し議論されている。 

(6) そもそも，１９８０年のＯＥＣＤ理事会勧告以来，個人情報の利活用の前

提として，個人情報保護を制度化することが不可欠であるという考え方から

個人情報保護制度が設けられたものである。デジタル社会を推進するにはそ

れにふさわしい保護制度のレベルアップが必要であり，個人情報保護条例に

基づく個人情報保護を後退させることでデジタル社会を実現しようとするこ

とは，プライバシー保護にとって大きな危険をはらむことを忘れてはならな

い。 

(7) デジタル社会を適正に推進する上で，用語の共通化を始めとして一定の共

通ルール化が必要であることは言うまでもない。しかし，どの範囲の共通化

が必要なのか，即共通化しなければならないのか，一定の時間をかけて共通

化していくことでよいのか（やむを得ないのか）など，地方公共団体の自主

性及び自立性を踏まえて慎重に検討することが必要である。ところが，実際

には法改正の過程では不十分な議論しかなされなかった。そのため画一的な

表現の法改正こそなされてしまったものの，解釈運用に当たっては，地方公

共団体の意見を尊重して必要以上の画一化とならないようにすることが求め
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られているのである。 

(8) 個人情報保護委員会が，たたき台であるべき規律の考え方において，繰り

返し「許容されない」といった強い表現を用い，確定した解釈であるかのよ

うに地方公共団体に伝えて，個人情報保護条例を後退させ，画一化を推し進

めようとしていることは，憲法，地方自治法及び個人情報保護法の趣旨に沿

わないものである。 

４ 結論 

(1) 以上に述べたところから，個人情報保護委員会は，規律の考え方について，

それが確定した解釈であるかのように周知することを差し控え，地方公共団

体や，当連合会も含む各界有識者，国民の意見を虚心坦懐に受け止めて再検

討すべきである。 

(2) 再検討に当たっては，地方公共団体が個人情報保護制度の運用において個

人情報保護委員会よりはるかに先駆的・実践的に取り組んできたという経過

と，その経過を踏まえた制度設計や解釈運用を理解し，条例制定権を尊重し，

条例の画一化を性急に進めようとすべきではない。例えば，要配慮個人情報

やオンライン結合の規制を一律に否定すべきではなく，個人情報保護に関す

る審議会の役割や構成，行政機関等匿名加工情報の導入については各地方公

共団体の意向を尊重すべきである。 

(3) また，規律の考え方にあるような解釈を招来したことは，改正法自体に問

題があるからである。改正法について再検討し，地方公共団体の条例制定権

を不当に制約しないものに，速やかに改正するべきである。 

(4) したがって，個人情報保護委員会を始めとする国の機関は，条例制定権を

不当に制約する解釈を改め，さらにかかる解釈をもたらす改正法の規定を速

やかに改正するべきである。 

また，地方公共団体は，現時点における国の解釈にかかわらず，これまで

の個人情報保護条例の運用を踏まえて，自らの区域内における個人情報保護

施策を後退させることのないよう自主性及び自立性を持って改正法を解釈運

用する権限と責務があることを自覚し，必要であれば国に対し意見を述べて

いくことを含め，適切な個人情報保護制度の運用に努めるべきである。 

以上 

Mantetsu
92/123



Mantetsu
93/123



 

Mantetsu
94/123



 

1 
 

ูῧ 

ಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍἲᚊࡢᨵṇ➼క࠺ಶேሗಖㆤไᗘཬࡧሗ 

බ㛤ไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂ࡚࠸ࡘ㸦⟅⏦㸧 

 

┠ḟ 

㸯 3 ........................................................................ ࡵࡌࡣ 

㸰 ಶேሗಖㆤไᗘ5 ........................................................ ࡚࠸ࡘ 

(1) ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿࡵᚲせࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶ࡀ㡯5 ....࡚࠸ࡘ 

 ㈇ᢸ .................................................................... 5⏝㈝ 

 ᡭᩘᩱ .............................................. 5ࡿಀ⏝ࡢ༏ྡຍᕤሗ 

(2) ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ㡯ཬࡧ 

᮲࡛ᐃࡀࡇࡿࡵጉࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆ㡯6 ............... ࡚࠸ࡘ 

 ᮲せ㓄៖ಶேሗ .......................................................... 6 

 ಶேሗົⓏ㘓⡙ .................................... 7ࡧ⡙ཬࣝࣇಶேሗ 

 㛤♧⩏ົ .................................................................... 8 ࢘

 ᮇ㝈 ............................................................ 9ࡢ➼㛤♧Ỵᐃ ࢚

 㛤♧ㄳồ๓⨨ .................................. 9ࡿࡅ࠾ゞṇㄳồ࣭⏝Ṇㄳồ ࢜

 ㅎၥ௳ ......................................................... 10ࡢᑂ㆟ ࢝

 10 .................................................. ࡚࠸ࡘ㡯࡞㔜せࡢࡢࡑ (3)

 ᶵ㛵 ........................................... 10ࡿ࡞㇟ᑐࡢಶேሗಖㆤไᗘ 

 ไ㝈 ................................................... 11ᢅྲྀࡢせ㓄៖ಶேሗ 

 ไ㝈 ................................................................. 14ࡢ㞟 ࢘

 ไ㝈 ......................................................... 17ࡢᥦ౪ࡧ⏝ཬ ࢚

 ᥦ౪ ....................................................... 17ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲ ࢜

 ሗබ㛤ᑂᰝ ....................................... 21ࡧಶேሗಖㆤᑂᰝཬ ࢝

 බ⾲ ............................................................. 21ࡢ㐠⏝≧ἣ ࢟

㸱 ሗබ㛤ไᗘ22 ........................................................... ࡚࠸ࡘ 

(1) ಶேሗಖㆤไᗘྜᩚࡢᛶࢆ☜ಖࡵࡓࡿࡍᑐᛂࡀᚲせ࡞㡯22 .......... ࡚࠸ࡘ 

 ᐃ⩏ ................................... 22ࡢᨻᩥ᭩㸦ᆅ᪉බඹᅋయ➼⾜ᨻᩥ᭩㸧⾜ 

Mantetsu
95/123



 

2 
 

 㔞ⓗබ㛤 ................................... 23ࡧ㠀බ㛤ሗᛶཬࡢ༏ྡຍᕤሗ 

 ᮇ㝈 ........................................................... 23ࡢ➼㛤♧Ỵᐃ ࢘

 ᮇ㝈 ............................................. 24ࡢฎศ⥆ᡭࡢබ㛤ࡢฎศᚋ ࢚

 ㈇ᢸ ................................................................... 24⏝㈝ ࢜

 ሗබ㛤ᑂᰝ ....................................... 25ࡧಶேሗಖㆤᑂᰝཬ ࢝

 ᡭ⥆ ....................................... 25ࡿࡅ࠾➼ሙྜࡿࡍᲠ༷ࢆᑂᰝㄳồ ࢟

 26 .................................................. ࡚࠸ࡘ㡯࡞㔜せࡢࡢࡑ (2)

㸲 26 ....................................................................... ࡾࢃ࠾ 

 

 

 

Mantetsu
96/123



 

3 
 

 

㸯 ࡵࡌࡣ 

(1)  ⚄ዉᕝ┴ಶேሗಖㆤ᮲࡚࠸ࡘ 

ᮏ┴࡛ࠊࡣሗฎ⌮ᢏ⾡ࠊ㏻ಙᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࢆ⫼ᬒࠊ࡚ࡋ㔞ࡢಶேሗࡀ✚ࠊ⏝

ࡢࡁࡓࡋ㞟ࡸ⏝ࡢಶேሗࡓࡗㄗࠊ㠃ࡍࡽࡓࡶࢆ౽♫ࠊࡀࡇࡿࢀࡉ

࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢᐖࡢ┈ᶒࡢಶேࡿࡼ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗ࡞㐺ṇࡢ➼⏝ࡓࡋど↓ࢆ

࡚ࡋቑࡀᏳឤࡿࡍᑐ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗ㛫ࡢఫẸࡶព㆑ㄪᰝ࡛✀ྛࠊࡓࡲࠊࡇࡿ

ࠊ࡚ࡋ᮲ࡿಀಶேሗಖㆤࠊ࡚ࡵึ࡛┴㒔㐨ᗓࠊᖹᡂ㸰ᖺࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ࡞ࡇࡿ࠸

⚄ዉᕝ┴ಶேሗಖㆤ᮲㸦ᖹᡂ㸰ᖺ⚄ዉᕝ┴᮲➨㸴ྕࠋ௨ୗࠕಶேሗಖㆤ᮲ࠖ

 ࠋࡓࡋ⾜ไᐃ࣭ࢆ㸧ࠋ࠺࠸

ಖ㞀ࡶఱேࢆᶒࡿࡵồࢆゞṇࡧ㛤♧ཬࡢಶேሗࡿࡍಖ᭷ࡀᶵ㛵ࡢ┴ࠊࡣ᮲ࡢࡇ

⪅Ẹ㛫ᴗࠊࡓࡲࠊࡵᐃࢆ࣮ࣝࣝࡢ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾ᶵ㛵ࡢ┴ࠊࡶࡿࡍ

ಶேሗྲྀᢅᴗົⓏ㘓ไᗘ㸦㏻⛠㸸PDࠊࡶ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾ ไࢡ࣮࣐

ᗘ㸧ࢆタࠊ➼ࡿࡍ⮬ⓗ࡞つไࡍಁࢆෆᐜࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞⮬ᕫሗ㛤♧ㄳồᶒ

ࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊᅜࠊࡣᅾ࡛⌧ࠊࡣ➼࣮ࣝࣝࡢ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾Ẹ㛫ࡧᨻཬ⾜ࡸ➼

Ẹ㛫࡚࡚࠸ࡘἲไᗘᩚࡀഛࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᙜࡣ࡚ࡋ⏬ᮇⓗࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ゝ࠼

 ࠋࡿ

ᖹᡂࠊࡶ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤ᮲ไᐃᚋࠊ࡚ࡋࡑ 15 ᖺᡂ❧ࡓࡋಶேሗࡢಖㆤ

㛵ࡿࡍἲᚊ㸦ᖹᡂ 15 ᖺἲᚊ➨ 57 ࡢᨻᶵ㛵⾜ࠊࡸ㸧ࠋ࠺࠸ಶேሗಖㆤἲࠖࠕ௨ୗࠋྕ

ಖ᭷ࡿࡍಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦ᖹᡂ 15 ᖺἲᚊ➨ 58 ᨻᶵ㛵ಶேሗ⾜ࠕ௨ୗࠋྕ

ಖㆤἲࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡸᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡿࡅ࠾ಖㆤᥐ⨨ࢆ㋃ࠊࡘࡘ࠼ࡲᮏ┴ᚲ

せ࡞ಶேሗಖㆤᥐ⨨ࠊ࡚ࡋ♫≧ἣࡢኚᛂ᳨⮬⊃࡚ࡌウࠊᐇࠊࡋ┴Ẹࡢಙ

㢗㛵ಀࢆ⠏ࠋࡓࡁ࡚࠸ 

 

ಖㆤࡢಶேሗࡿࡼἲᚊࡿࡍ㛵ഛᩚࡢ㛵ಀἲᚊࡢࡵࡓࡿᅗࢆᙧᡂࡢ♫ࣝࢱࢪࢹ  (2)

㛵ࡿࡍἲᚊࡢᨵṇ➼࡚࠸ࡘ 

௧㸱ᖺ㸳᭶ 19 ᪥ࣝࢱࢪࢹࠊ♫ࡢᙧᡂࢆᅗࡢࡵࡓࡿ㛵ಀἲᚊᩚࡢഛ㛵ࡿࡍἲᚊ

㸦௧㸱ᖺἲᚊ➨ 37  ࠋࡓࢀࡉබᕸࡀ㸧ࠋ࠺࠸ᙧᡂᩚഛἲࠖ♫ࣝࢱࢪࢹࠕ௨ୗࠋྕ

ᨻᶵ㛵ಶே⾜ࠊἲྠࠊࡋᨵṇࢆಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸࠾ᙧᡂᩚഛἲ♫ࣝࢱࢪࢹ

ሗಖㆤἲཬࡧ⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡢಖ᭷ࡿࡍಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦ᖹᡂ 15 ᖺἲᚊ➨

59 ྕ㸧ࠊࡶࡿࡍྜ⤫ࢆᆅ᪉බඹᅋయࡢಶேሗಖㆤไᗘࡶ࡚࠸ࡘ⤫ྜᚋࡢἲᚊ
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ࡇࡿࡍඖ୍ಶேሗಖㆤጤဨࢆ⟶ᡤࡢࡑࠊࡋつᐃࢆඹ㏻࣮ࣝࣝ࡞ᅜⓗ࡚࠸࠾

 ࠋࡓࢀࡉ

ಶேሗಖㆤἲࡢᨵṇ࡚ࡗࡼ࡚ࡢᆅ᪉බඹᅋయ㐺⏝ྠࡿ࡞ࡇࡿࢀࡉἲࡢつᐃ

ᆅྛࠊࢀࡉࡢࡶࡿࡵᐃࢆつᚊ࡞ᶆ‽ⓗࡢࡵࡓࡿᅗࢆ❧୧ࡢ⏝άಖㆤࡢಶேሗࠊࡣ

᪉බඹᅋయྠࠊࡣ࡚࠸࠾ἲࡢ⾜㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࡿࡅ࠾ಶேሗ࠸ᢅྲྀࡢಀ

㛵ࡧ㊃᪨࣭┠ⓗཬࡢἲྠࠊ㛫ࡢ࡛ࡲ㸧ࠋ௧㸳ᖺ㸲᭶㸯᪥⾜ணᐃࠊࡣ࡚࠸ࡘつᐃࡿ

ಀつᐃࠊ࡚ࡋࡽ↷᮲ྛࡢつᐃ࡚࠸ࡘᨵṇ➼ࡢせྰ᳨ࢆウࠊୖࡢ㐺ษᑐᛂࡇࡿࡍ

 ࠋࡓࡗ࡞ᚲせࡀ

 

(3)  ᙜᑂ㆟ࡢㅎၥ࡚࠸ࡘ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠖࠕಶேሗಖㆤἲ㸦௨ୗࡢᨵṇᚋࡿࡼᙧᡂᩚഛἲ♫ࣝࢱࢪࢹ

࡚࠸ࡘつᐃࡿࡍ㛵ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡸᶵ㛵ࡢᆅ᪉බඹᅋయࠊࡕ࠺ࡢつᐃࡢ㸧ࠋ࠺࠸

ࡿࢀࡉ⾜ࡽ᪥ࡿࡵᨻ௧࡛ᐃ࡚࠸࠾⠊ᅖෆ࠸࡞࠼㉸ࢆ㸰ᖺ࡚ࡋ⟭㉳ࡽ᪥ࡢබᕸࠊࡣ

ಶேሗಖㆤไᗘࡢ┴ᮏࠊ㸧ࠋࡓࢀࡉ௧㸳ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡣ⾜ᮇ᪥ࠊ㸦ᚋ᪥ࡾ࡞ࡇ

 ࠋࡓࡌ⏕ࡀᚲせࡿࡎㅮࢆᑐᛂࡢᡤせࡶ࡚࠸ࡘ

☜ࢆᛶྜᩚࡢಶேሗಖㆤไᗘࠊࡶ࡚࠸ࡘሗබ㛤ไᗘࡢ┴ᮏࠊ࠸కࢀࡇࠊࡓࡲ

ಖࠊࡵࡓࡿࡍᡤせࡢᑐᛂࢆㅮࡿࡎᚲせࠋࡓࡌ⏕ࡀ 

௧㸱ᖺࠊࡵࡓࡢࡇ 11 ᭶ 18 ᪥ࠊ▱ࡽᙜᑂ㆟ࠊಶேሗಖㆤ᮲➨ 50 ᮲ཬ

ዉᕝ┴ሗබ㛤᮲㸦ᖹᡂ⚄ࡧ 12 ᖺ⚄ዉᕝ┴᮲➨ 26 ࠸ሗබ㛤᮲ࠖࠕ௨ୗࠋྕ

➨㸧ࠋ࠺ 30 ᮲➨㸰㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࠊࡁḟࡢ㡯┠ࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶࡢ࡚࠸ࡘㅎၥࡀ

 ࠋࡓࢀࡉ࡞

 

 ࡚࠸ࡘಶேሗಖㆤไᗘ 

   (㺏) ᨵṇᚋࡢಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿࡵᚲせࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶ࡀ㡯ࡘ

 ࡚࠸

   (㺐) ᨵṇᚋࡢಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ㡯ཬ

 ࡚࠸ࡘ㡯ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆጉࡀࡇࡿࡵ᮲࡛ᐃࡧ

   (㺑) ࡢࡑࡢ㔜せ࡞㡯࡚࠸ࡘ 

 

 ࡚࠸ࡘሗබ㛤ไᗘ 

   (㺏) ಶேሗಖㆤไᗘྜᩚࡢᛶࢆ☜ಖࡵࡓࡿࡍᑐᛂࡀᚲせ࡞㡯࡚࠸ࡘ 
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   (㺐) ࡢࡑࡢ㔜せ࡞㡯࡚࠸ࡘ 

 

 ࡚࠸ࡘᑂ㆟ࡢ࡚ࡅྥ⏦⟆  (4)

▱ࡢࡽㅎၥࠊࡅཷࢆᙜᑂ㆟࡛ࠊࡣ௧㸱ᖺ 11 ᭶ࡽ௧㸲ᖺ㸳᭶ࠊ࡛ࡲィ㸵ᅇ

 ࠋࡓࡡ㔜ࢆᑂ㆟ࠊࡋ㛤ദࢆᑂ㆟ࡾࡓࢃ

ᑂ㆟ࠊࡣ࡚࠸࠾ಶேࡢᶒ┈ࡢಖㆤ࠺࠸ほⅬࢆ㔜どࡓࡋᑐᛂࡢ᪉ྥᛶࢆ┠ᣦࠊࡋ

ಶேሗಖㆤጤဨࡽᥦ౪ࡓࢀࡉ㈨ᩱ➼࡛ࡣ᫂☜࡞Ⅼࠊࡣ࡚࠸ࡘᙜᑂ㆟ࡽಶู

 ࠋࡓࡵ㐍ࢆウ᳨࡚࠼ࡲ㋃ࡶ⟆ᅇࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆ↷ࡢ

௧㸲ᖺ㸳᭶ࠊ࡚ࡋࡑ 30 ᪥ࠊḟࠊࡾ࠾ࡢᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࠺⾜ࢆࡵࡲࡾྲྀ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡓࡗ⮳

 

 

㸰 ಶேሗಖㆤไᗘ࡚࠸ࡘ 

(1)  ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿࡵᚲせࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶ࡀ㡯࡚࠸ࡘ 

 ㈇ᢸ⏝㈝ 

ᮏㄽⅬࡣሗබ㛤ไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶᐦ᥋㛵㐃ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᚋ㏙ࡢ

㡯␒㸱㸦㸯㸧ࠊ࡚࢜ሗබ㛤ไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚ࡏేグ㍕ࠋࡿࡍࡇࡿࡍ 

 

 ᡭᩘᩱࡿಀ⏝ࡢ༏ྡຍᕤሗ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡀಖ᭷ࡿࡍಶேሗࠊࢆ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ู࡛࡞ࡁ

ᆅ᪉බඹࠊࡀᥦ౪ไᗘࡢ༏ྡຍᕤሗࡿ࠶ไᗘ࡛ࡿࡍᥦ౪⪅Ẹ㛫ᴗ࡚ࡋຍᕤ࠺ࡼ࠸

ᅋయࡢᶵ㛵ࡶᑟධࠋࡿ࡞ࡇࡿࢀࡉ 

ᐇࠊࡣ⪅ࡿࡍ⤖⥾ᶵ㛵ࡢᆅ᪉බඹᅋయࠊࢆዎ⣙ࡿࡍ㛵⏝ࡢ༏ྡຍᕤሗࠊ࡚ࡋࡑ

࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ⣡ࢆᡭᩘᩱࡢ㢠ࡿࡵ᮲࡛ᐃ࡚ࡋ‽ᶆࢆ㢠ࡿࡵᨻ௧࡛ᐃ࡚ࡋ຺ࢆ㈝

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠸

⌮ྜࡢ➼㈝ᐇࡸṦ≉ࡢᅋయࠊࡣሙྜࡿࡍࢆࡵᐃࡿ࡞␗᮲࡛ᨻ௧௬ࠊⅬࡢࡇ

ⓗࠊࡸ⏤⌮࡞ົࡢᇳ⾜࡞࠺ࡼ࠺࠸ࡿࡌ⏕ࡀࢺࢫࢥ࡞ู≉࡚ࡗࡓ࠶ලయⓗࡀ⏤⌮࡞ᚲ

せࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄ 

຺ࢆ➼Ṧ≉ࡢ┴࡚ࡌᛂᚲせࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㢠ࡿࡵᨻ௧࡛ᐃ࡚ࡋ຺ࢆ㈝ᐇࠊࡵࡓࡢࡑ

ࠊ࡛ୖࡓࡋ᮲࡚࠸࠾㐺ษ࡞㢠ࡢᡭᩘᩱࢆᐃࡀࡇࡿࡵ㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 
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(2)  ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ㡯ཬࡧ᮲࡛

ᐃࡀࡇࡿࡵጉࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆ㡯࡚࠸ࡘ 

 ᮲せ㓄៖ಶேሗ 

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣಙ᮲ࠊṔ➼ࡢ 11 㡯┠ࡴྵࢆಶேሗࠊ࡚࠸ࡘᙜ࡞ᕪู

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋつᐃ࡚ࡋせ㓄៖ಶேሗࠊࡽ➼ࡇࡿ࠶ሗ࡛ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࢀࡉ⏝

ᨵṇಶேሗಖㆤἲྠࡸἲ⾜௧ࠊࡶ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤ᮲ࡌྠ 11 㡯┠ࢆせ㓄

៖ಶேሗ࡚ࡋつᐃࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋຍࠊ࡚࠼ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵➼ࡀಖ᭷ࡿࡍಶே

ሗࠊࡕ࠺ࡢᆅᇦࡢ≉ᛶࡢࡑࡢᛂࠊ࡚ࡌᮏேᑐࡿࡍᙜ࡞ᕪูࠊ೫ぢࡢࡑࡢ

┈≉࠸ᢅྲྀࡢࡑ࠺ࡼ࠸࡞ࡌ⏕ࡀ㓄៖ࢆせࡿࡍグ㏙➼࡚ࡋᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢ

᮲࡛ᐃࡿࡵグ㏙➼ࡿࢀࡲྵࡀಶேሗࠕࢆ᮲せ㓄៖ಶேሗࠖࠊࡋᚲせᛂࡇ࡚ࡌ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ᮲࡛ᐃࢆࢀ

᮲せ㓄៖ಶேሗࢆつᐃࡓࡋሙྜࡿࡅ࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲ➼ࡢ㐺⏝ࡢຠᯝ࠸ࡘ

ヱせ㓄៖ಶேሗࠊࡣ࡚ࡋ㛵࠸ᢅྲྀࡢࡑࠊࢀࡉᵝྠせ㓄៖ಶேሗᇶᮏⓗࡣ࡚

ᙜࢆྰࡿࡍၥࠊࡎࢃಶேሗࡢ࠸ᢅྲྀࡢつᚊࡀ㐺⏝ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡉಶேሗྲྀࡢ

ᕪࠊ࡛ࡇࡿࡍつᐃ᮲ࠊࡀࡿ࠶ࡣᵝ࡛ྠሙྜ࠸࡞ࡋつᐃ᮲ࡣຠᯝࡿࡅ࠾࠸ᢅ

ࡿ࠶ࡣຠᯝࡿࢀࡉ♧᫂ࡀࡇࡁࡿࢀࡉ㓄៖ࡣ࠸ᢅྲྀࡢࡑࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ➼ᐇࡢ➼೫ぢࡸู

ࡋ࡚ࡂࡍࡾ࡞ᗈ⠊ࡀつᐃ⠊ᅖࠊࡸ↓᭷ࡢἲᐇ❧ࡿࡍᚲせࢆつᐃࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪄

ࡍせࢆ⌮ᩚࡵணࠊ࡚࠸ࡘⅬࡓࡗ࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍタᐃࢆ⏺㝈࡞㐺ษ࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡲ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ

ᕪ࡞ᙜࡿࡍᑐᮏே࡚࠸࠾┴ᮏࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜつᐃࡢ᮲せ㓄៖ಶேሗࠊ࡚ࡗࡼ

┴ᮏࡿಀᐇࡢࡑࠊࡢࡶࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢࡑࡸᐇࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ┈ࡢࡢࡑ೫ぢࠊู

☜ࢆἲᐇ❧ࡢ➼ἣ≦ࡢṆ⚗ࡢᐖࡢ┈ᶒࡸᕪูࡿࡅ࠾➼ἲ௧ࡢࡸࡢ⮬⊃ࡢ

ㄆࢀࡇࠊࡶࡿࡍᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞つᐃ⠊ᅖ᳨ࢆウ≉ࠊࡋ㓄៖ࢆせࡿࡍಶேሗ࡛࠶

࠸ࡘಖㆤࡢ┈ᶒࡢಶேࡿࡍᑐ➼೫ぢࡸᕪูࠊࡾࡼࡇࡿࡍ♧᮲࡛᫂ࢆࡇࡿ

ⓗྜ⥲ࢆྰࡿ࠼࠸࠸ࡁࡀຠᯝࡢࡵࡓ࠺ᢅࡾྲྀ㐺ษࠊࡾࡲ㧗ࡀㄆ㆑ࡢ┴ᮏࡢ࡚

⪃៖ࠊࡋつᐃࡢせྰࡀࡇ࠺⾜ࢆุ᩿ࡢ㐺ᙜ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ᮏ┴ࡿࡅ࠾᪂࡞ࡓ⟇ࡸ♫

≧ἣࡢኚ➼ࢆ㋃ࠊ࡚࠼ࡲ㝶ࠊつᐃ᳨ࡢウࡀࡇ࠺⾜ࢆᮃࠋ࠸ࡋࡲ 

ಶேࡿࡍせࢆ㓄៖࡚࠸࠾ົࡢ┴ᮏࠊࡎࡽࢃ㛵つᐃࡢ᮲せ㓄៖ಶேሗࠊ࠾࡞

ሗࡢࡑࠊࡣ࠸ᢅྲྀࡢົࡢෆᐜࡸ┠ⓗࠊಶேሗࡢᛶ㉁➼ᛂࡓࡌಖㆤᥐ⨨ࢆᅗࠊࡾ㐺ษ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ⏝㐠࡞
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 ಶேሗົⓏ㘓⡙ࡧ⡙ཬࣝࣇಶேሗ 

(㺏) ಶேሗࣝࣇ⡙࡚࠸ࡘ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣಖ᭷ࡿ࠸࡚ࡋಶேሗࣝࣇ㸦ಖ᭷ಶேሗࡴྵࢆ

ሗࡢ㞟ྜ≀࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ᨵṇಶேሗಖㆤἲ➨ 60 ᮲➨㸰㡯㸯ྕཪࡣ㸰ྕᥖࡶࡿࡆ

ಶࡓࡋグ㍕ࢆ㡯ࡢᐃ୍ࡿಀࣝࣇᙜヱಶேሗࠊ࡚ࡋཎ๎ࠊ࡚࠸ࡘ㸧ࠋࡢ

ேሗࣝࣇ⡙ࢆసᡂࠊࡋබ⾲ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

ᴫࡧᏑᅾཬࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘࣝࣇಶேሗࡿࡍಖ᭷ࠊࡣ⡙ࣝࣇಶேሗࡢࡇ

せࢆ᫂ࡾࡼࡇࡿࡍࡽ㏱᫂ᛶࢆᅗࠊࡾ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡿࡅ࠾⏝┠ⓗࡢࡈಖ᭷

ಶேሗࡢ㐺ṇ⌮⟶࡞㈨ࠊࡶࡿࡍᮏேࡀ⮬ᕫ㛵ࡿࡍಶேሗࡢ⏝ࡢᐇែ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍㄆ㆑☜ⓗࡾࡼࢆ

㸦1,000ᩘࡢᐃ୍ࡀᩘࡢᮏேࠊࡣ࡚࠸ࡘ⡙ࣝࣇಶேሗࠊ࠾࡞ ே㸧࡞ࡓ‶

ࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋ㊃᪨ࡢἲࠊࡀࡿ࡞ᑐ㇟እࡢົ⩏⾲సᡂ࣭බࡣࣝࣇಶேሗ࠸

ᙜヱ୍ᐃ࠸࡞ࡓ‶ᩘࡢಶேሗࠊ࡚࠸ࡘࣝࣇಶேሗࣝࣇ⡙ࡢసᡂ࣭බ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠸࡞ࢀࡽࡆጉࡣࡇ࠺⾜ࢆ⾲

 

(㺐) ಶேሗົⓏ㘓⡙࡚࠸ࡘ 

ࡋཎ๎ࠊ࡚࠸ࡘົ࠺ᢅࡾྲྀࢆಶேሗࠊࡣಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡋᑐࢀࡇ

࡚ࢀࡉࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ഛࢆಶேሗົⓏ㘓⡙ࡓࡋグ㍕ࢆ㡯ࡢᐃ୍ࠊ࡚

ぴ⦪ࡢ⯡୍ࠊࡶࡿࡍሗ࿌ᑂ㆟ࠊࡣ࡚࠸ࡘᙜヱಶேሗົⓏ㘓⡙ࠊࡾ࠾

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࢀࡉ౪

✚ࠊࡋㄆ☜ࢆෆᐜࡸᡤᅾࡢሗࡿࡍ㛵ᕫ⮬ࡀ➼Ẹ┴ࠊࡣಶேሗົⓏ㘓⡙ࡢࡇ

ᴟⓗ⮬ศࡢሗ㛵ྛࠊࡶࡿࡍ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᐇᶵ㛵ࡽ࠶ࡣ

ࠊ࡛ࡇࡍ♧ಶேሗົⓏ㘓⡙ࠊࡋ☜᫂ࢆⓗ┠ᢅྲྀࡢಶேሗࡢࡈົࡵࡌ

┠ⓗࢆ㉸ࢆ࠸ᢅྲྀࡓ࠼ไ㝈ᢅྲྀࠊ࡞ࡿࡍ┠ⓗࡢࡈಶேሗࡢ㐺ṇ⌮⟶࡞ᙺ❧࡚

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

ಶேࡢ㏙ୖࠊࡣ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤ᮲ࠊ࡚࠸ࡘಶேሗົⓏ㘓⡙ࠊ࠾࡞

ሗࣝࣇ⡙࡞࠺ࡼࡢᮏேᩘࡢಀࡿ㝈ᐃࠋ࠸࡞ࡣ 

ಶேሗົⓏ㘓⡙ࡀከࡢࡃᆅ᪉බඹᅋయ࡛ά⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡉⅬ㚷ࠊࡳᨵṇಶே

ሗಖㆤἲࠊࡶ࡚࠸࠾ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵➼ࠊࡣ᮲࡛ᐃࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵಶே

ሗࡢಖ᭷≧ἣ㛵ࡿࡍ㡯ࢆグ㍕ࡓࡋᖒ⚊㸦ಶேሗ࠺ᢅࡾྲྀࢆົ༢࡛సᡂࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⾲බࠊࡋసᡂࢆᖒ⡙➼㸧ࡓ
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(㺑) ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘ 

ࡿࡅ࠾ಶேሗಖㆤ᮲ࡢ⾜⌧ࠊࡶ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲ⾜ᚋࠊⅬࡢࡇ

㐠⏝ᴫྠࡡ⛬ᗘࡢ⠊ᅖࡢົ➼ࠊ࡚࠸ࡘᘬࠊࡁ⥆ࡁ⮬ᕫࡢሗ㛵ࡀࡇࡿࡍ

ࡁ࡛ࡀࡇࡿ࡚❧ᙺ⌮⟶࡞㐺ṇࡢಶேሗࡿࡅ࠾┴ࠊࡶࡿࡍ࠺ࡼࡿࡁ࡛

ࡶࡁࡍࢆ⥆⥅ࡢಶேሗົⓏ㘓⡙ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ᅾసᡂ࣭බ⌧ࠊࡵࡓࡿࡍ࠺ࡼࡿ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄

ຍ⡙ࣝࣇಶேሗࡿࢀࡽࡅົ⩏ࡀసᡂࡾࡼᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡋࡋ

ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆ➼సᡂࡢಶேሗົⓏ㘓⡙ࡾ࠾࡛ࡲࢀࡇ࡚࠸ࡘົࡢ࡚ࠊ࠼

࡞㐺ṇࡢಶேሗࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡀㄢ㢟ࡽほⅬ࠺࠸㠀ຠ⋡ᛶ࠺క「㔜ࡢົࠊࡣ

 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸࡞࠼⾜ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡼົⓏ㘓⡙ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ⌮⟶

ᚲせ❧୧ࡢὶ㏻ࢱ࣮ࢹಶேሗಖㆤࠊࡣ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡋࡔࡓ

ಶேሗົⓏ㘓⡙ࠊࢁࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡘ㸯ࡢⓗ┠ࡀタᐃࡢඹ㏻࣮ࣝࣝ࡞ᅜⓗ࡞

ࡼࡿࡁᢕᥱ࡛ࡃᖜᗈࢆᡤᅾࡧෆᐜཬࡢಖ᭷ಶேሗࠊࡾࡼ➼⡙ࣝࣇಶேሗࡸ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࢀࡽࡵㄆࡶ᭷⏝ᛶࡢࡽほⅬࡢ⏝άࢱ࣮ࢹࠊࡣࡇࡃ࠾࡚ࡋ࠺

つᐃ᮲ࠊࡘࡘ࠸⾜ࢆ➼ࡋ┤ぢࡓࡋ຺ࢆຠ⋡ࡢົ࡚ࡌᛂᚲせࠊࡵࡓࡢࡑ

ᗘἲᐃ⛬ࡿ࠶ࢆ⡙ࣝࣇಶேሗࠊࡿࡍ⥆⥅ࢆ➼సᡂࡢಶேሗົⓏ㘓⡙࡚ࡋ

 ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿࡍసᡂ࡚࠼㉸ࢆ⠊ᅖࡢ

ಶேሗົⓏ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࡲࢀࡇࠊࡣሙྜࡿ࠶ᅔ㞴࡛ࡀࡽࢀࡑ

㘓⡙ࡢసᡂᑐ㇟࡛ࠊࡓࡗ࠶ᮏேᩘࡢ 1,000 ேᮍ‶ࡢ⠊ᅖࠊࡶ࡚࠸ࡘಶேሗົⓏ

㘓⡙ࢀࡇࠊ㢮ࡿࡍᖒ⚊➼ࠊࢆつ⛬➼᫂グ࡚ࡋసᡂ࣭බ⾲ࠊࡾࡼ࡞ࡇࡿࡍ

ෆ㒊ࢡࢵ࢙ࢳᶵ⬟ࠊࡸ┴Ẹ➼ࡿࡼ⮬ᕫ㛵ࡿࡍሗࡢᡤᅾࡸෆᐜࡢ☜ㄆᶵ⬟➼ࡼ

㐺ᙜࡀࡇ࠺⾜ࢆᑐᛂ࡞ᚲせࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉಖ☜ࡁ⥆ࡁᘬࡀ࠸ᢅྲྀ࡞㐺ṇࡢಶேሗࡿ

 ࠋࡿ࠶࡛

 

 ົ⩏♧㛤 ࢘

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧⩏ົࡢࡑࠊ࡚࠸࠾እ࡛ࡿ࠶㛤♧ሗ

➨ᆅ᪉⮬ἲࡣつᐃཪࡢ➼ἲ௧ࠕࠊ࡚ࡋࡘ㸯ࡢ 245 ᮲ࡢ㸷➨㸯㡯つᐃࡿࡍᇶ‽ࡢࡑ

ᐇᶵ㛵ࡀἲᚊୖᚑࢆົ⩏࠺᭷ࡿࡍᅜࡢᶵ㛵ࡢᣦ♧ࠊࡾࡼᮏே㛤♧࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵᐃࢆ㸧ࠋ࠺࠸ἲ௧⛎➼ሗࠖࠕሗࠖ㸦௨ୗࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸

࠸࡞࠸࡚ࡅタࢆつᐃࡿࡍ㛤♧ሗࢆἲ௧⛎➼ሗࠊࡣᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊⅬࡢࡇ
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࡚ࡗ࠶ሗ࡛࠸࡞࠸࡚ࡋつᐃ࡚ࡋ㛤♧ሗࡀᨵṇಶேሗಖㆤἲ࠺ࡼࡢࡇࠊࡢࡢࡶ

ሗබ㛤᮲࡚ࡗ࠶ሗ࡛ࡿࡎ‽㛤♧ሗࡿࡍつᐃᨻᶵ㛵ሗබ㛤ἲ➨㸳᮲⾜ࠕࠊࡶ

࡚࠸࠾㛤♧ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠸࡞ࡋᙜヱሗබ㛤᮲ྜᩚࡢᛶࢆ☜ಖࡍ

ࡇࡿࡍ㛤♧ሗࢆࢀࡇ᮲࡛ࠊࡣ࡚࠸ࡘࠖࡢࡶࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ♧㛤ࡵࡓࡿ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡀ

ࡿࡍつᐃᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣಶேሗಖㆤጤဨ࡛ࠊࡣἲ௧⛎➼ሗࠊࡋࡋ

ࡉゎ࠸࡞ࡋヱᙜࡣሗࠖࡿࡎ‽㛤♧ሗࡿࡍつᐃᨻᶵ㛵ሗබ㛤ἲ➨㸳᮲⾜ࠕ

ࡇ࠸࡞ࢀࡉチᐜࡣࡇࡿࡅタࢆつᐃࡿࡍ㛤♧ሗࢆࢀࡇ࡚࠸࠾᮲ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀ

➨ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸ࡘἲ௧⛎➼ሗࠊࡽ 78 ᮲➨㸯㡯ྛྕつᐃ࡚ࢀࡉ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆุ᩿ࡢ♧㛤ࡣ㛤♧ཪࠊ࡚࠸ᇶ࡙つᐃࡢ㛤♧ሗࡿ࠸

 

 ᮇ㝈ࡢ➼㛤♧Ỵᐃ ࢚

  ᮏㄽⅬࡣሗබ㛤ไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶᐦ᥋㛵㐃ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᚋ㏙ࡢ

㡯␒㸱㸦㸯㸧ࠊ࡚࢘ሗබ㛤ไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚ࡏేグ㍕ࠋࡿࡍࡇࡿࡍ 

 

 ⨨㛤♧ㄳồ๓ࡿࡅ࠾ゞṇㄳồ࣭⏝Ṇㄳồ ࢜

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡢゞṇㄳồ࣭⏝Ṇㄳồ㸦௨ୗࠕゞṇㄳồ➼ࠖ

㸦㛤♧ㄳồ๓ࡇࡿࡅཷࢆ㛤♧Ỵᐃࡿಀᙜヱಖ᭷ಶேሗࠊࡾࡓᙜ࠺⾜ࢆ㸧ࠋ࠺࠸

⨨⩏㸧ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࢀࡉゞṇㄳồ➼ࡢไᗘࡢ㐠⏝ᨭ㞀࠸࡞ࡌ⏕ࡀ㝈ࠊ࡚࠸࠾ࡾᆅ

᪉බඹᅋయࠊࡣ᮲ࡢᐃࠊࡾࡼࡵ㛤♧ㄳồ๓⨨⩏ࢆ᥇⏝ࡶࡇ࠸࡞ࡋጉࢀࡉ࠸࡞ࡆ

 ࠋࡓ

ղಖ᭷ಶࠊࡇ࠸࡞࡚ࡋ⏝᥇ࢆ⩏㛤♧ㄳồ๓⨨ࡣಶேሗಖㆤ᮲ࡢ⾜⌧ձࠊⅬࡢࡇ

ேሗࡢෆᐜ᫂ⓑ࡞ㄗࡀࡾㄆࡿࢀࡽࡵሙྜࡸಖ᭷ಶேሗࡢ⏝᫂ⓑ࡞᮲㐪ࡀㄆ

ᡭ⥆ⓗ㈇ᢸ࡞⏝↓⪅ㄳồࠊࡤࢀࡍ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞⤒ࢆ㛤♧ㄳồ࡛ࡲሙྜࡿࢀࡽࡵ

ࡢ➼ゞṇㄳồࠊࡣ㊃᪨ࡿࡍ⏝᥇ࢆ⩏㛤♧ㄳồ๓⨨ࡀճᨵṇἲࠊࡇࡿ࡞ࡇࡿ࠸ᙉࢆ

ไᗘࡢࡘᏳᐃⓗ࡞㐠⏝㈨ࡿࡍⅬồࠊࢁࡇࡿࢀࡽࡵ㛤♧ㄳồ๓⨨⩏ࢆ᥇⏝ࡋ

ᐇ࡞࠺ࡼࡿࡌ⏕ࡀᨭ㞀⏝㐠࡞Ᏻᐃⓗࡘࡢไᗘࠊ࡚࠸࠾ୗࡢ᮲⾜⌧࠸࡞࠸࡚

ࡋ⏝᥇ࢆ⩏㛤♧ㄳồ๓⨨ࠊࡁ⥆ࡁᘬࠊࡶ࡚࠸࠾ୗࡢᨵṇἲࠊࡽࡇ࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇ࠸࡞
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 ௳ㅎၥࡢᑂ㆟ ࢝

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣせ㓄៖ಶேሗࠊ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡢ┠ⓗእ⏝㺃ᥦ౪ࠊᮏே

௨እࡢࡽ⪅ࡢಶேሗࡢ㞟➼ࠊࡾࡓ࠶ᑂ㆟ࡢㅎၥࡀᚲせࡿ࡞ሙྜࠋࡿ࠶ࡀ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࠊࡣ᮲࡛ᐃࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵᨵṇಶ

ேሗಖㆤἲ➨㸱❶➨㸱⠇ࡢ⟇ࢆㅮࡿࡎሙྜࡢࡑࡢሙྜࠊ࡚࠸࠾ಶேሗࡢ㐺ṇ࡞

ࡿࡵㄆࡿ࠶ᚲせ࡛≉ࡀࡇࡃ⫈ࢆពぢࡃᇶ࡙ぢ▱࡞ᑓ㛛ⓗࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆ࠸ᢅྲྀ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍㅎၥᑂ㆟ࠊࡣࡁ

ᆅ᪉බඹᅋࡿࡼಶேሗಖㆤጤဨࠊࡣ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲ⾜ᚋࠊⅬࡢࡇ

యࡢ┘どࡶጞࡢ┴ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇࡿࡲ⟇ࡢ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࠊࡋಶேࡢᶒ

࣭┈ࡢಖㆤࢆࡢ┴ࠊࡘࡘࡋ࠺⟇ࢆᐇࠊࡾࡓ࠶ࡃ࠸࡚ࡋᑂ㆟ࡣᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡍࡓᯝࢆᙺ࡞

ࡿࡵㄆࡿ࠶ᚲせ࡛≉ࡀࡇࡃ⫈ࢆពぢࡃᇶ࡙ぢ▱࡞ᑓ㛛ⓗࠊ࡚ࡋ┴ࠊࡵࡓࡢࡑ

ሙྜࠊࡣ☜ᐇᑂ㆟ࡢពぢࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ⫈ࢆ᮲࡛㐺ษつᐃࡀࡇࡿࡍࢆ

㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 ࡚࠸ࡘ㡯࡞㔜せࡢࡢࡑ (3)

 ᶵ㛵ࡿ࡞㇟ᑐࡢಶேሗಖㆤไᗘ 

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍไᗘࢆᐇࡿࡍᶵ㛵࡛ࠕࡿ࠶ᐇᶵ

㛵ࠖࠊ࡚ࡋ▱ࡢ┴ࡓࡋࡵࡌࡣࢆᶵ㛵➼ࢆつᐃࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ୰㆟࠸࡚ࢀࡲྵࡶ

 ࠋࡿ

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸࠾ἲࡢ㐺⏝ᑐ㇟ᶵ㛵࡛ࠕࡿ࠶⾜ᨻᶵ㛵➼ࠖࡢ㸯ࠊ࡚ࡋࡘ

ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࢆつᐃࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ୰ࡣࡽ㆟ࡣ㝖ࠋࡿ࠸࡚ࢀ 

㆟ࡀ㝖ࡿ࠸࡚ࢀ㊃᪨ࠊࡣ࡚ࡋᅜࡸุᡤྠᵝࠊ㆟ࠊࡣ࡚࠸࠾⮬ᚊⓗ࡞ᑐ

ᛂࡶࡢಶேሗࡢ㐺ษࡀ࠸ᢅྲྀ࡞ᅗࡀࡇࡿࢀࡽᮃࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸ࡋࡲ 

ࡢᐇᶵ㛵ࠖࠕࡿࡍつᐃಶேሗಖㆤ᮲ࡀ㆟࡛ࡲࢀࡇࠊⅬࡢࡇ 1 ᮲ࠊ࡚ࡋࡘ

ࡅ࠾㆟ࠊࡶ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲ⾜ᚋࠊࡤࢀࡳ㚷ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᭹つᚊࡢ

ࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶ࡀᚲせ࠺⾜ࢆᑐᛂࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉಖ☜ࡁ⥆ࡁᘬࡀ࠸ᢅྲྀ࡞㐺ษࡢಶேሗࡿ

 ࠋࡿ

ಖㆤ࡞ᚲせࡿಀ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࠊࡾࡼつᚊࡢ➼᮲ࠊࡶ࡚࠸࠾㆟ࠊࡵࡓࡢࡑ

ᥐ⨨ࢆᐃࡀࡇࡿࡵ㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 
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 ไ㝈ᢅྲྀࡢせ㓄៖ಶேሗ 

(㺏) ᨵṇಶேሗಖㆤἲࡿࡅ࠾せ㓄៖ಶேሗ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ 

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣせ㓄៖ಶேሗࡣཎ๎ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗᢅࡾྲྀ࡚ࡋ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

୍᪉ࠊᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣせ㓄៖ಶேሗࢆ࠸ᢅྲྀࡢไ㝈ࡿࡍつᐃࡣ≉ẁタ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅ

ࠊ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍつᐃ⮬⊃᮲࡛ࠊࢆไ㝈ࡢ࠸ᢅྲྀࡢせ㓄៖ಶேሗࠊⅬࡢࡇ

ᅜࡣ࡛➼ࣥࣛࢻ࢞ࡢチᐜ࠸࡞ࢀࡉ㸦ᚑࡓࡗ࡞ࢃሙྜࠊἲ㐪ྍࡿࢀࡉุ᩿⬟

ᛶࠋࡿ࠶ࡀ㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ 

 

(㺐) せ㓄៖ಶேሗᢅྲྀࡢไ㝈ࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍ 

せ㓄៖ಶேሗࡢ࠸ᢅྲྀࡢไ㝈ࠊࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃࡀࡇࡿࡍチᐜ࠸࡞ࢀࡉ⌮⏤

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ㸰Ⅼᣲࠊࡣ࡛➼ࣥࣛࢻ࢞ࡢᅜࠊ࡚ࡋ

㸯Ⅼ┠ࠊࡣᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣάⓎࡿࡍᐁẸࡸᆅᇦࡢᯟࢆ㉸ࢱ࣮ࢹࡓ࠼ά

࣭⾮ᆒࡢᪧἲไࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡾࡼつᚊࡿࡼ᮲ࡸἲᚊࡢಶูࠊࡵࡓࡿࡍᑐᛂ⏝

ᩚྜࢆṇࠊࡋಶேሗࡢಖㆤࡵࡓࡢᚲせ࡞ᅜⓗ࡞ඹ㏻࣮ࣝࣝࢆἲᚊ࡛タᐃࡍ

ࡿ࠼ࢆ᥋ᙳ㡪┤࡚࠸ࡘὶ㏻ࢱ࣮ࢹࡸಶேሗಖㆤࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋⓗ┠ࢆࡇࡿ

⮬⊃᮲࡛ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ⨨ࡀጤ௵つᐃἲࠊ࡚ࡗ࠶㡯࡛࡞࠺ࡼ

つᐃࡣࡇࡿࡍチᐜࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉ 

㸰Ⅼ┠ྛࠊࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢ᮲ࡿࡅ࠾せ㓄៖ಶேሗྲྀࡢᚓไ㝈つᐃ࡛ྲྀࠊࡣ

ᚓࢆཎ๎࡚ࡋ⚗Ṇྠࡿࡍࠊձἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࠊࡸղṇᙜ࡞ົࡢᐇᚲ

せ࡞ሙྜ➼ࠊࡣせ㓄៖ಶேሗྲྀࡢᚓࠊࢁࡇࡿ࠸࡚ࡋ⬟ྍࢆἲ࡛ࠊࡣಶேሗ

⯡ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘಖ᭷ࡣἲ௧㸦᮲ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢᐃࡿࡵᡤᤸົཪࡣᴗົࡢ㐙⾜

ᚲせ࡞ሙྜ㝈ᐃࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡇࡿࡍせ㓄៖ಶேሗྲྀࡢᚓࡿ࡞⬟ྍࡀ⠊ᅖࠊࡣ

せ㓄៖ಶேሗྲྀࡢᚓไ㝈つᐃࡿࡼሙྜࠊᐇ㉁ⓗྠᵝࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞

ἲᚊࡢつᚊ㔜」࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍつᐃࢆ᮲࡛タࡣࡇࡿࡅチᐜࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉ

 ࠋࡿ࠶࡛

ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ㏙ୖࡀⓗ┠ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘⅬࡢࡽࢀࡇ

ࡇࡿࡍ᮲࡛つᐃࢆไ㝈ᢅྲྀࡢせ㓄៖ಶேሗࠊࡀࡿ࠶ࡣᡤ࡛ࡿࡵㄆࡣ࡚࠸ࡘࡇ

ಶேࠊࡶ࡚ࡋࡿࡍ「㔜௬ࠊࡎࢀษ࠸ゝࡣࡿࡍ「㔜つᚊࡢἲᚊࡶࡋࡎᚲࠊࡣ

ሗࢻ࣮ࣞࢢࡢ㸦ᶵᚤࠊᩆ῭ྍ⬟ᛶ㸧ᛂࡓࡌ㐺ṇࠊࡣࡇࡿࡍࢆ࠸ᢅྲྀ࡞ἲࡢ㊃᪨
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㔜ࡾ࠾࡚ࡗ࡞ᵝྠᐇ㉁ⓗつᚊࡢἲᚊࠊࡶࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡓࢀࡉෆໟ

࠸࠸࡞ࡋ㊃᪨ࡢἲࠊࡎࡽࡓᙜࡣ㜼ᐖࡢὶ㏻ࢱ࣮ࢹࡶࡋࡎᚲࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛「

 ࠋࡓ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡶぢ᪉࠺

 

(㺑) ಶேሗಖㆤጤဨࡢ↷ࡢᐇ࡚࠸ࡘ 

ᙜᑂ㆟ࠊࡣ௧㸲ᖺ㸰᭶㸷᪥ୖࠊ㏙ࡽ⏤⌮ࡢ᮲ྠᵝࡢつᐃࢆᘬࡁ⥆ࡁタ

♧᫂ࢆつᐃࡢせ㓄៖ಶேሗࡿࡅ࠾᮲ࡢ┴ᮏࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ↷ಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡛ୖࡓࡋ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟆ᅇ௧㸲ᖺ㸱᭶㸱᪥ࠊࡣࡽಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡚ࡋᑐ↷ࡢࡇ

ෆᐜࠊࡣࡓࡋ࠺ࡑࠊつᐃࡣチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡶࡃ↓ࡀࢀࡑࠊᮏேࡢᶒ┈

 ࠋࡿࡍグ㍕ࢆෆᐜࢀࡒࢀࡑ௨ୗࠊࡾ࠶᪨࡛ࡿࢀࡉಖ☜༑ศࡣಖㆤࡢ

ࡘࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉチᐜࡀࡇࡿࡵᐃࢆつᐃࡢᵝྠಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡎࡲ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣ࡚࠸

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻࡚࠸ࡘ┤᥋ᙳ㡪ࢆ࡞࠺ࡼࡿ࠼㡯࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ಶே

ሗಖㆤἲጤ௵つᐃࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ⨨ࡀᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢୗ

࡛᮲ࡢ⮬⊃つᐃࡣࡇࡃ⨨ࢆチᐜࠋ࠸࡞ࢀࡉ 

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻┤᥋ᙳ㡪ࢆࡿ࠼㡯࡛ࠊࡣྰࡿ࠶ᨵṇಶே

ሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲಶேሗ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢἲࡢつᚊࢆ㉸ࡿ࠼ไ㝈ࢆㄢࡍ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍุ᩿࡚ࡋ┠╔➼ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➇ࠊゐつᚊࡢἲ࡞

࣭ ಶேሗಖㆤ᮲➨㸴᮲ྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ᮲ࡋࡔࡓ᭩ࡁつᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉሙྜࢆ㝖

ࡶࡿࡍṆ⚗ࢆ࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡴྵࢆ㡯ࡿࡍつᐃ᮲ྛྕྠࡿࡼᐇᶵ㛵ࠊࡁ

≉࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢせ㓄៖ಶேሗ࡚࠸࠾➼ᨻᶵ㛵⾜ࠊࡣࢀࡇࠊࢁࡇࡿ࠶࡛ࡢ

ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵᐃࢆつᚊࡿࡍゐつᚊࡢಶேሗಖㆤἲ࠸࡞࠸࡚ࡅタࢆไ㝈ࡢู

ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻࡚࠸ࡘ┤᥋ᙳ㡪ࢆࡿ࠼㡯ᙜ୍ࠋࡿࡓ᪉࡛ྠࠊἲ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸⨨ࢆጤ௵つᐃࡢ࡚࠸ࡘࡇࡿࡵᐃࢆつᚊ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ

ᨵṇࠊࡣࡇࡿࡵ᮲࡛ᐃࠊࢆつᐃࡢᵝྠಶேሗಖㆤ᮲➨㸴᮲ࠊࡵࡓࡢࡇ ࣭

ಶேሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ࠊࡋチᐜࠋ࠸࡞ࢀࡉ 

 

ḟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊつᐃࡶ࡚ࡃ࡞⨨ࢆᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡣ༑ศ☜ಖࡿࢀࡉ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸

࣭ ಶேሗಖㆤἲࠊࡣせ㓄៖ಶேሗࡢู≉࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢつᐃࢆタ࠸࡞࠸࡚ࡅ
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ᡤᤸົཪࡿࡵᐃࡢ㸧ࠋࡴྵࢆἲ௧㸦᮲ࡣಖ᭷ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘಶேሗ⯡ࠊࡀ

➨㸦ࡋࡇࡿࡍ㝈ᐃሙྜ࡞ᚲせ⾜㐙ࡢᴗົࡣ 61 ᮲➨㸯㡯㸧ࠊ≉ᐃࡓࢀࡉ

⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖࢆ㉸࡚࠼ಶேሗࢆಖ᭷ࡿ࠸࡚ࡋࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ

㸦ྠ᮲➨㸰㡯㸧ࠊ➨ 63 ᮲㸦㐺ṇ࡞⏝ࡢ⚗Ṇ㸧ࠊ➨ 64 ᮲㸦㐺ṇྲྀ࡞ᚓ㸧➼

 ࠋࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࡵᐃࡢ

➨Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨⩏ົ㸦ࡢ➼㛗ࡢᨻᶵ㛵⾜ࠊࡓࡲ ࣭ 66 ᮲㸧㛵ࠊࡋồࡿࢀࡽࡵᏳ

⟶⌮ᥐ⨨ࡢෆᐜࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡓࡌ⏕ࡀ➼࠸࠼₃ࡢሙྜᮏேࡿ⿕ࡀᶒ┈ࡢ

ᐖࡢࢆࡉࡁ⪃៖ࠊࡋಖ᭷ಶேሗ࠸ᢅྲྀࡢ≧ἣ㸦ྲྀ࠺ᢅࡾಖ᭷ಶேሗࡢᛶ㉁ཬ

࡛ࡢࡶࡁࡍෆᐜ࡞㐺ษࡘᚲせࠊ࡚ࡌᛂࢡࢫࣜࡿࡍ㉳ᅉ➼㸧ࠋࡴྵࢆ㔞ࡧ

຺ࢆࡇࡿࢀࡲྵಖ᭷ಶேሗࡀせ㓄៖ಶேሗࠊ࡛࡞ࡢウ᳨ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾ࠶

ࠊ࡚ࡋ⾜ᨻᶵ㛵ෆ㒊ࡿࡅ࠾Ᏻ⟶⌮యไࢆᵓ⠏ࡣࡇࡿࡍᐃࠋࡿࢀࡉ 

ಶேሗಖࠊࡾࡼࡇࡃ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆ⾜ᇳ࡞㐺ṇࡓࡗᚑつᐃࡢἲྠࡢࡽࢀࡇ ࣭

ㆤ᮲➨㸴᮲ྠᵝ࡞つᐃࠊࡶࡃ↓ࡀ༑ศ࡞ᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡀ☜ಖࡿࢀࡉ

 ࠋࡿ࠼⪄ࡢࡶ

 

࠸↓᭷ࡢ「㔜ࡢつᚊࡢἲᚊࠊࡓࡗ࠶↷ࡢࡽᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘ⟆ᅇࡢࡇ

࣮ࢹࡶࡋࡎᚲࡶ࡚ࡋࡿ࠸࡚ࡋ「㔜ࠊࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽࢀゐ☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺

᥋ᙳ┤ὶ㏻ࢱ࣮ࢹࠊࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡓᙜࡣ㜼ᐖࡢὶ㏻ࢱ

㡪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡣ᫂☜ࡢࠎྛࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉつᐃࡢຠᯝಀ᳨ࡿ

ウࡓࡵྵࡶᐇ㉁ⓗ࡞᰿ᣐࡣᚲࡶࡋࡎ᫂ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡽ 

⤖ࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡀㄝ᫂࡞༑ศ࡞࠺ࡼࡿࡁ⣡ᚓ࡛࡚ࡋᙜᑂ㆟ࠊ࠺ࡼࡢࡇ

ㄽࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ♧ࡳࡢ㠀ᖖ㑇᠍࡛ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶ 

 

(㺒) ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘ 

௨ୖࠊࡿࡍࡽࡇࡢせ㓄៖ಶேሗᢅྲྀࡢไ㝈ࠊ࡚࠸ࡘ᮲つᐃࡁࡍ

ࢆ↷ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ᮲ࡢ┴ᮏಶேሗಖㆤጤဨࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶ

ಶูࡀࢀࡑࠊ࠸⾜チᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡢᅇ⟅ࡀ᪤ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞Ⅼ㚷ࠊࡿࡳᆅ᪉බ

ඹᅋయࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋἲ㐪ྍࡿࢀࡉุ᩿⬟ᛶࡿ࠶ࡀᑐᛂࡀࡇ࠺⾜ࢆᅔ㞴࡛ࡿ࠶

せ㓄៖ಶேሗࠊࡾࡼ⏝㐠࡞㐺ษࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐃࡶࡇ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶࡿ࠶࡛⬟ྍࡣಖ☜ࡢ‽Ỉࡿࢀࡉᚲせ࡚࠸ࡘಖㆤࡢ

࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸ࡘሙྜࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡼ
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࠸࠾┴ࠊࡋᮇࢆࡶ⏝ไᗘ㐠ࡓࡗᚑἲྠࠊࡶࡿࡍཝᏲࢆົ⩏ࡿࡍ㛵

࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙≉ࡀุ᩿ࡃᚲせ࡛ࡿ࠶ㄆࡣࡁࡿࡵᮏᑂ㆟ㅎၥࢆ⾜

ࡇࡿࢆᑐᛂ࡞ᚲせࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉಖ☜༑ศࡀಖㆤࡢ┈ᶒࡢᮏேࡁ⥆ࡁᘬࠊ➼࠺

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀ

 

 ไ㝈ࡢ㞟 ࢘ 

(㺏) ᨵṇಶேሗಖㆤἲࡿࡅ࠾ᮏே㞟ཎ๎࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ 

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣಶேሗࡣཎ๎࡚ࡋᮏேࡽ㞟࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

㸦௨ୗࠕࠊᮏே㞟ཎ๎ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ 

୍᪉ࠊᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣಶேሗࡣᚲࡶࡋࡎᮏேࡽ㞟ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞

ࣥࣛࢻ࢞ࡢᅜࠊ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍつᐃ⮬⊃᮲࡛ࠊࢆᮏே㞟ཎ๎ࠊⅬࡢࡇ

ࡇ㸧ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉุ᩿ἲ㐪ࠊሙྜࡓࡗ࡞ࢃ㸦ᚑ࠸࡞ࢀࡉチᐜࡣ࡛➼

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

 

(㺐) ᮏே㞟ཎ๎ࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍ 

ᮏே㞟ཎ๎ࠊࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃࡀࡇࡿࡍチᐜࠊ࡚ࡋ⏤⌮࠸࡞ࢀࡉᅜ࢞ࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ㸰Ⅼᣲࠊࡣ࡛➼ࣥࣛࢻ

㸯Ⅼ┠ࠊࡣᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣάⓎࡿࡍᐁẸࡸᆅᇦࡢᯟࢆ㉸ࢱ࣮ࢹࡓ࠼ά

࣭⾮ᆒࡢᪧἲไࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡾࡼつᚊࡿࡼ᮲ࡸἲᚊࡢಶูࠊࡵࡓࡿࡍᑐᛂ⏝

ᩚྜࢆṇࠊࡋಶேሗࡢಖㆤࡵࡓࡢᚲせ࡞ᅜⓗ࡞ඹ㏻࣮ࣝࣝࢆἲᚊ࡛タᐃࡍ

ࡿ࠼ࢆ᥋ᙳ㡪┤࡚࠸ࡘὶ㏻ࢱ࣮ࢹࡸಶேሗಖㆤࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋⓗ┠ࢆࡇࡿ

⮬⊃᮲࡛ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ⨨ࡀጤ௵つᐃἲࠊ࡚ࡗ࠶㡯࡛࡞࠺ࡼ

つᐃࡣࡇࡿࡍチᐜࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉ 

㸰Ⅼ┠ࠊࡣᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸࠾ಶேሗࡢಖ᭷ࡣἲ௧㸦᮲ࠋࡴྵࢆ㸧

⠊ᅖ࡞ᚲせ㐩ᡂࡢ⏝┠ⓗ࡚ࡗ࠶ሙྜ࡛࡞ᚲせ⾜㐙ࡢᴗົࡣᡤᤸົཪࡿࡵᐃࡢ

ࠊ࡚࠼ຍࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉṆ⚗ࡶᚓྲྀࡿࡼṇᡭẁࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡇࡿࡍ㝈ᐃ

ಖ᭷ಶேሗࠊ࠸࠼₃ࡀ⁛ኻཪࡣẋᦆࡢ༴㝤ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿࢀࡉࡽࡉᏳ⟶⌮

ᥐ⨨ࢆㅮࠊࡽࡉࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡌᆅ᪉බඹᅋయࡶಶேሗࣇ

ᮏேࡢ➼♧㛤ࡃᇶ࡙⡙ࣝࣇಶேሗࠊࢀࡉࡇࡿࡍ⾲බࡧసᡂཬࢆ⡙ࣝ

㛵ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞⬟ྍࡀಖ᭷ࡿࡍಶேሗࡢ⠊ᅖཬࡧᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࠊᮏேࡢ㛵ᶵ
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ࡢ☜ಖࢆ㏻࡚ࡌಶேሗࡢಖㆤࡀ᪤ᅗࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽἲᚊࡢつᚊ㔜」ࡍ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉチᐜࡣࡇࡿࡅ᮲࡛タࢆつᐃ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿ

ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ㏙ୖࡀⓗ┠ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘⅬࡢࡽࢀࡇ

ࡋࡎᚲࠊࡣࡇࡿࡍ᮲࡛つᐃࢆᮏே㞟ཎ๎ࠊࡀࡿ࠶ࡣᡤ࡛ࡿࡵㄆࡣ࡚࠸ࡘࡇ

ᮏே࡚࠸࠾᮲ࠊࡶ࡚ࡋࡿࡍ「㔜௬ࠊࡎࢀษ࠸ゝࡣࡿࡍ「㔜つᚊࡢἲᚊࡶ

ࠊࡣࡇࡿࡍつᐃࡿࡵㄆࡶ㞟ࡢࡽᮏே௨እ࡚ࡋእࠊࡋཎ๎ࢆ㞟ࡢࡽ

ᮏேࡢᶒ┈ࢆಖㆤࡢࡵࡓࡿࡍ㐺ษ࡞㐠⏝࡚ࡋ᭷ຠ࡛ࠊࡓࡲࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶ᨵ

ṇಶேሗಖㆤἲ᮲ࡢつᐃࡀᐇ㉁ⓗྠᵝ࡛ࢱ࣮ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶ὶ㏻ࡢ㜼ᐖࡣ

ᙜࠊࡎࡽࡓಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹά⏝ࡢ୧❧ࡢ㊃᪨ࡣ࠺࠸࠸࡞ࡋぢ᪉ࡁ࡛ࡶ

 ࠋࡓ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ

 

(㺑) ಶேሗಖㆤጤဨࡢ↷ࡢᐇ࡚࠸ࡘ 

ᙜᑂ㆟ࠊࡣ௧㸲ᖺ㸰᭶㸷᪥ୖࠊ㏙ࡽ⏤⌮ࡢ᮲ྠᵝࡢつᐃࢆᘬࡁ⥆ࡁタ

ࡋ♧᫂ࢆつᐃࡢᮏே㞟ཎ๎ࡿࡅ࠾᮲ࡢ┴ᮏࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ↷ಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡛ୖࡓ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟆ᅇ௧㸲ᖺ㸱᭶㸱᪥ࠊࡣࡽಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡚ࡋᑐ↷ࡢࡇ

ෆᐜࠊࡣࡓࡋ࠺ࡑࠊつᐃࡣチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡶࡃ↓ࡀࢀࡑࠊᮏேࡢᶒ┈

 ࠋࡿࡍグ㍕ࢆෆᐜࢀࡒࢀࡑ௨ୗࠊࡾ࠶᪨࡛ࡿࢀࡉಖ☜༑ศࡣಖㆤࡢ

ࡘࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉチᐜࡀࡇࡿࡵᐃࢆつᐃࡢᵝྠಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡎࡲ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣ࡚࠸

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻࡚࠸ࡘ┤᥋ᙳ㡪ࢆ࡞࠺ࡼࡿ࠼㡯࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ಶே

ሗಖㆤἲጤ௵つᐃࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ⨨ࡀᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢୗ

࡛᮲ࡢ⮬⊃つᐃࡣࡇࡃ⨨ࢆチᐜࠋ࠸࡞ࢀࡉ 

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻┤᥋ᙳ㡪ࢆࡿ࠼㡯࡛ࠊࡣྰࡿ࠶ᨵṇಶே

ሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲಶேሗ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢἲࡢつᚊࢆ㉸ࡿ࠼ไ㝈ࢆㄢࡍ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍุ᩿࡚ࡋ┠╔➼ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➇ࠊゐつᚊࡢἲ࡞

࣭ ಶேሗಖㆤ᮲➨㸶᮲ྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ᮲ྛྕヱᙜࡿࡍሙྜࢆ㝖ࠊࡁᐇᶵ㛵

ᮏேࠊࡣࢀࡇࠊࢁࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍṆ⚗ࢆ㞟ࡢಶேሗࡢࡽᮏே௨እࡿࡼ

௨እࡢࡽಶேሗྲྀࡢᚓࢆ⚗Ṇ࠸࡞࠸࡚ࡋಶேሗಖㆤἲࡢつᚊゐࡿࡍつᚊ

㡯ࡿ࠼ࢆ᥋ᙳ㡪┤࡚࠸ࡘὶ㏻ࢱ࣮ࢹࡸಶேሗಖㆤࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵᐃࢆ

ᙜ୍ࠋࡿࡓ᪉࡛ྠࠊἲ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣつᚊࢆᐃࡢ࡚࠸ࡘࡇࡿࡵጤ௵つᐃ࡚࠸⨨ࢆ
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 ࠋ࠸࡞࠸

ࡇࡿࡵ᮲࡛ᐃࠊࢆつᐃࡢᵝྠዉᕝ┴ಶேሗಖㆤ᮲➨㸶᮲⚄ࠊࡵࡓࡢࡇ ࣭

 ࠋ࠸࡞ࢀࡉチᐜࠊࡋ㊃᪨ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ

 

ḟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊつᐃࡶ࡚ࡃ࡞⨨ࢆᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡣ༑ศ☜ಖࡿࢀࡉ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸

࣭ ಶேሗಖㆤἲࠊࡣಶேሗ⯡ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘಖ᭷ࡣἲ௧㸦᮲ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ

ᐃࡿࡵᡤᤸົཪࡣᴗົࡢ㐙⾜ᚲせ࡞ሙྜ㝈ᐃࡋࡇࡿࡍ㸦➨ 61 ᮲➨㸯

㡯㸧ࠊ≉ᐃࡓࢀࡉ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖࢆ㉸࡚࠼ಶேሗࢆಖ᭷ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ

➨ࠊ㸦ྠ᮲➨㸰㡯㸧ࡿ࠸࡚ࡋࡇ࠸࡞ 63 ᮲㸦㐺ṇ࡞⏝ࡢ⚗Ṇ㸧ࠊ➨ 64

᮲㸦㐺ṇྲྀ࡞ᚓ㸧➼ࡢᐃࠋࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࡵ 

ዉᕝ┴ಶ⚄ࠊࡾࡼࡇࡃ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆ⾜ᇳ࡞㐺ṇࡓࡗᚑつᐃࡢἲྠࡢࡽࢀࡇ ࣭

ேሗಖㆤ᮲➨㸶᮲ྠᵝ࡞つᐃࠊࡶࡃ↓ࡀ༑ศ࡞ᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡀ☜

ಖࠋࡿ࠼⪄ࡢࡶࡿࢀࡉ 

 

࠸↓᭷ࡢ「㔜ࡢつᚊࡢἲᚊࠊࡓࡗ࠶↷ࡢࡽᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘ⟆ᅇࡢࡇ

࣮ࢹࡶࡋࡎᚲࡶ࡚ࡋࡿ࠸࡚ࡋ「㔜ࠊࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽࢀゐ☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺

᥋ᙳ┤ὶ㏻ࢱ࣮ࢹࠊࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡓᙜࡣ㜼ᐖࡢὶ㏻ࢱ

㡪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡣ᫂☜ࡢࠎྛࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉつᐃࡢຠᯝಀ᳨ࡿ

ウࡓࡵྵࡶᐇ㉁ⓗ࡞᰿ᣐࡣᚲࡶࡋࡎ᫂ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡽ 

⤖ࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡀㄝ᫂࡞༑ศ࡞࠺ࡼࡿࡁ⣡ᚓ࡛࡚ࡋᙜᑂ㆟ࠊ࠺ࡼࡢࡇ

ㄽࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ♧ࡳࡢ㠀ᖖ㑇᠍࡛ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶ 

 

(㺒) ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘ 

௨ୖࠊࡿࡍࡽࡇࡢᮏே㞟ཎ๎ࠊ࡚࠸ࡘ᮲つᐃࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶࡁࡍ

ࠊ࠸⾜ಶูࢆ↷ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ᮲ࡢ┴ᮏಶேሗಖㆤጤဨࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇ

࡚ࡋᆅ᪉බඹᅋయࠊࡿࡳ㚷Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞᪤ࡀ⟆ᅇࡢ᪨࠸࡞ࢀࡉチᐜࡀࢀࡑ

ࡉᐃࡶࡇࡿ࠶ᅔ㞴࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆᑐᛂࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉุ᩿ἲ㐪ࡓࡋ࠺ࡇ

ಖࡢಶேሗࡢ࡚ࡋ㝿㞟ࠊࡾࡼ⏝㐠࡞㐺ษࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡓࡲࠋࡿࢀ

ㆤ࡚ࡋᚲせࡿࢀࡉỈ‽ࡢ☜ಖࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ 

࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸ࡘሙྜࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡼ
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ಶேሗࠊࡋᮇࢆࡶ⏝ไᗘ㐠ࡓࡗᚑἲྠࠊࡶࡿࡍཝᏲࢆົ⩏ࡿࡍ㛵

ಖㆤࡢ┈ᶒ࣭ࡢᮏேࡀࡇࡿࡍ᥋㞟┤ࡽᮏே࡚ࡋཎ๎ࡣ㝿ࡿࡍ㞟ࢆ

㈨ࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍ᪨➼ࠊࢆไᗘࡢ㐠⏝ࡢ┴ࡾࡓ࠶ᶵ㛵➼࿘▱࡚࠸࠾┴ࠊࡋᑓ

㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙≉ࡀุ᩿ࡃᚲせ࡛ࡿ࠶ㄆࡣࡁࡿࡵᮏᑂ㆟ㅎၥࠊ➼࠺⾜ࢆ

ᘬࡁ⥆ࡁᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡀ༑ศ☜ಖࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉᚲせ࡞ᑐᛂࡀࡇࡿࢆ㐺

ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 ไ㝈ࡢᥦ౪ࡧ⏝ཬ ࢚

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ᢅྲྀࠊࡣ┠ⓗ௨እࡢ┠ⓗࡵࡓࡢಖ᭷ಶேሗࢆ⏝ࠊࡋཪࡣᥦ౪

ࠊࡾ㝈ሙྜࡿࡍヱᙜ㐺⏝㝖እ㡯ࡿࡍつᐃ᮲ࠊ࡛ୖࡓࡋṆ⚗࡚ࡋཎ๎ࢆࡇࡿࡍ

እⓗᢅྲྀ┠ⓗ௨እࡢ┠ⓗࡵࡓࡢಖ᭷ಶேሗࢆ⏝ࠊࡋཪࡣᥦ౪ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡶ࡚࠸࠾ᇶᮏⓗࡣಶேሗಖㆤ᮲ྠᵝࡢ⤌࡚ࡗ࡞ࡳ

ࡍᏑᅾࡀⅬࡿ࡞␗ಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡣ࡚࠸ࡘෆᐜ࡞ලయⓗࡢ㐺⏝㝖እ㡯ࠊࡀࡿ࠸

 ࠋࡿ

ᨵṇつᐃࡢಶேሗಖㆤ᮲ࠊ࡚࠸ࡘ➼ෆᐜ࡞ලయⓗࡢᙜヱ㐺⏝㝖እ㡯ࠊⅬࡢࡇ

ಶேሗಖㆤἲࡢつᐃࢆẚ㍑ࠊࢁࡇࡓࡋ୧⪅ࡣᴫྠࡡ⛬ᗘࡢෆᐜࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞⌧ᅾ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶ࡞⬟ྍࡶୗ࡛ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡀ⏝㐠ࡢᗘ⛬ྠࡡᴫ⏝㐠ࡢ

ಶேሗಖㆤ࡚ࡌᛂᚲせࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡢົࡢົ࣭᪂つࡢ᪤Ꮡࠊᚋࠊࡵࡓࡢࡑ

ጤဨࡢ☜ㄆࠊࡶ࠺⾜ࢆᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙≉ࡀุ᩿ࡃᚲせ࡛ࡿ࠶ㄆࡿࡵ

⾜ᚋࠊࡸഛ‽ࡓࡅྥ⾜ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡘࡘ࠸⾜ࡶㅎၥࡢᮏᑂ㆟ࡣࡁ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜㐺ษࢆ⏝ไᗘ㐠ࡢ

⏝㐠ࡿࡼつᐃࡢಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡣᩘ௳ࡢⓗእ⏝࣭ᥦ౪┠ࡢಖ᭷ಶேሗࠊ࠾࡞

≧ἣࡢබ⾲୍ࠊ࡚࠸࠾⯡බ⾲ࡁࡍ㡯ࡢ㸯ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉࡘᨵṇἲ⾜ᚋ࠾

 ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆᑐᛂ࡞࠺ࡼࡢࡇࡁ⥆ࡁᘬࠊࡶ࡚࠸

 

 ᥦ౪ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲ ࢜

(㺏) ᨵṇಶேሗಖㆤἲࡿࡅ࠾㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡼᥦ౪࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ 

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣ㟁☢ⓗ᪉ἲ㸦ᙜヱᐇᶵ㛵ࡿࡍ⌮⟶ࡀ㟁Ꮚィ⟬ᶵᐇᶵ

㛵௨እࡿࡍ⌮⟶ࡀ⪅ࡢ㟁Ꮚィ⟬ᶵࡢࡑࡢᶵჾࢆ㟁Ẽ㏻ಙᅇ⥺࡛᥋⥆ࡓࡋ㟁Ꮚሗ

ฎ⌮⤌⧊ࢆ⏝ࠊࡋᙜヱᐇᶵ㛵ࡢಖ᭷ಶேሗࢆᐇᶵ㛵௨እࡀ⪅ࡢ㝶ධᡭࡋᚓ
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ሙࡓࡋࡓ‶ࢆ௳せࡢᐃ୍ࠊࡣᥦ౪ࡢಖ᭷ಶேሗࡿࡼ㸧ࠋ࠺࠸ࢆ᪉ἲࡿࡍែ≦ࡿ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࡾ㝈ྜ

୍᪉ࠊᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣ㟁☢ⓗ᪉ἲࡢሙྜ㝈࡚ࡗಖ᭷ಶேሗࡢᥦ౪ࢆ

ไ㝈ࡿࡍつᐃࡣᏑᅾࠋ࠸࡞ࡋ 

ᅜࠊ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍつᐃ⮬⊃᮲࡛ࠊࢆไ㝈ࡢᥦ౪ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲࠊⅬࡢࡇ

ᛶ⬟ྍࡿࢀࡉุ᩿ἲ㐪ࠊሙྜࡓࡗ࡞ࢃ㸦ᚑ࠸࡞ࢀࡉチᐜࡣ࡛➼ࣥࣛࢻ࢞ࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ㸧ࠋࡿ࠶ࡀ

 

(㺐) 㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡼᥦ౪ࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍ 

㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡼᥦ౪ࡢไ㝈ࠊࢆ᮲࡛⊂⮬つᐃࡀࡇࡿࡍチᐜ⏤⌮࠸࡞ࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀⅬࡢḟࠊࡣ࡛➼ࣥࣛࢻ࢞ࡢᅜࠊ࡚ࡋ

࣭ ௧㸱ᖺࡢಶேሗಖㆤἲࡢᨵṇࠊࡣ♫యࣝࢱࢪࢹࡢࡀ㐍ࡴ୰ࠊἲᚊ࡛

ᅜⓗ࡞ඹ㏻࣮ࣝࣝࢆタᐃࠊࡋᅜࡸࣥࣛࢻ࢞ࡢຓゝࡾࡼไᗘࡢ㐺ṇ࡞㐠⏝ࢆᅗ

ࢆ❧୧ࡢὶ㏻ࢱ࣮ࢹಖㆤ࡞㐺ษࡢಶேሗࡓࡋᑐᛂኚࡢ♫ࠊࡾࡼࡇࡿ

ᐇ⌧ࡶࡇࡿࡍ┠ⓗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ 

⟇ࡀಶேሗಖㆤጤဨࠊᚋࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜࡿࡍᥦ౪ࢆಶேሗ࡛ࣥࣛࣥ࢜ ࣭

ᐃࢆ➼ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍཧ⪃ࠊಖ᭷ಶேሗࢆ➼࠸࠼₃ࡢ㜵ࡢࡵࡓࡄᥐ⨨ࢆㅮࡎ

ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍᐖᙜࢆ┈ᶒࡢ⪅୕➨ࡣᮏேཪࡾࡼ➼࠸࠼₃ࠊࡇࡿ

ࡍᥦ౪ࢆಖ᭷ಶேሗࠊࡇ࠸࡞ࢃ⾜ࢆᥦ౪ࡢಖ᭷ಶேሗࡣሙྜࡿࢀࡽࡵㄆ

ಶேሗࠊ࡚ࡌᛂᚲせࠊࡋᑐ⪅ࡿࡅཷࢆᥦ౪ࡢᙜヱಶேሗࠊ࡚࠸࠾ሙྜࡿ

࡞ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀ➼ࡇࡿࡵồ࠺ࡼࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐ࡞ᚲせࡵࡓࡢ⌮⟶࡞㐺ษࡢ

 ࠋࡿ

࣭ ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸࠾Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨ࡸ➨୕⪅ᥦ౪ࡢไ㝈➼㛵ࡿࡍつ

ᐃࢆタࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡅつᐃࢆ㐺ṇ㐠⏝ࣥࣛࣇ࣭࢜ࣥࣛࣥ࢜ࠊ࡛ࡇࡿࡍ

ࡓࡋ┠╔ࡳࡢ㟁Ꮚࡸࣥࣛࣥ࢜ࠊࡽࡇࡿࢀࡽᅗࡀಖㆤ࡞ᚲせࠊࡎࢃၥࢆ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣࡇࡿࡅタࢆ๎≉

࣭ ௨ୖࠊࡾࡼᚑ᮶ࡢಶேሗಖㆤ᮲࡚࠸࠾ぢࣥࣛࣥ࢜ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓࢀࡽ⤖

ࡿࡁ㐩ᡂ࡛ࢆⓗ┠ࡢࡑࡾࡼ⏝㐠ࡢつᐃࡢ๓㏙ࠊࡣ࡚ࡋ㛵つᐃࡿࡍไ㝈ࢆࠖྜ

ࠊࡽࡇ࠸࡞ࢃࡄࡑ᪉࠼⪄ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶࡿࢀࡽ࠼⪄

᮲࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸࠾つᐃࢆᐃࠊࡣࡇࡿࡵチᐜࠋ࠸࡞ࢀࡉ 
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ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ㏙ୖࡀⓗ┠ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘⅬࡢࡽࢀࡇ

ࡢࣥࣛࣥ࢜ࠊࡶ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡀࡿ࠶ࡣᡤ࡛ࡿࡵㄆࡣ࡚࠸ࡘࡇ

ሙྜࡶᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࡢつᐃ➼ࡾࡼ㔜せᛶࢆ㋃ࢆ࠸ᢅྲྀࡓ࠼ࡲồࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡵ

㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡼᥦ౪ࡢไ㝈ࡢつᐃࢆࢀࡇࠊࡣලయ㸦᫂ᩥ㸧ࡓࡋ᫂♧ⓗࠊ☜ㄆⓗ

㊃ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡚ࡋ௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡍ⏝άࢆࢱ࣮ࢹᏳࠊࡾ࠶つᐃ࡛࡞

᪨ෆໟࠊࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡓࢀࡉಶேሗࡢᥦ౪࠺⾜ࢆሙྜࢆ᮲࡛⊂⮬┤᥋ⓗ

ไ㝈ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢ㐺⏝ຠᯝᐇ㉁ⓗᙳ㡪ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ

ࠊࡣࡇࡿࡍつᐃࢆᥦ౪ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲࡢᵝྠ᮲ࡢ⾜⌧ᨵṇᚋࠊࡽࡇ࠸࡞

࡞ࡋࡣ㊃᪨ࡢ❧୧ࡢ⏝άࢱ࣮ࢹಶேሗಖㆤࠊࡎࡽ࡞ࡣ㜼ᐖࡢὶ㏻ࢱ࣮ࢹ

 ࠋࡓ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡶぢ᪉࠺࠸࠸

 

(㺑) ಶேሗಖㆤጤဨࡢ↷ࡢᐇ࡚࠸ࡘ 

ᙜᑂ㆟ࠊࡣ௧㸲ᖺ㸰᭶㸷᪥ୖࠊ㏙ࡽ⏤⌮ࡢ᮲ྠᵝࡢつᐃࢆᘬࡁ⥆ࡁタ

ไ㝈ࡢᥦ౪ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡅ࠾᮲ࡢ┴ᮏࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ↷ಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡛ୖࡓࡋ♧᫂ࢆつᐃࡢ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟆ᅇ௧㸲ᖺ㸱᭶㸱᪥ࠊࡣࡽಶேሗಖㆤጤဨࠊ࡚ࡋᑐ↷ࡢࡇ

ෆᐜࠊࡣࡓࡋ࠺ࡑࠊつᐃࡣチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡶࡃ↓ࡀࢀࡑࠊᮏேࡢᶒ┈

 ࠋࡿࡍグ㍕ࢆෆᐜࢀࡒࢀࡑ௨ୗࠊࡾ࠶᪨࡛ࡿࢀࡉಖ☜༑ศࡣಖㆤࡢ

ࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸࠸࡞ࢀࡉチᐜࡀࡇࡿࡵᐃࢆつᐃࡢᵝྠ᮲ࠊࡎࡲ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻࡚࠸ࡘ┤᥋ᙳ㡪ࢆ࡞࠺ࡼࡿ࠼㡯࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ἲ

ጤ௵つᐃࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ⨨ࡀᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢୗ࡛᮲⊂⮬

 ࠋ࠸࡞ࢀࡉチᐜࡣࡇࡃ⨨ࢆつᐃࡢ

࣭ ಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻┤᥋ᙳ㡪ࢆࡿ࠼㡯࡛ࠊࡣྰࡿ࠶ᨵṇಶே

ሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲಶேሗ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢἲࡢつᚊࢆ㉸ࡿ࠼ไ㝈ࢆㄢࡍ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍุ᩿࡚ࡋ┠╔➼ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➇ࠊゐつᚊࡢἲ࡞

࣭ ಶேሗಖㆤ᮲➨ 10 ᮲ྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ᮲ྛྕࡶࢀࡎ࠸ࡢヱᙜࡿࡍሙྜ㝈

㟁ࠊࡣࢀࡇࠊࢁࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵㄆࢆᥦ౪ࡢಖ᭷ಶேሗࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲࠊࡾ

☢ⓗ᪉ἲࡿࡼಖ᭷ಶேሗࡢᥦ౪ࡢู≉࡚࠸ࡘไ㝈ࢆタ࠸࡞࠸࡚ࡅಶேሗಖ

ㆤἲࡢつᚊゐࡿࡍつᚊࢆᐃࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵಶேሗಖㆤࢱ࣮ࢹࡸὶ㏻┤᥋

ᙳ㡪ࢆࡿ࠼㡯ᙜ୍ࠋࡿࡓ᪉࡛ྠࠊἲ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣつᚊࢆᐃ࡚࠸ࡘࡇࡿࡵ
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 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸⨨ࢆጤ௵つᐃࡢ

➨ಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡵࡓࡢࡇ ࣭ 10 ᮲ྠᵝࡢつᐃࠊࢆ᮲࡛ᐃࠊࡣࡇࡿࡵᨵ

ṇಶேሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ࠊࡋチᐜࠋ࠸࡞ࢀࡉ 

 

ḟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊつᐃࡶ࡚ࡃ࡞⨨ࢆᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡣ༑ศ☜ಖࡿࢀࡉ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸

࣭ ಶேሗಖㆤἲࠊࡣ㐪ἲཪࡣᙜ࡞⾜Ⅽࢆຓ㛗ࠊࡋཪࡣㄏⓎࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ᪉

ἲࡾࡼಶேሗࢆ⏝ࢆࡇࡿࡍ⚗Ṇࡿ࠸࡚ࡋ㸦➨ 63 ᮲㸧ࠊ➨ 66 ᮲㸦Ᏻ

⟶⌮ᥐ⨨㸧ࠊ➨ 69 ᮲㸦⏝ཬࡧᥦ౪ࡢไ㝈㸧ࠊ➨ 70 ᮲㸦ᥦ౪⪅ࡿࡅཷࢆᑐࡿࡍ

ᥐ⨨せồ㸧➼ࡢᐃࠋࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࡵ 

ಶேሗಖࠊࡾࡼࡇࡃ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆ⾜ᇳ࡞㐺ṇࡓࡗᚑつᐃࡢἲྠࡢࡽࢀࡇ ࣭

ㆤ᮲➨ 10 ᮲ྠᵝ࡞つᐃࠊࡶࡃ↓ࡀ༑ศ࡞ᮏேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡀ☜ಖࢀࡉ

 ࠋࡿ࠼⪄ࡢࡶࡿ

 

ࡀไ㝈ࡢᥦ౪ࡿࡼ㟁☢ⓗ᪉ἲࠊࡓࡗ࠶↷ࡢࡽᙜᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘ⟆ᅇࡢࡇ

☜ㄆⓗ࡞つᐃ࡛ࠊࡾ࠶ᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢ㊃᪨ෆໟ࠸ࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡓࢀࡉ

☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘⅬ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᙳ㡪ᐇ㉁ⓗ㐺⏝ຠᯝࡢἲྠࠊࡸⅬ࠺

ゐࢱ࣮ࢹࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽࢀὶ㏻┤᥋ᙳ㡪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍチᐜ࠸࡞ࢀࡉ᪨ࡣ᫂☜ࡉ

ࡽ᫂ࡶࡋࡎᚲࡣ᰿ᣐ࡞ᐇ㉁ⓗࡓࡵྵࡶウ᳨ࡿಀຠᯝࡢつᐃࡢࠎྛࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

⤖ࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡀㄝ᫂࡞༑ศ࡞࠺ࡼࡿࡁ⣡ᚓ࡛࡚ࡋᙜᑂ㆟ࠊ࠺ࡼࡢࡇ

ㄽࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ♧ࡳࡢ㠀ᖖ㑇᠍࡛ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶ 

 

(㺒) ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘ 

௨ୖࠊࡿࡍࡽࡇࡢ㟁☢ⓗ᪉ἲࡿࡼᥦ౪ࡢไ㝈ࠊ࡚࠸ࡘ᮲つᐃࡁࡍ

↷ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ᮲ࡢ┴ᮏಶேሗಖㆤጤဨࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶ

ᆅ᪉ࠊࡿࡳ㚷Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞᪤ࡀ⟆ᅇࡢ᪨࠸࡞ࢀࡉチᐜࡀࢀࡑࠊ࠸⾜ಶูࢆ

බඹᅋయࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋἲ㐪ྍࡿࢀࡉุ᩿⬟ᛶࡿ࠶ࡀᑐᛂࡀࡇ࠺⾜ࢆᅔ㞴࡛࠶

㟁☢ⓗ᪉ἲࠊࡾࡼ⏝㐠࡞㐺ษࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐃࡶࡇࡿ

ࡶࡿ࠶࡛⬟ྍࡣಖ☜ࡢ‽Ỉࡿࢀࡉᚲせ࡚ࡋಖㆤࡢಶேሗࡢ࡚ࡋ㝿ᥦ౪ࡿࡼ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄
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࠸ᢅྲྀࡢಶேሗࡿࡅ࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸ࡘሙྜࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡼ

࠸࠾┴ࠊࡋᮇࢆࡶ⏝ไᗘ㐠ࡓࡗᚑἲྠࠊࡶࡿࡍཝᏲࢆົ⩏ࡿࡍ㛵

࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙≉ࡀุ᩿ࡃᚲせ࡛ࡿ࠶ㄆࡣࡁࡿࡵᮏᑂ㆟ㅎၥࢆ⾜

ࡇࡿࢆᑐᛂ࡞ᚲせࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉಖ☜༑ศࡀಖㆤࡢ┈ᶒࡢᮏேࡁ⥆ࡁᘬࠊ➼࠺

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀ

 

グ࡚ࡏే᪉ྥᛶࡢᑐᛂࡿಀሗබ㛤ᑂᰝ㸦ሗබ㛤ไᗘࡧಶேሗಖㆤᑂᰝཬ ࢝

㍕㸧 

ಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧ㄳồࡿࡅ࠾㛤♧➼ࡢỴᐃཪࡣసⅭࡘ

ዉᕝ┴ಶே⚄ࡓࡋ⨨タࡾࡼ᮲ࡿࡍ㛵⨨タࡢ㝃ᒓᶵ㛵ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀᑂᰝㄳồ࡚࠸

ሗಖㆤᑂᰝㅎၥࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋࡇࡿࡍ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⚄ዉᕝ┴ಶே

ሗಖㆤᑂᰝつ๎ᐃࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣᆅ᪉බඹᅋయᑐ࡚ࡋᑂᰝㄳồࡢࡁࡓࡗ࠶ࡀㅎၥඛᶵ㛵ࠊࡣ

⾜ᨻ᭹ᑂᰝἲ➨ 81 ᮲➨㸯㡯ཪࡣ➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼタ⨨ࡿࢀࡉ㝃ᒓᶵ㛵ࡢࡑࠊࢀࡉ

⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡿࡍ㡯ࡣ᮲ࡾࡼᐃࡢ┴ࠊࡽࡇࡢࡇࠋࡓࢀࡉࡇࡿࡵಶே

ሗಖㆤᑂᰝࡣ᮲ࡽἲᚊࡾࡼタ⨨ࡿࢀࡉ㝃ᒓᶵ㛵ࡢࡑࠊࡶࡿ࡞⤌⧊ཬࡧ㐠

Ⴀ㛵ࡿࡍ㡯ࡣ⚄ዉᕝ┴ಶேሗಖㆤᑂᰝつ๎ࡽ᮲ࡾࡼᐃ࡞ࠋࡿ࡞ࡇࡿࡵ

ࡢ⾜⌧つᐃࡢᨻ᭹ᑂᰝἲ⾜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ➼⥆ᡭࡢㄪᰝᑂ㆟ࡢಶேሗಖㆤᑂᰝࠊ࠾

ಶேሗಖㆤ᮲ཬࡧ⚄ዉᕝ┴ಶேሗಖㆤᑂᰝつ๎ࡢつᐃྜᩚࡢᛶࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ⾜ᨻ

᭹ᑂᰝἲタ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅつᐃࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘᚲせᛶᛂࠊ࡚ࡌ᮲ࡾࡼタࡿࡅ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇ

୍᪉ࠊሗබ㛤ᑂᰝࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘἲⓗ⨨࡙ࡅኚ᭦ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣಶேሗಖ

ㆤᑂᰝ㐺⏝ࡿࢀࡉ⾜ᨻ᭹ᑂᰝἲୖࡢㄪᰝᑂ㆟ࡢᡭ⥆➼㛵ࡿࡍつᐃྜᩚࡢᛶࢆ☜

ಖࡢ⾜⌧ࠊࡵࡓࡿࡍሗබ㛤᮲➨ 19 ᮲➨㸱㡯つᐃࡿࡍᑂᰝࡢㄪᰝᶒ㝈ࢆ⾜ᨻ᭹

ᑂᰝἲୖࡢㄪᰝᶒ㝈ྠࠊࡶࡿࡍࡢࡶࡢ➼ྠ᮲➨ 20 ᮲➨㸱㡯ࡢつᐃᇶ࡙࠸

࡚ᑂᰝㄳồே➼ࡀᑂᰝᥦฟࡿࡍពぢ᭩ཪ㈨ᩱᥦฟᮇ㝈ࢆタᐃ࡛ྛ࠺ࡼࡿࡁつᐃࢆぢ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡍ┤

 

 ⾲බࡢ㐠⏝≧ἣ ࢟

ಶேሗಖㆤ᮲࡛ࠊࡣᐇᶵ㛵ࠊࡣ᮲ࡢ㐠⏝ࡢ≧ἣ୍࡚࠸ࡘ⯡බ⾲ࡇࡿࡍ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
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ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤጤဨࠊࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㛗➼ᑐࠊࡋᨵṇ

ಶேሗಖㆤἲࡢ⾜ࡢ≧ἣ࡚࠸ࡘሗ࿌ࢆồࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ

ẖᖺᗘࡢࡑࠊሗ࿌ࠊࡵࡲࡾྲྀࢆᴫせࢆබ⾲ྛࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡍᆅ᪉බඹᅋయࡢ

ᶵ㛵➼ࡿࡅ࠾㐠⏝≧ἣ➼ࡢබ⾲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ≉ẁࡢつᐃࠋ࠸࡞ࡣ 

ࠊࡢࡿ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡀෆᐜࡿࡍ⾲බ࡚ࡵồࢆሗ࿌ࡀಶேሗಖㆤጤဨࠊⅬࡢࡇ

⌧Ⅼ࡛ࠊ⮬⊃ࡶ࡚࠸࠾┴ࠊࡀ࠸࡞ࡋ↛ุࡣไᗘࡀẖᖺ࠺ࡼࡢ㐠⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡉ

Ẹ┴ࢆሗᥦ౪࡞㔜せࡢࡵࡓࡿࡍ᥎㐍ᒙຠᯝⓗ୍ࡾࡼࢆಖㆤࡢಶேሗࠊࡋ⾲බࢆࡢ

ࡶᚋࠊࡎࡽࢃ㛵➼බ⾲ෆᐜࡿࡼಶேሗಖㆤጤဨࠊࡣࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋᑐ

ព⩏ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡿ࠶ࡢ 

ࡁᘬࠊࡾࡼ➼ࡇࡿࡍつᐃ᮲ࠊࡶ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲ⾜ᚋࠊࡵࡓࡢࡑ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ⾲බ⯡୍ࢆ➼㐠⏝≧ἣࡢไᗘ࡛⮬⊃┴ࡁ⥆

 

 

㸱 ሗබ㛤ไᗘ࡚࠸ࡘ 

(1) ಶேሗಖㆤไᗘྜᩚࡢᛶࢆ☜ಖࡵࡓࡿࡍᑐᛂࡀᚲせ࡞㡯࡚࠸ࡘ 

 ⩏ᐃࡢᨻᩥ᭩㸦ᆅ᪉බඹᅋయ➼⾜ᨻᩥ᭩㸧⾜ 

ಶேሗಖㆤ᮲ཬࡧሗබ㛤᮲ࠊࡣ㛤♧㸦බ㛤㸧ࡢᑐ㇟ࡿ࡞⾜ᨻᩥ᭩ᩥࠕࡽ᭩

ཪࡣᅗ⏬ࡢసᡂࡢ⿵ຓ୍ࡵࡓࡿ࠸⏝ⓗసᡂࡓࡋ㟁☢ⓗグ㘓࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ᐇᶵ㛵ࡀᐃ

㆟ࠕࠊࡣ᮲⾜つ๎ྛࠊ࡚ࡋࠖࡢࡶࡿࡵᐃࡀᐇᶵ㛵ࠕࡢࡇࠊࡋ㝖እࢆࠖࡢࡶࡿࡵ

ࡧ㟁☢ⓗグ㘓ࠖཬࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㘓➼ࣉ࣮ࢸ㘓㡢ࡓࡋࢆ➼㘓㡢ࡵࡓࡿࡍసᡂࢆグ㘓ࡢ

ࢱ࣮ࢹ㆟㘓ࠕ㟁☢ⓗグ㘓ࠖ㸦௨ୗࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㘓➼ࢡࢫࢹẼ☢࡚ࡵྵࢆ᭩ᘧሗࠕ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋつᐃࢆ㸧ࠋࡿࡍ⛠⥲ࠖ➼

㇟ᑐࡢ㛤♧ㄳồࡢಖ᭷ಶேሗࡀ➼ࢱ࣮ࢹ㆟㘓ࠊࡣᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡋࡋ

ࡢᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồ⾜㛤♧ㄳồࡢಖ᭷ಶேሗࠊࡵࡓ࠸࡞ࢀࡉ㝖እࡣࡽᨻᩥ᭩⾜ࡿ࡞

㛫࡛ࠊㄳồᑐ㇟ࡿ࡞⾜ᨻᩥ᭩ࡢ⠊ᅖᕪ␗ࠋࡿ࡞ࡇࡿࡌ⏕ࡀ 

㆟ࠊࡣ㊃᪨ࡓࡋ㝖እࡽᨻᩥ᭩⾜ࡿ࡞㇟㛤♧㸦බ㛤㸧ᑐࢆ➼ࢱ࣮ࢹ㆟㘓ࠊⅬࡢࡇ

㘓ࡣ➼ࢱ࣮ࢹ㆟㘓➼ࡢᙧ࡛ᩥ᭩୍ࡢ࡛ࡲࡿࢀࡉⓗ࣭⿵ຓⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠺࠸ࡿ࠶Ⅼ

ࡢࢱ࣮ࢹ㟁Ꮚࡀ➼ࢱ࣮ࢹ㆟㘓ࠊ࠸క㟁Ꮚࡢ⥆Ỵᡭࡸᐜ㔞ࡢグ㘓፹యࠊࡀࡿ࠶

≧ែ࡛⥅⥆ⓗࠊ࡚࠸࠾≦⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮⟶⌧⾜つᐃࡢ❧ἲ㊃᪨ྜࡢ⌮ᛶࡿ࠸࡚ࢀⷧࡀ

 ࠋ࠸࡞ᚓࡋᐃྰࡣࡇ

㇟බ㛤ᑐࢆ➼ࢱ࣮ࢹ㆟㘓ࠊࡶ࡚࠸࠾ᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồ⾜ࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆᐇࡓࡋ࠺ࡇ

Mantetsu
116/123



 

23 
 

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡍ┤ぢࢆつᐃ⾜⌧ࡿࡍ㝖እᚊ୍ࡽᨻᩥ᭩⾜ࡿ࡞

 

 㔞ⓗබ㛤ࡧ㠀බ㛤ሗᛶཬࡢ༏ྡຍᕤሗ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲ࡛ࠊࡣ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡀಖ᭷ࡿࡍಶேሗࠊࢆ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ู࡛࡞ࡁ

ᆅ᪉බඹࠊࡀᥦ౪ไᗘࡢ༏ྡຍᕤሗࡿ࠶ไᗘ࡛ࡿࡍᥦ౪⪅Ẹ㛫ᴗ࡚ࡋຍᕤ࠺ࡼ࠸

ᅋయࡢᶵ㛵ࡶᑟධࠊࡾ࡞ࡇࡿࢀࡉẸ㛫ᴗ⪅ࡢࡑࠊࡣ⏝ಀࡿᡭᩘᩱࢆ⣡ࡇࡿࡵ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࡓࡋ๐㝖ࡽಖ᭷ಶேሗࡓ࠸⏝సᡂࡢࡑࡧᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗཬ⾜ࡓࡋసᡂࡀ┴

グ㏙➼㸦௨ୗࠕ⾜ᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗ➼ࠖࠋࡿࡍ⛠⥲㸧ࡀグ㘓ࡓࢀࡉ⾜ᨻᩥ᭩ࡢሗ

බ㛤ࠊࡣ࡚࠸ࡘሗබ㛤ㄳồࢆ㏻ࠊ࡚ࡌఱேࠊࡶ⾜ᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗࡢ⏝ಀࡿ

ᡭᩘᩱࡢ㢠ࡾࡼపᗮ࡞㈝⏝࡛ධᡭ࡛ࠊࡤࢀࡍࡿࡁᨵṇಶேሗಖㆤἲཷࠊࡀ┈⪅㈇ᢸࡢ

ཎ๎ࡸ⏝⪅㛫ࡢබᖹᛶ☜ಖࡢほⅬࡽᙜヱไᗘ࡞ู≉࡚࠸ࡘᡭᩘᩱつᐃࢆタࡓࡅ㊃᪨

⏤Ḟ᱁ᥦࡢ⪅Ẹ㛫ᴗࡽほⅬࡿࡵồࢆ࠸ᢅྲྀ࡞ៅ㔜ࡢᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗ⾜ࡸ

࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࢀࢃ࡞ᦆࡶ➼㊃᪨ࡓࡋ㝈ᐃࢆ⪅ᢅྲྀࡢᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗ⾜࡞ࡿࡅタࢆ

 ࠋࡿ

㠀බ㛤ሗ࡞ࡓ᪂ࢆ➼ᨻᶵ㛵➼༏ྡຍᕤሗ⾜ࠊ࡚࠸࠾ሗබ㛤᮲ࠊࡽࡇࡢࡇ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡿࡍ㝖እࡶࡽ㇟ᑐࡢ㔞ⓗබ㛤ࠊࡶࡿࡅタࢆつᐃࡿࡍ

 

 グ㍕㸧࡚ࡏే᪉ྥᛶࡢᑐᛂࡿಀᮇ㝈㸦ಶேሗಖㆤไᗘࡢ➼㛤♧Ỵᐃ ࢘

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧ㄳồಀࡿỴᐃᮇ㛫ࠊࢆཎ๎࡚ࡋㄳồࡀ

ࡽ᪥ࡓࡗ࠶ 30 ᪥௨ෆࡋ㸦௨ୗࠕཎ๎ᮇ㛫ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊົฎ⌮ୖࡢᅔ㞴ࡢࡑṇ

ᙜࡣࡁࡿ࠶ࡀ⏤⌮࡞ 30 ᪥௨ෆ㝈ࡾᘏ㛗࡛ࡿࡁᐃࡿ࠸࡚ࡵ㸦௨ୗࠕᘏ㛗ᮇ㛫ࠖ࠸

ᮇ㛫ࡢព௵ࡾࡼ᮲ࡀᆅ᪉බඹᅋయࠊࡣ࡚࠸ࡘᘏ㛗ᮇ㛫ࡧཎ๎ᮇ㛫ཬࡢࡇࠋ㸧ࠋ࠺

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍタᐃᮇ㛫ࡿ࠼㉸ࢆ30᪥ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍ⦰▷

ಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡣಖ᭷ಶேሗ㛤♧ㄳồಀࡿỴᐃᮇ㛫ࠊࢆཎ๎࡚ࡋㄳồࡗ࠶ࡀ

࡚ࡋ⟭㉳ࡽ᪥ࡓ 15 ᪥௨ෆࡋ㸦௨ୗࠕ┴ཎ๎ᮇ㛫ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊົฎ⌮ୖࡢᅔ㞴ࡑ

ࡣࡁࡿ࠶ࡀ⏤⌮࡞ṇᙜࡢ 45 ᪥௨ෆ㝈ࡾᘏ㛗࡛ࡿࡁᐃࡿ࠸࡚ࡵ㸦௨ୗࠕ┴ᘏ㛗ᮇ

㛫ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢࡇࠋⅬࠊᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢ㛵ಀࠊ࡚࠸࠾┴ཎ๎ᮇ㛫㸦15 ᪥௨

ෆ㸧ࠊࡣ࡚࠸ࡘᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢཎ๎ᮇ㛫㸦30 ᪥௨ෆ㸧ኚ᭦ྍࡣࡇࡿࡍ⬟࡛

ᘏ㛗ᮇ㛫┴ࠊ᪉୍ࠋࡿ࡞ኚ᭦࡞┈ࡣ࡚ࡗ⪅ㄳồࡿࡵồࢆ♧㛤࡞㏿㎿ࠊࡀࡿ࠶ࡣ

㸦45 ᪥௨ෆ㸧ࢆࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ⥔ᣢୖࠊࡣࡇࡿࡍグࡢಶேሗಖㆤἲࡢゎ㔘ࡽチ
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ᐜࠋࡿ࡞ࡇ࠸࡞ࢀࡉ௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࠊ࠼ࡲᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢୗ࡛ࠊࡣ┴ཎ๎ᮇ㛫

ᙜヱᮇ㛫㸦15ࡣ࡚࠸ࡘ ᪥௨ෆ㸧ࢆ⥔ᣢ୍ࡿࡍ᪉ࠊ┴ᘏ㛗ᮇ㛫ࡣ࡚࠸ࡘᘏ㛗ᮇ㛫㸦30 ᪥

௨ෆ㸧ぢ┤ࡀࡇࡍ㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 

୍᪉ࠊሗබ㛤᮲ࠊࡣ⾜ᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồಀࡿỴᐃᮇ㛫ࠊ࡚࠸ࡘಖ᭷ಶேሗࡢ㛤

♧ㄳồಀࡿỴᐃᮇ㛫ࡢ୍ྠᮇ㛫ࡢᐃࢆࡵタࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅ⾜ᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồࡣಖ᭷ಶே

ሗࡢ㛤♧ㄳồẚ㍑ࡢࡑࠊ࡚ࡋᛶ㉁ୖࠊㄳồᑐ㇟ࡀᗈ⠊ᅖࠊࡾࡓࢃㄳồ㔞ࡶ⭾࡞

ኚ᭦࠸ᢅྲྀࡢ୍ྠỴᐃᮇ㛫ࡿಀ㛤♧ㄳồࡢಖ᭷ಶேሗࠊࡵࡓࡿࢀࡉᐃࡶሙྜࡿ

ࡇࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡍࡓࡁࢆᨭ㞀ົࡢᐇᶵ㛵ྛࡿࡍᑐᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồ⾜ࠊࡤࢀࡍ

ࢀࡎ࠸ࡢᘏ㛗ᮇ㛫┴ࡧཎ๎ᮇ㛫ཬ┴ࠊࡣ࡚࠸ࡘỴᐃᮇ㛫ࡿಀᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồ⾜ࠊࡽ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆᮇ㛫ࡢሗබ㛤᮲ࡢ⾜⌧ࠊࡶ࡚࠸ࡘ

⾜ࡧ㛤♧ㄳồཬࡢಖ᭷ಶேሗࠊࡣ࡚࠸࠾ሗබ㛤᮲ࡧಶேሗಖㆤ᮲ཬࠊ࠾࡞

ᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồࠊࡶ࡚࠸࠾ࢀࡎ࠸ࡢㄳồࡓࡗ࠶ࡢ᪥ࢆỴᐃᮇ㛫⟬ධࡀࡿ࠸࡚ࡋ㸦ึ᪥

⟬ධ㸧ࠊᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾⟬ධ᪉ἲࡣẸἲࡢཎ๎㸦ึ᪥⟬ධ㸧ࡼ

ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉチᐜࡣࡇࡿࡅタࢆࡵᐃࡿࡍ᪥⟬ධึࡀᆅ᪉බඹᅋయࠊࢀࡉࡇࡿ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡿࡍ࠸ᢅྲྀࡢ᪥⟬ධึࠊࡽ

   

 ᮇ㝈ࡢฎศ⥆ᡭࡢබ㛤ࡢฎศᚋ ࢚

ሗබ㛤᮲ࠊࡣሗබ㛤ㄳồಀࡿ⾜ᨻᩥ᭩ࡢබ㛤Ỵᐃᚋࠊᐇᶵ㛵ࡸ㏿ࡣබ㛤

࠸࠾ሙྜࡢࡇࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍദ࿌ࡣ࠸࡞ࡅཷࢆබ㛤ࡀ⪅ㄳồࠊࡋࡇࡿࡍ

࡚බ㛤࠸࡞ࡅཷࢆࠊࡣබ㛤ࢆᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧ࡢࡑࠊࡣ⪅ࡿࡅཷࢆồࡿࡵ㛤♧ࡢᐇࡢ᪉

ἲ➼ࢆ㛤♧Ỵᐃ㏻▱ࡓࡗ࠶ࡢ᪥ࡽ 30 ᪥௨ෆࡋ⏦ฟ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞つᐃࠊࡾ࠾࡚ࡋ

ᙜヱᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࠊࡣࡁࡓࡋ㛤♧Ỵᐃࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡓࡅཷࢆ㛤♧ࠊࡣࡵࡓࡿࡅཷࢆ

ᗘࠊ㛤♧ㄳồࡀࡇ࠺⾜ࢆᚲせࠋࡿ࡞ᙜヱつᐃࡢ㊃᪨ࠊࡣ㛤♧ỴᐃࡣᙜヱỴᐃࡓࡗ⾜ࢆ

Ⅼุ᩿ࡿࡅ࠾⤖ᯝ࡛ࠊࡾ࠶ᮇ㛫ࡢ⤒㐣ࡾࡼ㛤♧ሗヱᙜᛶࡀኚྍࡿࡍ⬟ᛶ࠶ࡀ

ࠊࡽࡇࡿࡍጇᙜࡶ࡚࠸࠾ሗබ㛤ㄳồࠊࡣ㊃᪨ࡿࠊࢁࡇࡿ࠶Ⅼ࠺࠸ࡿ

ሗබ㛤᮲ࡶ࡚࠸࠾ᨵṇಶேሗಖㆤἲྠᵝࡢฎศᚋࡢබ㛤ࡢᡭ⥆➼ಀࡿつᐃࢆタ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡿࡅ

 

 グ㍕㸧࡚ࡏే᪉ྥᛶࡢᑐᛂࡿಀ㈇ᢸ㸦ಶேሗಖㆤไᗘ⏝㈝ ࢜

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ᑐࡋಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧ㄳồࠊࡣ⪅ࡿࡍࢆ
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᮲࡛ᐃࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵᐇ㈝ࡢ⠊ᅖෆ࡚࠸࠾᮲࡛ᐃࡿࡵ㢠ࡢᡭᩘᩱ㸦௨ୗࠕ㛤♧

ᡭᩘᩱࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ⣡࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵつᐃࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋಶேሗಖㆤጤဨ

ࠊࡾࡼᆅ᪉බඹᅋయࡢࡇࠊࡣ㛤♧ᡭᩘᩱࢆ↓ᩱࠊࡓࡲࠊࡇࡿࡍ㛤♧ᡭᩘᩱࢆ↓ᩱ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉゎ⬟ྍࡀࡇࡿࡍᚩࢆᐇ㈝┦ᙜ㢠ࠊ㏵ูࠊࡶ࡚࠸࠾ሙྜࡓࡋ

ಶேሗಖㆤ᮲ࠊࡣ࡚࠸࠾᮲ไᐃ௨᮶ࠊಶேሗಖㆤࡣ⾜ᨻࡢ㈐ົ࠺࠸ほⅬ

ࠊࡾ࠾࡚ࡋᚩࢆࡳࡢᐇ㈝┦ᙜ㢠ࡢ➼௦「ࡢㄳồᑐ㇟ᩥ᭩ࠊࡎࡏᚩࢆ㛤♧ᡭᩘᩱࠊࡽ

ᨻᩥ⾜ࠋࡿ࠶࡛࠸ᢅྲྀࡢᵝྠ⏝㈝ࡿಀᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồ⾜ࡿࡅ࠾ሗබ㛤᮲ࡣࢀࡇ

᭩බ㛤ㄳồಀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏝㈝ࡿᡭᩘᩱ୍ࡀ⯡ⓗே௳㈝ཬࢆ㈝௳≀ࡧᇶ⟬ฟࡿࢀࡉ

ᐇ㈝┦ᙜࠊࡋࡇࡿࡍῶචࢆே௳㈝┦ᙜ㢠ࠊࡽほⅬࡢ᥎㐍ࡢᒙ୍ࡢሗබ㛤ࠊࢁࡇ

㢠ࢆࡳࡢᚩࠋࡓࡁ࡚ࡋ 

ࠊ࡚ࡋ⏤⌮ࢆᨵṇࡢಶேሗಖㆤἲࡢ⯡ࠊࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ⦌⤒Ṕྐⓗࡢ┴ᮏ࡞࠺ࡼࡢࡇ

㛤♧ᡭᩘᩱ࠺࠸᪂࡞ࡓ㈝⏝㈇ᢸࢆㄳồ⪅ồྜࡿࡵ⌮ⓗ⌮⏤ࡣぢฟࡋ㞴ࠊࡽࡇ࠸ᨵ

ṇಶேሗಖㆤἲࡢୗࠊࡶ࡚࠸࠾ᘬ⥆ࠊࡁಖ᭷ಶேሗࡢ㛤♧ㄳồಀࡿᡭᩘᩱࢆ↓ᩱ

 ࠋࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀࡇࡿࡍ㈇ᢸࡢ⪅ㄳồࢆࡳࡢᐇ㈝┦ᙜ㢠ࠊࡋ

⾜ᨻᩥ᭩බ㛤ㄳồಀྠࠊࡶ࡚࠸ࡘ⏝㈝ࡿᵝࡀࡇࡿࡍ࠸ᢅྲྀࡢ㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 ሗබ㛤ᑂᰝࡧಶேሗಖㆤᑂᰝཬ ࢝

ᮏㄽⅬࡣಶேሗಖㆤไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶᐦ᥋㛵㐃ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ๓

㏙ࡢ㡯␒㸰(㸱)ࠊ࡚࢝ಶேሗಖㆤไᗘࡿࡅ࠾ᑐᛂࡢ᪉ྥᛶ࡚ࡏేグ㍕ࡇࡿࡍ

 ࠋࡓࡋ

     

 ⥆ᡭࡿࡅ࠾➼ሙྜࡿࡍᲠ༷ࢆᑂᰝㄳồ ࢟

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡣᑂᰝㄳồಀࡿ㛤♧Ỵᐃ➼ࢆኚ᭦ࡋᙜヱᑂᰝㄳồಀࡿಖ᭷ಶ

ேሗࢆ㛤♧ࡿࡍ᪨ࡢỴࡿࡍࢆሙྜࠊࡣỴࡢ᪥㛤♧ᐇ᪥ࡢ㛫㸰㐌㛫௨ୖࡢ

ᮇ㛫ࠊࡓࡲࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞⨨ࢆỴᚋ┤ࠊࡕ➨୕⪅㸦ཧຍே࡚ࡋᙜヱಖ᭷ಶே

ሗࡢ㛤♧ᑐࡢពᛮࡓࡋ♧⾲ࢆ⪅㸧ᑐࠊࡋỴࡓࡋࢆ᪨ࡢࡑࠊ⌮⏤ཬࡧ㛤♧ࢆᐇࡍ

ሗබ㛤᮲ཬࠊࡣᙜヱつᐃࠋࡿ࠸࡚ࡋつᐃ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ▱㏻ࡾࡼ᭩㠃ࢆ᪥ࡿ

ᨵṇಶேሗࠊࡣ⪅୕➨ࡿࡅ࠾ᙜヱつᐃࠊࡀࡿ࠶ᵝ࡛ྠࡶ࡚࠸࠾ಶேሗಖㆤ᮲ࡧ

ಖㆤἲࡢつᐃࡣ࡚࠸࠾ᑂᰝㄳồࡢᡭ⥆࡚࠸࠾㛤♧ᑐ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ㝈ࠊࡀࡿࢀࡽ୧

᮲ࡢつᐃࢀࡑࠊࡣ࡚࠸࠾㝈ࠊࡎࡽᑂᰝㄳồࡢᡭ⥆ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡁཎฎศ

ᑐពぢ᭩ࢆᥦฟࡢࡳࡢࡓࡋ➨୕⪅ᑐࡶ࡚ࡋᡭ⥆ࡀࡇࡿ⤒ࢆࡁᚲせࠋࡿ࠸࡚ࡋ 
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⪅୕➨ࡓࡋᥦฟࢆᑐពぢ᭩ࠊࡣ㊃᪨ࡢつᐃࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊ࡚࠸ࡘࡇࡢࡇ

ಖ㞀ࡀᶵࡿࡍ♧⾲ࢆពᛮࡢᑐ࡚࠸࠾⥆ᡭࡢᑂᰝㄳồࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡞ࡀ▱ㅎၥ㏻ࡣ

ࡢᶒ⾜ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋཧຍ⥆ᡭࡢᑂᰝㄳồࡀ⪅ᙜヱ➨୕ࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ᶵࢆᨺᲠࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ௨ୖࡢᡭ⥆ⓗಖ㞀ࢆࡿ࠼ᚲせ࠺࠸࠸࡞ࡣⅬࠋࡿ࠶ 

ሗබ㛤ࡿࡍᙜ┦ᙜヱつᐃࠊࡽࡇࡿࡍጇᙜࡶ࡚࠸࠾ሗබ㛤ㄳồࠊࡣ㊃᪨ࡢࡇ

᮲ୖࡢつᐃ㸦ྠ᮲➨ 18᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ㸧ࡶ࡚࠸ࡘぢ┤ࡀࡇࡍ㐺ᙜ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

 ࡚࠸ࡘ㡯࡞㔜せࡢࡢࡑ (2)

    ሗබ㛤ไᗘ࡚࠸࠾(1)ࠊࡣ࡚࠸ࡘグ㍕ࡓࡋಶேሗಖㆤไᗘྜᩚࡢᛶࢆ☜ಖࡿࡍ

࡞ࢀࡽࡅぢཷࡣ㡯࡞㔜せࡁࡿࡵᐃࢆ᪉ྥᛶࡢᑐᛂࠊ㡯௨እ࡞ᚲせࡀᑐᛂࡵࡓ

 ࠋࡓࡗ

 

 

㸲 ࡾࢃ࠾ 

ಶࡢᆅ᪉බඹᅋయྛࡓ࠸࡚ࡋ᮲࡛つᚊࡢಶู࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸࠾ᙧᡂᩚഛἲ♫ࣝࢱࢪࢹ  

ேሗಖㆤไᗘࠊࡶ࡚࠸ࡘᨵṇಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃᅜඹ㏻࣮ࣝࣝࠊ࡚ࡋ⾜ᨻᶵ㛵ཬ

ࠊࡓࡲࠊࡾ࡞ࡇࡿࢀࡉ⏝㐺ࡀつᚊࡢᵝྠࡢࡶࡿࢀࡉ⏝㐺ࡓ᪂࡚ࡋᑐ➼ᨻἲே⾜❧⊃ࡧ

ᆅ᪉බඹᅋయᑐࡿࡍつᚊࠊࡶ࡚࠸ࡘಶேሗಖㆤጤဨࡀ┘ど➼୍ࢆඖⓗᢸ࡞ࡇ࠺

 ࠋࡓࡗ

࡚࠸࠾┴ࠊ࠸కࢀࡇ 30 ᖺ௨ୖࡢ㛗࡚ࡗࡓࢃࡁ㐠⏝ࡓࡁ࡚ࡋಶேሗಖㆤไᗘ࠸ࡘ

ᆅ᪉බඹᅋయ࠺ᢸࢆᨻ⾜࡞㌟㏆ఫẸࡶࡾࡼᅜࠊࡀࡓࡗ࡞ࡇࡿࡅཷࢆᙳ㡪ࡢࡃከࠊࡶ࡚

┴ࠊ࡚࠸࠾ᨵၿࡸ⏝㐠ࡢಶேሗಖㆤไᗘࠊࡢ࡚ࡗࡓ࠶ࡴ⤌ࡾྲྀㅖㄢ㢟ࡢᆅᇦࠊ࡚ࡋ

ᮇᚅࡿࢀࡉᙺࠊࡣᚋࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶ࡞ࡁ 

࠸ࡘぢゎࡢಶேሗಖㆤጤဨࡓࡗ⾜ࢆ↷ࡾࡓ࠶ᑂ㆟ࡢ࡛ࡲࡿ⮳⏦⟆ࡢᅇࠊ≉  

ࡀ⏤⌮ࠊࡸࡢࡶ࠸࡞ࡋ⮴୍᪉ྥᛶࡢᑐᛂࡓࡗ࠶ࡀពぢࡢ࠸ࡋࡲᮃ࡚࠸࠾ᙜᑂ㆟ࠊࡣ࡚

༑ศㄝ᫂ࡶࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪄࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉぢཷࡢ⏦⟆ࠊࢀࡽࡅෆᐜࡶᙳ㡪ࡇࡿࡍ

ࢀࡉつᐃἲ➨㸯᮲ྠࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶⏝ไᗘ㐠ࡢᚋࡓࡗᚑᨵṇಶேሗಖㆤἲࠊࡀࡓࡗ࡞

ಖࢆ┈ᶒࡢಶேࠕࡿ࠶ⓗ࡛┠ࡢ㔜せ᭱ࠊࡶࠖࡘࡘࡋ㓄៖᭷⏝ᛶࡢಶேሗࠕࠊࡾ࠾ࡿ

ㆤ࠺࠸ࠖࡿࡍほⅬ┴ࠊࡀࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡽồࠋࡿ࠼⪄ࡢࡶࡿࢀࡽࡵ 

ᨵṇಶேሗಖㆤἲࡿ࡞ᅜඹ㏻࣮ࣝࣝࡿಀಶேሗಖㆤไᗘࠊ࡚࠸࠾┴ࠊࡵࡓࡢࡑ  

㐺ࡶពぢࡢಶேሗಖㆤဨࡸᙜᑂ㆟ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢇࢁࡕࡶࡣࡇࡿࡍᑛ㔜ࢆつᚊࡢ
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ᐅᐇࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ࡲࢀࡇࠊࡶࡿࡍಶேሗಖㆤࡢỈ‽ࢆᙜୗᅇࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿ

ಶேሗࡢಖㆤά⏝ࡓࡗࢆࢫࣥࣛࣂࡢไᗘ㐠⏝ࢆ┠ᣦࠊࡋಶேሗࡢ㐺ṇࢆ࠸ᢅྲྀ࡞☜

ಖࡵࡓࡿࡍᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙ࡃពぢ≉ࡀࡇࡃ⫈ࢆᚲせ࡛ࡿ࠶ㄆࡣࡁࡿࡵᙜᑂ㆟ࡢ

ពぢࠊࡁ⫈ࢆᚋࡶಶேࡢᶒ┈ࡢಖㆤࡵࡓࡢ㐺ษᑐᛂࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋᮇᚅࡿࡍ᪨ࠊ

ゝࠋࡿࡍ 
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  講師・パネラー等略歴 

 

◆ 講 師 

○  森田 明（弁護士） 

【略 歴】 

1982 年弁護士登録,2004 年から 2011 年神奈川大学法科大学院教授,2011

年から 2014 年内閣府（当時）情報公開･個人情報保護審査会常勤委員。現

在,神奈川県等の個人情報保護に関する審議会の委員。共著の論文として

「地方公共団体の個人情報保護に関する審議会の実情と今後」。  

 

◆ 講 師 

〇 人見 剛（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

【略 歴】 

1982 年早稲田大学法学部卒業，1986 年東京都立大学大学院社会科学研

究科博士課程中退。1989 年東京都立大学法学部助教授，1999 年同教授，

2005 年北海道大学法学研究科教授，2010 年立教大学法務研究科教授，

2014 年から現職（行政法，地方自治法）。北海道大学名誉教授。 

 

◆ 講 師 

〇 犬塚 克（前横浜市市民局市民情報室長） 

【略 歴】 

1988 年京都大学法学部卒業、同年横浜市役所入庁。議会局広報報道担当

課長、区保険年金課長を経て、2016 年市民情報課長、2019 年市民情報室

長、2022 年定年退職。再任用により現在は青葉区税務課担当課長 

 

 パネリスト等（講師を除く）略歴  

◆ パネリスト 

○  安達 和志（神奈川大学法学部教授） 

【略 歴】 

1983 年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得・退学、同

年神奈川大学法学部専任講師、1986 年同助教授、1998 年同教授、2004 年

神奈川大学大学院法務研究科教授、2019 年から現職（行政法、教育法）。

主な著書に『教育と教育行政の法理論』（エイデル研究所）など。 
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○  葛原 淳（川崎市総務企画局情報管理部行政情報課情報公開担当係長）  
【略 歴】  

1999 年川崎市役所入庁。庁舎管理課、地域振興課、区選挙管理委員会事

務局等を経て、2019 年から現在の部署に配属。 

 

◆ コーディネーター 

○  幸田 雅治（神奈川大学法学部教授） 

【略 歴】 

1979 年自治省（総務省）入省。内閣官房内閣審議官，総務省自治行政局

行政課長，総務省消防庁国民保護・防災部長等。現在は神奈川大学法学部

教授。2013 年 6 月，弁護士登録。主な著書に，『地方自治論』（法律文化

社）『保育の質を考える』（明石書店）など。 
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